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1. 2020年東京大会の正式名称 

第 32回オリンピック競技大会（2020／東京） 

東京 2020 パラリンピック競技大会 

 

2. 2020年東京大会の目的 

2.1 大会ビジョン 

2020年東京大会の開催を担う公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委

員会（以下、「大会組織委員会」という。）は、2015年２月に国際オリンピック委員会、国際パラ

リンピック委員会に提出した「東京2020大会開催基本計画」において以下の大会ビジョンを掲げ

ている。 

 

 

 

 

 

2.2 東京都長期ビジョン 

東京都は、2014年12月に策定した「東京都長期ビジョン」において、世界一の都市・東京の実

現に向けて、まず取り組むことは、「史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現」であり、

大会の成功だけでなく、大会開催を起爆剤として、都市基盤の充実など、更なる発展を遂げると

ともに、ソフト・ハード両面でレガシーを次世代に継承し、都民生活の向上につなげるとしてい

る。 

また、大会終了後も、都民に夢や希望を与え、幸せを実感できる都市であり続けるために、「課

題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現」にも取り組むとしている。 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「2020年東京大会」という。）実施

段階環境アセスメント（以下、「本アセスメント」という。）の実施にあたっては、適宜「東京都

長期ビジョン」を参照し進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-1 東京都長期ビジョンの構成 

スポーツには、世界と未来を変える力がある。 
1964年の東京大会は日本を大きく変えた。2020年の東京大会は、 
「すべての人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」、 
「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」、 
「そして、未来につなげよう（未来への継承）」を３つの基本コンセプトとし、 
史上最もイノベーティブで、世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。 
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3．2020年東京大会の概要 

3.1 大会の概要 

2020年東京大会において、オリンピック競技大会は７月24日の開会式に続いて、７月25日から

８月９日までの16日間で開催し、閉会式は８月９日に予定している。また、パラリンピック競技

大会は８月25日から９月６日までの開催を予定している。 

実施競技数は、オリンピック28競技、パラリンピック22競技の予定である。 

 

3.2 2020年東京大会の環境配慮 

大会組織委員会は、「東京2020大会開催基本計画」の中で、2020年東京大会は、単に2020年に東

京で行われるスポーツの大会としてだけでなく、2020年以降も含め、日本や世界全体に対し、ス

ポーツ以外も含めた様々な分野でポジティブなレガシーを残す大会として成功させなければなら

ないとしている。大会組織委員会は、街づくり・持続可能性について進めていくアクションとし

て、下記のことを例示している。 

なお、アクションについては、2016年中期にとりまとめる「アクション＆レガシープラン」に

おいて明確化するとしている。 

 

(1) 大会関連施設の有効活用 （アクションの例） 
①周辺地域の街づくりとの連携や大会後の有効活用を想定した
大会関連施設の整備 
②仮設施設に用いられた資材、設備等の後利用の積極的な検討 

(2) 誰もが安全で快適に生活で
きる街づくりの推進 

（アクションの例） 
①アクセシビリティを重視した競技施設や選手村の整備 
②交通機関や公共施設等のバリアフリー化の推進 
③多言語対応の推進による外国人旅行者の言葉の壁の解消 
④会場周辺等の道路、鉄道等の交通インフラや空港・港湾等の
整備・充実 
⑤会場周辺等における良好な景観、魅力ある公園、緑地や水辺
等の保全・創出 
⑥大会期間中の災害やテロ、サイバー攻撃等を想定した、官民
一体となったセキュリティ体制の構築と治安基盤の強化 
⑦センター・コア・エリア内、競技会場周辺、主要駅周辺の道
路、緊急輸送道路等の無電柱化の推進 

(3) 大会を契機とした取り組み
を通じた持続可能性の重要性
の発信 

（アクションの例） 
①3R（Reduce,Reuse,Recycle）の徹底や、燃料電池車、再生可
能エネルギーといった環境技術の活用など大会の準備や運営へ
の持続可能性の反映 
②大会での取組をモデルとした更なる省エネルギー化の推進 
③路面温度の上昇を抑制する機能をもつ舗装の整備など、選手
や観客への暑さ対策の推進 
④水素などスマートエネルギーの導入に係る取組の推進 
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4. 選手村の概略 

本評価書案の対象である選手村の概要は、図 4-1に示すとおりである。 

選手村は、急速に開発が進んでいるウォーターフロントである晴海ふ頭に位置しており、2020年東

京大会の地理的な中心にあるとともに大会コンセプトの中心である。 

選手村には、表 4-1に示すとおり、選手の宿泊施設のほか、様々な利用者を想定した施設を建設す

る予定であるが、現時点では施設の諸元等は未確定である。また、宿泊施設については、大会期間中

に一時使用した後に住居等として生まれ変わる計画となっている。 

「東京都長期ビジョン」（平成 26 年 12 月 東京都）では、選手村は「スマートエネルギー都市の

モデル実現を目指すとともに、水素エネルギーの活用をはじめとした取組により、持続的発展が可能

な都市像を国内外に提示する。」こととしている。 

なお、大会期間中の宿泊施設については、「（仮称）晴海五丁目西地区開発計画」として整備する住

宅棟（板状）を選手等宿泊施設として一時使用する計画となっている。大会開催後は、「（仮称）晴海

五丁目西地区開発計画」として住宅棟（超高層タワー）及び商業棟を大会開催後に整備し、住宅棟（板

状）も含めて恒久的な住宅等として利用される計画となっている（以下、大会期間中の仮設工作物を

設置する地区を含んだ範囲を「会場エリア」という。）。 

 

 
出典：「選手村 大会終了後における住宅棟のモデルプラン」 

（平成 26年 12月 東京都オリンピック・パラリンピック準備局、都市整備局） 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/12/20ocja00.htm 

図 4-1 選手村の概要 
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表 4-1 選手村の内容の概要 

項  目 内  容 

会 場 エ リ ア  東京都中央区晴海四、五丁目地内 

用 途 地 域  商業地域、準工業地域 

会 場 面 積 約44ha（陸域） 

主 要 用 途 選手宿泊施設等 

工 事 予 定 期 間  工事期間：平成28年度～平成32年度 

使 用 予 定 年 度  平成32年度 
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5. 環境及び社会経済に及ぼす影響の評価の結論 

対象事業の実施が環境に及ぼす影響について、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック環境ア

セスメント指針（実施段階環境アセスメント及びフォローアップ編）」（平成 26 年２月 東京都環境

局）に基づき、事業計画の内容や会場エリア及び周辺の状況を考慮したうえで、環境影響評価の項目

を選定し、現況調査並びに予測・評価を行った。なお、予測・評価については「（仮称）晴海五丁目

西地区開発計画」を対象に行った。環境に及ぼす影響の評価の結論は、表 5-1(1)及び(2)に示すとお

りである。 

表 5-1(1) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項 目 評価の結論 

1. 土壌 (仮称)晴海五丁目西地区開発計画地に過去に指定作業場が存在していた。また、(仮称)晴海五丁

目西地区開発計画については、3,000m2 以上の敷地内の土地の改変に該当することから、土壌汚染

対策法第４条及び環境確保条例第 117条に基づく手続きを行い、土壌汚染が確認された場合には、

土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づき、汚染物質の種類、汚染土壌の量等を明らかにし、関係

機関と調整を行ったうえで適切な飛散・拡散の防止対策をとった汚染拡散防止措置を実施するとと

もに、その内容をフォローアップ報告書において明らかにする。 

以上のことから、評価の指標を満足するものと考える。 
2. 生物の 

生育・生息基盤 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭和初

期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）や人工裸

地で被覆され、植物群落は植栽樹林群等がわずかに分布しているのみであるため、事業の実施に伴

う生物・生態系の賦存地の改変の程度は小さいと考える。 

以上のことから、生物・生態系の賦存地の現況は維持され、評価の指標は満足するものと考える。 
3. 生物・生態系 (仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭和初

期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）や人工裸

地で被覆され、植物群落は植栽樹林群等がわずかに分布しているのみであるため、事業の実施に伴

う生物・生態系への影響は小さいと考える。また、事業の実施にあたっては、(仮称)晴海五丁目西

地区開発計画地内のオープンスペース等に高木、低木や地被類を植栽することを検討する。 

以上のことから、生物・生態系の現況は維持され、評価の指標は満足するものと考えられる。 

4. 廃棄物 [建設発生土・建設汚泥の発生量] 

建設発生土については、受入れ機関の受入れ基準への適合を確認した上で場外搬出することによ

り適正な廃棄物処理を行い、建設汚泥については、場外に搬出して産業廃棄物として処分する計画

とする。 

以上のことから、建設リサイクル法等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことにより、

評価の指標を満足するものと考える。 

 

[建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量] 

建設工事に伴い生じる建設廃棄物については、分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用

促進及び不要材の減量等を図る等、建設リサイクル法等の関係法令に示される事業者の責務を果た

すことにより、評価の指標を満足するものと考える。 

5. エコ 

マテリアル 

建設工事にあたっては、「平成 26年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 26年 12月 

東京都）に基づき、建設資材等の環境物品等の調達や環境影響物品等の使用抑制を図るとともに、

特定建築者制度 1により実施する工事においても「東京都建設リサイクルガイドライン（民間事業

版）」（平成 23 年６月 東京都）を踏まえた協力のもと実施することから、エコマテリアルの利用

が図られると考える。 

以上のことから、エコマテリアルの活用が図られ、評価の指標を満足するものと考える。 

1 選手村整備のうち、宿泊施設の建築物を建設する(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の整備手法については、都が施行

主体として一元的な工程管理と総合的なまちづくりが可能な市街地再開発事業を実施し、施行者以外の者（民間事業

者）が施設建築物の建築主体となる特定建築者制度を活用して、建物の整備を進めていく予定である。 
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表 5-1(2) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

項目 評価の結論 

6. 温室効果ガス 建設機械の稼働に伴う温室効果ガス排出量は、約 3,100t-CO2/年と予測する。 

工事の実施にあたっては、不必要なアイドリングの防止を徹底することで、温室効果ガス排出量

を削減するよう努める。 

以上のことから、建設工事に伴い生じる環境への負荷の削減を図り、評価の指標は満足するもの

と考える。 

7. エネルギー 建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量は、約 45,000GJ/年と予測する。 

工事の実施にあたっては、不必要なアイドリングの防止を徹底することで、エネルギー使用量を

削減するよう努める。 

以上のことから、建設工事に伴い生じる環境への負荷の削減を図り、評価の指標は満足するもの

と考える。 

8. 交通渋滞 工事用車両台数が最大となる時期における工事用車両の割合は、1～3％と考える。 

以上のことから、周辺交通流に対して工事用車両が増加するが、工事用車両の走行に際しては、

走行ルートの分散化、工事工程の平準化や施工計画の検討、工事用車両の出入口に交通整理員を配

置する等、計画地周辺の車両の通行に支障を与えないよう十分な配慮を行いつつ、工事を実施する。 

9. 公共交通への

アクセシビリ

ティ 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安全

施設により歩車動線が分離されており、これらの状況は維持されるものと考える。 

以上のことから、現況の歩車動線分離を著しく低下させることはなく、評価の指標を満足するも

のと考える。 

10. 交通安全 最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安全

施設により歩車動線が分離されており、これらの状況は維持されるものと考える。 

以上のことから、現況の歩車動線分離を著しく低下させることはなく、評価の指標を満足するも

のと考える。 
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6. 選手村に係る調査計画書の修正の経過及びその内容の概要 

本環境影響評価書案の作成にあたっては、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実

施段階環境影響評価調査計画書審査意見書について」（平成26年５月29日26環都環第104号）に記載

された環境局長の意見及び都民からの意見を勘案するとともに、事業計画の具体化に伴い、調査計

画書の内容を修正した。 

調査計画書の主な修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表6-1に示すとおりである。 

表 6-1 調査計画書の主な修正の経過及びその内容 

調査計画書の修正箇所 修正事項 評価書案における修正内容及び修正理由 

7. 環境影響評価の項目 
7.1 会場ごと 

環境影響要因 開催前の環境影響要因の「施設の存在」を「建
築物の出現」に修正した。（p.17参照） 
現時点では、仮設工作物の諸元が未定であるこ
とから、今後、仮設工作物の諸元が明らかにな
った段階で影響評価の実施を検討することと
した。(p.17参照) 
選手村の宿泊施設は、民間事業者が建設する恒
久住宅を大会組織委員会が大会時に借用し、大
会終了後は民間事業者に返却するため、開催後
の設備等の持続的稼働は環境影響要因の対象
から除外した。（p.17 参照） 

8. 調査等の手法 
8.2.31 選手村 

  

 (2) 生物の生育・生息基盤 調査方法 「生物・生態系」と合わせた現地調査を実施し
た。（p.45参照） 
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7. 選手村の計画の目的及び内容 

7. 選手村の計画の目的及び内容 

7.1 目 的 

2020年東京大会の選手村は、選手の宿泊施設のほか仮設工作物を整備するものである。 

 

7.2 内 容 

7.2.1 位 置 

会場エリアの位置は、図7.2-1及び写真7.2-1に示すとおり中央区晴海四丁目及び五丁目地内に

あり、会場面積は約44haである。 

会場エリア北側は中央清掃工場、都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明通り）に面してお

り、北西側は朝潮運河、南西から南側は東京湾、南東側は晴海運河に面している。 

会場エリアには晴海客船ターミナル等が存在するほか、建設中の東京都市計画道路幹線街路

環状第二号線が会場エリア内を横断する計画となっている。 

 

7.2.2 地域の概況 

平成 27年３月１日現在の中央区の人口は約 14万人であり、世帯数は約８万世帯である。また、会

場エリアのある晴海四丁目及び五丁目の合計の人口は約 1,800人、世帯数は約 900世帯である。1 

昼間人口は中央区が約 60 万人、晴海四丁目は約 500 人、晴海五丁目は約 500 人である。中央

区全体や晴海四丁目では就労者など昼間に流入する人口(昼間人口)が常住地による人口(夜間人

口)を大きく上回っている。一方で、晴海五丁目では大部分が低未利用地であり、昼間人口が夜

間人口に比べ低い地域となっている。2 

また、産業別事業所数及び従業者数でみると、中央区では卸売業、小売業の事業所が約１万事

業所、従業者数が約 20万人と最も多く、晴海四丁目においては運輸業・郵便業の事業所が 15事

業所、従業員数が約 330人、晴海五丁目においては運輸業・郵便業の事業所が３事業所、従業員

数が約 70人と最も多くなっている。3 

 

 

 

 

1
出典：「町丁目別世帯数男女別人口（平成27年３月１日）」（平成27年３月３日参照 中央区ホームページ） 

http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/tokeiderta/zinko/tyotyomebetuzinko/26tyoutyoumokubetuzinnkou.html 
2
出典：「平成22年 東京都の昼間人口」（平成27年３月３日参照 東京都ホームページ） 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tyukanj/2010/tj-10index.htm 
3
出典：「平成21年経済センサス-基礎調査」（平成27年３月３日参照 総務省ホームページ） 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001036783 
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7. 選手村の計画の目的及び内容 
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7. 選手村の計画の目的及び内容 
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7. 選手村の計画の目的及び内容 

7.2.3 事業の基本構想 

選手村のゾーニングは、宿泊施設等からなる「居住ゾーン」、オリンピック・パラリンピック

ファミリーやメディア関係者、居住者の関係者が訪れる「オリンピックビレッジプラザ」、ゲス

トパスセンターやメディアセンターを配置する「運営ゾーン」に区分され、詳細については今後

大会組織委員会が検討を行う。 

 

7.2.4 事業の基本計画 

(1) 配置計画 

選手村の配置計画については、図7.2-2に示すとおりである。仮設エリアの配置計画について

は、現時点では未定であり、大会組織委員会が今後検討を行う。 

 

(2) 発生集中交通量及び自動車動線計画 

2020年東京大会における関係車両の発生集中交通量及び自動車動線計画は未定であり、大会組

織委員会が今後検討を行う。 

 

(3) 駐車場計画 

2020 年東京大会における自動車駐車場は未定であり、大会組織委員会が今後検討を行う。 

 

(4) 歩行者動線計画 

2020 年東京大会におけるアスリート等の歩行者の出入動線は未定であり、大会組織委員会が今

後検討を行う。 

 

(5) 設備計画 

選手村の仮設工作物の設備計画については未定であり、大会組織委員会が今後検討を行う。 

 

(6) 廃棄物処理計画 

建設工事及び改修・改装工事に伴い発生する建設発生土及び建設廃棄物は、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律(昭和 45年法律第 137号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成３年法

律第 48 号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)等に基づ

き、再生利用可能な掘削土砂及び廃棄物については積極的にリサイクルに努め、リサイクルが困

難なものについては適切な処理を行うこととする。 

開催期間中に発生する一般廃棄物については、東京都廃棄物条例(平成４年東京都条例第 140

号)、中央区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成 11年中央区条例第 26号)等を踏まえて、

関係者への啓発活動によりその排出量の抑制に努めるとともに、分別回収を行い、資源の有効利

用と廃棄物の減量化を図ることとする。 

 

(7) 緑化計画 

2020年東京大会の選手村の植栽については未定であり、大会組織委員会が今後検討を行う。 
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7. 選手村の計画の目的及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）仮設エリアの配置計画については未定である。 
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7. 選手村の計画の目的及び内容 

7.2.5 施工計画 

(1) 工事工程 

選手村の施工計画は表7.2-1に示すとおりである。仮設工作物の施工計画については未定であ

り、大会組織委員会が今後検討を行う。宿泊施設については全体で45か月を予定している。 

 

表 7.2-1 全体工事工程 

工種/月 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

宿泊施設           

仮設工作物           

 

(2) 施工方法 

仮設工作物の施工方法は未定であり、大会組織委員会が今後検討する。宿泊施設の施工方法は、

別途、東京都環境影響評価条例に基づき実施している「環境影響評価書案 －(仮称)晴海五丁目

西地区開発計画－」（平成 27年１月 東京都）に示すとおりである。 

 

(3) 工事用車両 

仮設工作物の建設に伴う工事用車両の主な走行ルートは未定であり、大会組織委員会が今後検

討する。宿泊施設の建設に伴う工事用車両の主な走行ルートは、別途、東京都環境影響評価条例

に基づき実施されている「環境影響評価書案 －(仮称)晴海五丁目西地区開発計画－」（平成 27

年１月 東京都）に示すとおりである。 

 

(4) 建設機械 

仮設工作物の施工に使用する建設機械は未定であり、今後大会組織委員会が検討する。宿泊施

設の施工における各工種において使用する主な建設機械は、表 7.2-2に示すとおりである。 

表7.2-2 主な建設機械 

工 種 主な建設機械 

基盤整備工事 バックホウ、ブルドーザー、ラフタークレーン 

準備・仮設工事 バックホウ 

基礎工事 三点式杭打機、クローラークレーン、バックホウ 

山留工事 
アースドリル掘削機、クローラークレーン 

ラフタークレーン、バックホウ 

掘削工事 バックホウ、クラムシェル 

地下躯体工事 
クローラークレーン、ラフタークレーン 

コンクリートポンプ車 

地上躯体工事 
クローラークレーン、タワークレーン(電動) 

コンクリートポンプ車 

仕上・設備工事 ラフタークレーン 

盛土・外構工事 
バックホウ、ブルドーザー、ラフタークレーン 

コンクリートポンプ車 

出典：「環境影響評価書案 －(仮称)晴海五丁目西地区開発計画－」（平成 27年 1月 東京都） 

（未  定） 
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7. 選手村の計画の目的及び内容 

7.2.6 使用の予定 

選手村については、2020 年東京大会の開催までに整備され、大会期間中のみ使用される。  

 

7.2.7 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

環境保全に関する計画等の配慮の内容は、表 7.2-3に示すとおりである。 

表7.2-3 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都環境基本計

画 

(平成20年３月) 

・健康で安全な生活環境の確保 

～環境汚染の完全解消と未然防止、予防

原則に基づく取組の推進～ 

◆大気汚染物質の更なる排出削減 

◆化学物質等の適正管理と環境リスクの

低減 

環境の「負の遺産」を残さない取組 

◆生活環境問題の解決 

・工事用車両、関連車両については、駐車

場内でのアイドリングストップの周知・

徹底を図る。 

・工事用車両については、最新排出ガス規

制適合車の使用に努める。 

東京都自動車排出

窒素酸化物及び自

動車排出粒子状物

質総量削減計画 

(平成25年７月) 

・低公害・低燃費車の普及促進、エコドライ

ブの普及促進、交通量対策、交通流対策、

局地汚染対策の推進等 

・工事用車両、関連車両については、駐車

場内でのアイドリングストップの周知・

徹底を図る。 

・工事用車両については、最新排出ガス規

制適合車の使用に努める。 

 

東京都廃棄物処理

計画 

＜平成23年度-平成

27年度＞ 

(平成23年６月) 

・３Ｒ施策の促進 

・適正処理の促進 

・工事中の建設発生土、建設廃棄物のうち、

再利用可能なものについては、積極的に

リサイクルに努め、リサイクル困難なも

のについては、適正な処理を行う。 

・供用後に発生する廃棄物については、発

生量の削減と資源ごみの分別回収を徹底

し、資源の有効利用及び廃棄物の減量化

を図る。 

東京都建設リサイ

クル推進計画 

(平成20年４月) 

・建設泥土を活用する 

・建設発生土を活用する 

・廃棄物を建設資材に活用する 

 

・工事中の建設発生土、建設廃棄物のうち、

再利用可能なものについては、積極的に

リサイクルに努め、リサイクル困難なも

のについては、適正な処理を行う。 

中央区環境行動計

画 

(平成20年３月) 

・健康で快適に暮らせるまちをつくる 

◆自動車対策の推進 

◆近隣騒音・まちの美化対策の推進 

・工事用車両については、最新排出ガス規

制適合車の使用に努める。 

・工事用車両、関連車両については、駐車

場内でのアイドリングストップの周知・

徹底を図る。 
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7. 選手村の計画の目的及び内容 

7.3 選手村の計画の策定に至った経過 

選手村が位置する晴海は、東京駅周辺や銀座等の都心と豊洲や有明等の臨海副都心を結ぶ地域に

位置しており、築地、月島、勝どき、晴海、豊洲、有明一帯の東京臨海地域は、首都東京の玄関口

として産業、環境、景観上重要な位置にあり、利便性を有したエリアである。 

平成25年９月に2020年東京大会の開催が決定し、晴海地区には同大会の選手村として宿泊施設が

整備されることとなった。 
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8. 環境影響評価の項目 

8. 環境影響評価の項目 

環境影響評価の項目は、図 8-1に示す手順に従い、会場事業計画の内容をもとに環境に影響を及ぼ

すおそれのある環境影響要因を抽出し、地域の概況及び社会経済情勢等を勘案して選定した。 

環境影響要因は、2020年東京大会の開催前、開催中及び開催後について、表 8-1に示すとおり設定

した。2020 年東京大会の開催にあたっては、会場エリア内に大会関連用の仮設工作物の設置を行う予

定であるが、現時点では工作物の諸元が未定である。また、2020年東京大会の開催中における大会の

運営等についても、現時点では具体的な計画が未定である。このため、本評価書案では、表 8-1に示

す環境影響要因のうち、計画の具体性の高い環境影響要因を対象とすることとし、仮設工作物や大会

の開催中に係る環境影響要因は対象としなかった。これらの仮設工作物や大会の開催中に係る環境影

響評価は、今後の計画の熟度に応じて、改めて環境影響要因の抽出及び環境影響評価の項目を検討し、

別途実施する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 環境影響評価の項目の選定手順 

 

表 8-1 抽出した環境影響要因 

区分 環境影響要因 内容 

開催前 恒設施設 施設の建設 掘削工事、躯体工事等に伴う影響 

工事用車両の走行 建設工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響 

建設機械の稼働 建設工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響 

建築物の出現 建設工事終了後の建築物の出現や建築物の存在に伴う影響 

仮設 

工作物 

施設の建設 掘削工事、躯体工事等に伴う影響 

工事用車両の走行 建設工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響 

建設機械の稼働 建設工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響 

建築物の出現 建設工事終了後の仮設工作物の出現や仮設工作物の存在に伴う影響 

開催中 競技の実施 競技の実施に伴う影響 

大会の運営 大会開催中の関係車両の発生集中交通、会場設備等の稼働、その他大

会の運営に伴う影響 

開催後 仮設 

工作物 

解体工事 2020年東京大会の仮設工作物の解体工事に伴う影響 

工事用車両の走行 解体工事のうち、工事用車両の走行に伴う影響 

建設機械の稼働 解体工事のうち、建設機械の稼働に伴う影響 

恒設施設 設備等の持続的稼働 2020年東京大会後の施設の継続的利用に伴う影響 

注）網掛けは、本評価書案では対象としない環境影響要因を示す。また、選手村は、2020年東京大会の開催期間

中のみ使用させる施設であるため、選手村としての設備等の持続的稼働は想定されない。 

 

選定した項目は、表 8-2(1)及び(2)に、選定した理由は、表 8-3(1)及び(2)に、選定しなかった理

由は、表 8-4(1)及び(2)に示すとおりである。 

 

会場事業計画案 環境保全に関する計画等            

環境影響要因の抽出           

環境影響評価の項目の選定

           

地域の概況の把握         

社会経済情勢の把握 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-2(1) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連 

環境影響評価の項目 

区 分   

 

 
 

環境影響要因    

 
 

 

予測事項 

開催前 開催中 開催後 

施
設
の
建
設(

仮
設
除
く)

 

工
事
用
車
両
の
走
行(

仮
設
除
く)

 

建
設
機
械
の
稼
働(

仮
設
除
く)

 

建
築
物
の
出
現(
仮
設
除
く)

 

競
技
の
実
施 

大
会
の
運
営 

解
体
工
事 

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

設
備
等
の
持
続
的
稼
働 

環
境
項
目 

主
要
環
境 

大気等 ・ 大気等の状況の変化の程度           

・ アスリートへの影響の程度           

水質等 ・ 水質の変化の程度           

・ アスリートへの影響の程度           

土壌 ・ 土壌汚染物質の変化の程度 ○          

・ 地下水及び大気への影響の可能性の有無 ○          

・ 汚染土壌の量           

生
態
系 

生物の生育 
・生息基盤 

・ 生物・生態系の賦存地の改変の程度 ○          

・ 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度 ○          

水循環 ・ 地下水涵養能の変化の程度           

・ 地下水の水位及び流動の変化の程度           

・ 湧水流量の変化の程度           

生物・生態系 ・ 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 ○          

・ 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 ○          

・ 水生生物相の変化の内容及びその程度           

・ 生育・生息環境の変化の内容及びその程度 ○          

・ 生態系の変化の内容及びその程度 ○          

・ 重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度           

・ アスリートへの生物等の影響の程度           

緑 ・ 植栽内容の変化の程度及び緑の量の変化の程度           

生
活
環
境 

騒音・振動 ・ 工事用車両の走行による道路交通騒音及び振動           

・ 関係者等の移動による道路交通騒音及び振動           

・ 建設機械等の騒音及び振動           

・ 会場設備等からの騒音及び振動           

・ 競技実施に伴う騒音及び振動           

日影 ・ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における

日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 
          

・ 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の

状況の変化の程度 
          

・ 日照阻害が生じる又は改善する住宅戸数及び既存植物           

ア
メ
ニ
テ
ィ
・
文
化 

景観 ・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景

観の特性の変化の程度 
          

・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度           

・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度           

・ 貴重な景勝地の消滅の有無又は改変の程度           

・ 圧迫感の変化の程度           

・ 緑視率の変化の程度           

・ 景観阻害要因の変化の程度           

自然との触れ

合い活動の場 

・ 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度           

・ 自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度           

・ 自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度           

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。 

 2)網掛けは、本評価書案では対象としない環境影響要因、予測事項を示す。仮設工作物や大会の開催中に係る環境影響評価は、

今後の計画の熟度に応じて、環境影響評価の項目を検討する。 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-2(2) 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連 

環境影響評価の項目 

区 分   

 

 
 

環境影響要因    

 
 

 

予測事項 

開催前 開催中 開催後 

施
設
の
建
設(

仮
設
除
く)

 

工
事
用
車
両
の
走
行(

仮
設
除
く)

 

建
設
機
械
の
稼
働(
仮
設
除
く)

 

建
築
物
の
出
現(
仮
設
除
く)

 

競
技
の
実
施 

大
会
の
運
営 

解
体
工
事 

工
事
用
車
両
の
走
行 

建
設
機
械
の
稼
働 

設
備
等
の
持
続
的
稼
働 

環
境
項
目 

ア
メ
ニ
テ
ィ
・
文
化 

歩行者空間の快適
性 

・ 緑の程度           

・ 歩行者及びアスリートが感じる快適性の程度           

史跡・文化財 ・ 
 

会場事業地内の文化財等の現状変更の程度及びその周辺地域の
文化財等の損傷等の程度 

          

・ 文化財等の周辺の環境の変化の程度           

・ 埋蔵文化財包蔵地の改変の程度           

・ 会場事業計画地周辺の文化財等の保護・保全対策の程度           

・ 文化財等の回復の程度           

資
源
・
廃
棄
物 

水利用 ・ 水の効率的利用への取組・貢献の程度           

廃棄物 ･ 廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 
○          

エコマテリアル ・ エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度 ○          

温
室
効
果
ガ
ス 

温室効果ガス ･ 温室効果ガスの排出量及びその削減の程度 
○ ○ ○        

エネルギー ･ エネルギーの使用量及びその削減の程度 
○ ○ ○        

社
会
経
済
項
目 

土
地
利
用 

土地利用 ・ 自然地の改変・転用の有無及びその程度           

・ 未利用地の解消の有無及びその程度           

地域分断 ・ 生活動線の分断又は進展の有無及びその規模、範囲、時間及び
程度 

          

移転 ・ 施設整備等による住宅、店舗等の移転の規模、範囲及び程度           

社
会
活
動 

スポーツ活動 ・ 国際レベルのスポーツ施設の充足、地域スポーツ団体やスポー
ツ参加者の増減など、スポーツ活動への影響の内容とその程度 

         
 

文化活動 ・ 文化活動拠点の増減、国際交流の活発化、情報提供のバリアフ
リー化の進展など、文化活動への影響の内容及びその程度 

         
 

参
加
・
協
働 

ボランティア ・ ボランティア活動の内容とその程度           

コミュニティ ・ 地域のコミュニティの形成及び活動並びに企業の地域コミュニ
ティへの貢献度等の内容とその程度 

         
 

環境への意識 ・ 都民等の環境への関心及び意識の内容とその程度           

・ 意識啓発のための機会の増減           

安
全
・
衛
生
・
安
心 

安全 ・ 危険物施設等からの安全性の確保の程度           

・ 移動の安全のためのバリアフリー化の程度           

・ 電力供給の安定度           

衛生 ・ 飲料水、食品等についての安全性の確保の程度           

消防・防災 ・ 耐震性の程度           

・ 津波対策の程度           

・ 防火性の程度           

交
通 

交通渋滞 ・ 交通量及び交通流の変化の程度  ○         

公共交通へのアク
セシビリティ 

・ 会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度 
 ○        

 

交通安全 ・ 交通安全の変化の程度  ○         

経
済 

経済波及 ・ 経済効果、新規ビジネスの創出及び既存ビジネスへの影響の内
容並びにその程度 

         
 

雇用 ・ 創出又は消失すると思われる雇用の種類、雇用期間、雇用者数、
雇用者構成等 

         
 

事業採算性 ・ 会場ごとの施設整備費、運営経費及びそれらの削減の程度           

注1)〇は、環境影響評価を行う事項を示す。 

 2)網掛けは、本評価書案では対象としない環境影響要因、予測事項を示す。仮設工作物や大会の開催中に係る環境影響評価は、

今後の計画の熟度に応じて、環境影響評価の項目を検討する。 

- 19 - 



8. 環境影響評価の項目 

表 8-3(1) 選定した項目及びその理由 

項 目 選定した理由 

土壌 土壌に影響を及ぼす要因としては、開催前における施設の建設が考えられる。 
予測事項は、「土壌汚染物質の変化の程度」、「地下水及び大気への影響の可能性の有無」

とする。 
なお、開催前の仮設工作物の建設工事に伴う「土壌汚染物質の変化の程度」、「地下水及

び大気への影響の可能性の有無」は、現時点では宿泊施設以外の仮設工作物の用途や規模
等の諸元が未定であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになった段階で環境影響評価の
実施を検討する。 

生物の生育・
生息基盤 

生物の生育・生息基盤に影響を及ぼす要因としては、開催前における施設の建設が考えられる。 
予測事項は、「生物・生態系の賦存地の改変の程度」、「新たな生物の生育・生息基盤の創

出の有無並びにその程度」とする。 
なお、開催前の仮設工作物の建設工事に伴う「生物・生態系の賦存地の改変の程度」、「新

たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度」は、現時点では宿泊施設以外の
仮設工作物の用途や規模等の諸元が未定であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになっ
た段階で環境影響評価の実施を検討する。 

生物・生態系 生物・生態系に影響を及ぼす要因としては、開催前における施設の建設が考えられる。 
予測事項は、「陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度」、「陸上動物の

動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度」、「生育・生息環境の変化の内容及びその
程度」、「生態系の変化の内容及びその程度」とする。 
なお、「重要な生物・生態系の保護・保全地域等に与える影響の程度」は計画地及びその

周辺に重要な生物・生態系の保護・保全地域が存在しないため、予測事項としない。 
また、開催前の仮設工作物の建設工事に伴う「陸上植物の植物相及び植物群落の変化の

内容及びその程度」、「陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度」、「生育・
生息環境の変化の内容及びその程度」、「生態系の変化の内容及びその程度」は、現時点で
は宿泊施設以外の仮設工作物の用途や規模等の諸元が未定であるため、今後仮設計画の諸
元が明らかになった段階で環境影響評価の実施を検討する。 

廃棄物 廃棄物に影響を及ぼす要因としては、開催前における施設の建設が考えられる。 
予測事項は、「廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等」とする。 
なお、開催前の仮設工作物の建設工事、開催後の仮設工作物の解体工事に伴う「廃棄物

の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等」は、現時点では宿泊施設以外の仮設工作
物の用途や規模等の諸元が未定であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになった段階で
環境影響評価の実施を検討する。 

エコ 
マテリアル 

エコマテリアルを利用する要因としては、開催前における施設の建設が考えられる。 
予測事項は、「エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度」とする。 
なお、開催前の仮設工作物の建設工事、開催後の仮設工作物の解体工事に伴う「エコマ

テリアルの利用への取組・貢献の程度」は、現時点では宿泊施設以外の仮設工作物の用途
や規模等の諸元が未定であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになった段階で環境影響
評価の実施を検討する。 

温室効果ガス 温室効果ガスを排出するおそれがある要因としては、開催前における施設の建設、工事
用車両の走行、建設機械の稼働が考えられる。 
予測事項は、「温室効果ガスの排出量及びその削減の程度」とする。 
なお、開催前の工事用車両の走行に伴う「温室効果ガスの排出量及びその削減の程度」

は現時点では工事に伴う建設発生土等の搬出先や建築資材等の搬入元等が不明であるた
め、フォローアップ報告書において温室効果ガスの排出量等を明らかにする。 
また、開催前の仮設工作物の建設工事、開催後の仮設工作物の解体工事に伴う「温室効

果ガスの排出量及びその削減の程度」は、現時点では宿泊施設以外の仮設工作物の用途や
規模等の諸元が未定であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになった段階で環境影響評
価の実施を検討する。 

エネルギー 多量のエネルギーを使用するおそれがある要因としては、開催前における施設の建設、
工事用車両の走行、建設機械の稼働が考えられる。 

予測事項は、「エネルギーの使用量及びその削減の程度」とする。 
なお、開催前の工事用車両の走行に伴う「エネルギーの使用量及びその削減の程度」は

現時点では工事に伴う建設発生土等の搬出先や建築資材等の搬入元等が不明であるため、
フォローアップ報告書においてエネルギーの使用量等を明らかにする。 

また、開催前の仮設工作物の建設工事、開催後の仮設工作物の解体工事に伴う「温室効
果ガスの排出量及びその削減の程度」は、現時点では宿泊施設以外の仮設工作物の用途や
規模等の諸元が未定であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになった段階で環境影響評
価の実施を検討する。 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-3(2) 選定した項目及びその理由 

項 目 選定した理由 

交通渋滞 交通渋滞に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における工事用車両の走行
が考えられる。 

予測事項は、「交通量及び交通流の変化の程度」とする。 
なお、開催前の仮設工作物の建設工事、開催後の仮設工作物の解体工事に伴う「交通量

及び交通流の変化の程度」は、現時点では宿泊施設以外の仮設工作物の用途や規模等の諸
元が未定であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになった段階で環境影響評価の実施を
検討する。 

公共交通への
アクセシビリ
ティ 

公共交通へのアクセシビリティに影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前にお
ける工事用車両の走行が考えられる。 

予測事項は、「会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度」とする。 
なお、開催前の仮設工作物の建設工事、開催後の仮設工作物の解体工事に伴う「会場か

ら公共交通機関までのアクセス性の変化の程度」は、現時点では宿泊施設以外の仮設工作
物の用途や規模等の諸元が未定であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになった段階で
環境影響評価の実施を検討する。 

交通安全 交通安全に影響を及ぼすおそれのある要因としては、開催前における工事用車両の走行
が考えられる。 

予測事項は、「交通安全の変化の程度」とする。 
なお、開催前の仮設工作物の建設工事、開催後の仮設工作物の解体工事に伴う「交通安

全の変化の程度」は、現時点では宿泊施設以外の仮設工作物の用途や規模等の諸元が未定
であるため、今後仮設計画の諸元が明らかになった段階で環境影響評価の実施を検討する。 
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8. 環境影響評価の項目 

表 8-4(1) 選定しなかった項目及びその理由 

項 目 選定しなかった理由 

大気等 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。なお、選手村の宿泊施設
として一時使用される建築物については、別途、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画として、
東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施している。 

水質等 施設の建設に伴う排水は、下水排除基準を遵守した上で公共下水道に放流される。ただ
し雨水は公共用水域に放流される。このことから、公共用水域及び地下水の水質等に影響
を及ぼすおそれはない。 

水循環 会場エリアの位置する晴海地区は、隅田川口改良第３期工事において埠頭・宅地用地の
造成を目的として浚渫土により埋立造成された土地である。このことから、地表水及び地
下水を通じて循環する水循環に影響を及ぼすおそれはない。 

緑 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。 

騒音・振動 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。なお、選手村の宿泊施設
として一時使用される建築物については、別途、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画として、
東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施している。 

日 影 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。なお、選手村の宿泊施設
として一時使用される建築物については、別途、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画として、
東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施している。 

景 観 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。なお、選手村の宿泊施設
として一時使用される建築物については、別途、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画として、
東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施している。 

自然との触れ
合い活動の場 

会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。 

歩行者空間の
快適性 

会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。 

史跡・文化財 会場エリアの位置する晴海地区は、「東京都遺跡地図」（平成 21年３月 東京都教育委員
会）等の既存資料により、有形文化財及び周知の埋蔵文化財包蔵地等が確認されていない。 

水利用 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。 

- 22 - 



8. 環境影響評価の項目 

表 8-4(2) 選定しなかった項目及びその理由 

項 目 選定しなかった理由 

土地利用 選手村は、2020年東京大会の開催までに整備され、大会期間中のみ使用される施設であ
り、将来に渡って選手村として土地利用を転換するものではない。 

地域分断 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。 

移転 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。 

スポーツ活動 2020年東京大会の実施がスポーツ活動に及ぼす影響については、個別の会場等毎に予測
せず全体計画で評価する。 

文化活動 2020年東京大会の実施が文化活動に及ぼす影響については、個別の会場等毎に予測せず
全体計画で評価する。 

ボランティア 2020年東京大会の実施がボランティア活動に及ぼす影響については、個別の会場等毎に
予測せず全体計画で評価する。 

コミュニティ 2020年東京大会の実施が地域のコミュニティに及ぼす影響については、個別の会場等毎
に予測せず全体計画で評価する。 

環境への意識 2020年東京大会の実施が環境への意識に及ぼす影響については、個別の会場等毎に予測
せず全体計画で評価する。 

安全 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。 

衛生 2020年東京大会の実施における飲料水や食品等についての安全性については、個別の会
場等毎に予測せず全体計画で評価する。 

消防・防災 会場エリアの仮設計画が未定であることから、今後の計画の熟度に応じて、仮設工作物
による影響も勘案し、改めて環境影響評価の項目の検討を行う。 

経済波及 2020年東京大会の実施による経済波及効果については、個別の会場等毎に予測せず全体
計画で評価する。 

雇用 2020年東京大会の実施による雇用への影響については、個別の会場等毎に予測せず全体
計画で評価する。 

事業採算性 2020 年東京大会の実施による事業採算性については、全体計画の環境影響評価の中で
個々の会場毎に評価する。 

 

- 23 - 



8. 環境影響評価の項目 
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9.1土壌 

9.1 土壌 

9.1.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表9.1-1に示すとおりである。 

表 9.1-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①土壌汚染等の状況 
②地形、地質等の状況 
③気象の状況 
④土地利用の状況 
⑤発生源の状況 
⑥利水の状況 
⑦土壌に関する法令等の基準 

選手村の整備に伴い土壌汚染物質の変化、地下水
及び大気への影響の可能性の有無及び汚染土壌の
量の影響が考えられることから、会場エリア及び
その周辺について、左記の事項に係る調査が必要
である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 土壌汚染等の状況 

ア．土地利用の履歴等の状況 

調査は、「旧版地形図」（国土地理院等）等の既存資料の整理によった。 

イ．土壌中の汚染物質の状況 

調査は、区ホームページ等の既存資料の整理によった。 

なお、ダイオキシン類の調査地点は、表 9.1-2 及び図 9.1-1 に、放射性物質は、表 9.1-3

及び図 9.1-2に示すとおりである。 

表 9.1-2 既存資料調査地点(土壌の状況：ダイオキシン類) 

 

 

 

 

 
注) 地点番号は、図 9.1-1 に対応する。 

出典：ダイオキシン類調査（平成 27 年３月３日参照 中央区ホームページ） 

   http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/kogai/daiokisin.html

地点番号 調査地点名 所在地 実施主体 

No.1 あかつき公園 中央区築地7-19-1 

中央区 No.2 黎明橋公園 中央区晴海3-1-6 

No.3 豊海運動公園 中央区豊海町3-19 
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9.1土壌 

表 9.1-3 既存資料調査地点(土壌の状況：放射性物質) 

地点番号 調査地点名 所在地 実施主体 

No.1 あかつき公園 中央区築地7-19-1 
中央区 

No.2 月島第一児童公園 中央区月島4-2-1 

No.3 にじのはし幼稚園 港区台場1-1-5 

港区 

No.4 お台場学園 港区台場1-1-5 

No.5 お台場レインボー公園 港区台場1-3-1 

No.6 神明保育園 港区浜松町 1-6-7 

No.7 桜田公園 港区新橋 3-16-15 

注) 地点番号は、図 9.1-2 に対応する。 

出典：「公園（定点）での土壌の放射能測定結果」（平成 27 年３月３日 中央区ホームページ） 

http://www.city.chuo.lg.jp/saigaijoho/houshasenryo/houshasensokutei.files/dojyousokutei20141

210.pdf 

「砂場や広場等における放射線量の測定結果について」（平成 27年３月３日参照、港区ホームページ） 

http://www.city.minato.tokyo.jp/shinsaitaisakutan/bosai-anzen/shinsai/hoshano/sunaba.html 

 

2) 地形、地質等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図 東京東南部」(平成25年８月 国土地理院)、

「東京都総合地盤図Ⅰ 東京都地質図集３ 東京都の地盤（１）」（昭和52年８月 東京都土木

技術研究所）、「土地分類基本調査」（平成９年３月 東京都）の既存資料の整理によった。 

3) 気象の状況 

調査は、東京管区気象台の気象データを整理・解析した。 

4) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「江

東区都市計画図（用途地域等指定図）」（平成 26 年４月 江東区）等の既存資料の整理によっ

た。 

5) 発生源の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「江

東区都市計画図（用途地域等指定図）」（平成 26 年４月 江東区）等の既存資料の整理によっ

た。 

6) 利水の状況 

調査は、既存資料の整理によった。 

7) 土壌に関する法令等の基準 

調査は、環境基本法（平成５年法律第 91号）、土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措

置法（平成 11 年法律第 105 号）、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年

東京都条例第 215号）（以下「環境確保条例｣という。）等の法令等の整理によった。 
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9.1土壌 

(4) 調査結果 

1) 土壌汚染等の状況 

ア．土地利用の履歴等の状況 

会場エリアは、隅田川改良工事の第三期の付帯事業として、昭和初期に造成が完了し、現

在は、主に更地で未利用であるが、一部は公園、客船ターミナル、駐車場、物流倉庫等とし

て使われている。 

会場エリアのうちの(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、昭和 30 年代後半から平成 24

年の間において、物流倉庫等として利用されていたため、指定作業場が存在していた。 

イ．土壌の汚染物質の状況 

計画地周辺におけるダイオキシン類の状況は、表 9.1-4に示すとおりである。ダイオキシ

ン類の量は 0.0044～3.0pg-TEQ/gであり、環境基準を下回っていた。 

中央区及び港区が実施した土壌中（砂場）の放射性物質測定結果は、表 9.1-5に示すとお

りである。土壌の放射性物質に係る環境基準はないが、同地点おける地上 5cmの空間放射線

量は最高値で 0.071μSv/h であり、空間放射線量の評価基準を下回っていた。 

表 9.1-4 土壌中ダイオキシン類調査結果 

調査地点 実施主体 
測定値 

(pg-TEQ/g) 
評価基準 
達成状況 

環境基準 

あかつき公園 

中央区 

0.34 ○ 

1,000pg-TEQ/g 黎明橋公園 0.0044 ○ 

豊海運動公園 3.0 ○ 

注)測定値は平成 25年度の結果である。 

出典：ダイオキシン類調査（平成 27 年３月３日参照 中央区ホームページ） 

http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/kogai/daiokisin.html 
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9.1土壌 

表 9.1-5 区内の放射性物質測定結果（砂場） 

地点 

番号 
調査地点名 

実施 

主体 

放射能濃度（Bq/kg） 
空間放射線

量(μSv/h) 

評価基準達

成状況 

評価 

基準 

(μSv/h) 

ヨウ素 

131 

セシウム 

134 

セシウム 

137 

No.1 あかつき公園 

中央区 

不検出 不検出～13 24～40 0.07 ○ 

0.23 

No.2 月島第一児童公園 不検出 不検出～29 26～77 0.04～0.05 ○ 

No.3 にじのはし幼稚園 

港区 

不検出 不検出 26 0.067 ○ 

No.4 お台場学園 不検出 不検出 不検出 0.056 ○ 

No.5 
お台場レインボー

公園 
不検出 不検出 不検出 0.045 ○ 

No.6 神明保育園 不検出 不検出 不検出 0.071 ○ 

No.7 桜田公園 不検出 不検出 不検出 0.043 ○ 

注 1) 中央区は平成 26年、港区は平成 25年度の測定結果である。 

2) 「不検出」とは検出下限値（中央区：10Bq/kg、港区 20 Bq/kg）未満を示す。 

3）空間放射線量は、地上 5cmの値を示す。 

3) 地点番号は、図 9.1-2に対応する。 

4) 評価基準は、「ICRP（国際放射線防護委員会）の勧告（2007 Pub.103）」の追加被ばく量の年間 1mSv 未満に基づい

て設定された値（出典：「放射性物質汚染対処措置法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重

点調査地域の指定について（お知らせ）」平成 23年 12月 19日 環境省報道発表資料） (○：達成) 

出典：「公園（定点）での土壌の放射能測定結果」（平成 27年３月３日参照 中央区ホームページ） 

「砂場や広場等における放射線量の測定結果について」（平成 27年３月３日参照、港区ホームページ） 

http://www.city.minato.tokyo.jp/shinsaitaisakutan/bosai-anzen/shinsai/hoshano/sunaba.html 

 

2) 地形、地質等の状況 

会場エリア及びその周辺の地形の状況は、図 9.1-3に示すとおりである。会場エリアは、隅

田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭和初期に造成が完了した。会場エリア及びそ

の周辺は、地盤高が概ね T.P.+3m前後でほぼ平坦な地形である。 

地質の状況は、図 9.1-4に示すとおりである。会場エリア及びその周辺は、沖積層の上位に

埋土や盛土された埋立地である。また、土壌の状況は、図 9.1-5に示すとおりである。会場エ

リアは人工改変地Ⅳ-２（埋立地）となっている。 
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図 9.1-4 会場エリア周辺の地質図 
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図 9.1-5 会場エリア周辺の土壌図 
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3) 気象の状況 

東京管区気象台における気象の概況は、表 9.1-6に示すとおりである。 

平成 26年の月別の気象概況は、平均気温は 5.9～27.7℃、降水量は 24.5～384.5mm、平均風

速は 2.5～3.5 m/s であり、北西の風の出現率が高くなっている。また、ビューフォート風力

階級において“砂埃が立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞う。”とされる風力階級４（5.5

～7.9 m/s）以上の東京管区気象台（気象庁）における平成 17 年～26 年の 10 年間における出

現割合（日平均風速）は、3.2%となっている。 

表 9.1-6 月別の気象の概況（平成 26年） 

月 
項目 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

気温 
(℃) 

日平均 6.3 5.9 10.4 15.0 20.3 23.4 26.8 27.7 23.2 19.1 14.2 6.7 

最高 10.6 9.8 14.5 19.6 24.7 26.9 30.5 31.2 26.9 23.0 17.4 11.0 

最低 2.5 2.8 6.7 11.0 16.7 20.7 23.9 24.8 20.1 16.0 11.3 2.8 

降水量(mm) 24.5 157.5 113.5 155.0 135.5 311.0 105.5 105.0 155.5 384.5 98.5 62.0 

平均風速(m/s) 2.8 3.3 3.5 3.1 3.4 2.6 2.8 3.2 2.6 2.7 2.5 2.5)注 1) 

最多風向 北西 北西 南 北北西 北西 南東 南 南 北北東 北西 北北西 西北西 

注 1）統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値（資

料が欠けていない）と同等に扱う数値（準正常値）。 

  2）気温のうち、最高は日最高気温の月平均値を、最低は日最低気温の月平均値を示す。 

出典：｢過去の気象データ検索｣（平成 27 年３月３日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php   

 

4) 土地利用の状況 

会場エリア周辺の土地利用の状況は、図 9.1-6に示すとおりである。 

会場エリア内は、屋外利用地・仮設建物、公園・運動場等、官公庁施設、倉庫運輸関係施設、

未利用地等となっている。会場エリアの北側は、集合住宅、供給処理施設、倉庫運輸関係施設、

事務所建築物及び未利用地等となっており、東側は、屋外利用地・仮設建物及び未利用地等と

なっている。 

5) 発生源の状況 

会場エリア内は、北側に倉庫運輸関係施設、南側に官公庁施設（晴海ふ頭ターミナル）等の

一部の施設が存在する以外は、主に屋外利用地・仮設建物、公園・運動場等、未利用地等とな

っている。 

6) 利水の状況 

会場エリアは、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭和初期に造成が完了した

埋立地であり、現在は未利用地である。 
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出典：「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25 年５月 東京都都市整備局） 
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7) 土壌に関する法令等の基準 

ア．環境基準 

環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準は、表 9.1-7に、ダイオキシン類対策特別

措置法に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準は、表 9.1-8に示すとおり

である。 
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表 9.1-7 環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準 

項 目 環境上の条件 

カドミウム 
検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg
につき 0.4㎎以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

六価クロム 検液 1Lにつき 0.05mg以下であること。 

砒（ひ）素 
検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)におい
ては、土壌 1kgにつき 15mg未満であること。 

総水銀 検液 1Lにつき 0.0005mg以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地(田に限る。)において、土壌 1kgにつき 125mg未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 

四塩化炭素 検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1Lにつき 0.004mg以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.1mg以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.04mg以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1Lにつき 1mg以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1Lにつき 0.006mg以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.03mg以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1Lにつき 0.002mg以下であること。 

チウラム 検液 1Lにつき 0.006mg以下であること。 

シマジン 検液 1Lにつき 0.003mg以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1Lにつき 0.02mg以下であること。 

ベンゼン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

セレン 検液 1Lにつき 0.01mg以下であること。 

ふっ素 検液 1Lにつき 0.8mg以下であること。 

ほう素 検液 1Lにつき 1mg以下であること。 

注 1) 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 

2) カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃

度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の

濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えて

いない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg

とする。 

3) 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の別途定める方法により測定した場合において、その結果が当該方

法の定量限界を下回ることをいう。 

4) 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。 

出典：「土壌汚染に係る環境基準について」(平成３年環境庁告示第 46号) 
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表 9.1-8 ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 

媒 体 基準値 

土 壌 1,000pg-TEQ/g以下 

備考：土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g

以上の場合(簡易測定方法により測定する場合にあっては、簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-TEQ/g以上

の場合)には、必要な調査を実施することとする。 

出典：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基

準について」(平成 11年環境庁告示第 68号) 

 

イ．土壌汚染対策法 

土壌汚染対策法に基づく手続きフローは、図 9.1-7に、要措置区域の指定に係る基準（汚

染状態に関する基準）等は、表 9.1-9に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「土壌汚染の調査及び対策について」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ)  

        https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/attachement/Leaflet20140901.pdf 

図 9.1-7 土壌汚染対策法に基づく手続きフロー 

 

- 38 - 



9.1土壌 

表 9.1-9 土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定に係る基準(汚染状態に関する基準)等 

分類 特定有害物質 土壌溶出量基準 土壌含有量基準 地下水基準 第二溶出量基準 

第
一
種
特
定
有
害
物
質 

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
） 

四塩化炭素 0.002㎎/L以下 － 0.002㎎/L以下 0.02㎎/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004㎎/L以下 － 0.004㎎/L以下 0.04㎎/L以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1㎎/L以下 － 0.1㎎/L以下 1.0㎎/L以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04㎎/L以下 － 0.04㎎/L以下 0.4㎎/L以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002㎎/L以下 － 0.002㎎/L以下 0.02㎎/L以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02㎎/L以下 － 0.02㎎/L以下 0.2㎎/L以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01㎎/L以下 － 0.01㎎/L以下 0.1㎎/L以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1㎎/L以下 － 1㎎/L以下 3㎎/L以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006㎎/L以下 － 0.006㎎/L以下 0.06㎎/L以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03㎎/L以下 － 0.03㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01㎎/L以下 － 0.01㎎/L以下 0.1㎎/L以下 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

（
重
金
属
等
） 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化
合物 

0.01㎎/L以下 150㎎/㎏以下 0.01㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.05㎎/L以下 250㎎/㎏以下 0.05㎎/L以下 1.5㎎/L以下 

ｼｱﾝ化合物 検出されないこと 
50㎎/㎏以下 

(遊離ｼｱﾝとして) 
検出されないこと 1.0㎎/L以下 

水銀及び 
その化合物 

水銀が 0.0005㎎/L
以下、かつ、ｱﾙｷﾙ
水銀が検出されな

いこと 

15㎎/㎏以下 

水銀が 0.0005㎎/L
以下、かつ、 

ｱﾙｷﾙ水銀が検出さ
れないこと 

水銀が 0.005㎎
/L以下、かつ、
ｱﾙｷﾙ水銀が検出
されないこと 

ｾﾚﾝ及び 
その化合物 

0.01㎎/L以下 150㎎/㎏以下 0.01㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

鉛及び 
その化合物 

0.01㎎/L以下 150㎎/㎏以下 0.01㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

砒素及び 
その化合物 

0.01㎎/L以下 150㎎/㎏以下 0.01㎎/L以下 0.3㎎/L以下 

ふっ素及び 
その化合物 

0.8㎎/L以下 4,000㎎/㎏以下 0.8㎎/L以下 24㎎/L以下 

ほう素及び 
その化合物 

1㎎/L以下 4,000㎎/㎏以下 1㎎/L以下 30㎎/L以下 

第
三
種
特
定
有
害
物
質 

（
農
薬
等
） 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003㎎/L以下 － 0.003㎎/L以下 0.03㎎/L以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02㎎/L以下 － 0.02㎎/L以下 0.2㎎/L以下 

ﾁｳﾗﾑ 0.006㎎/L以下 － 0.006㎎/L以下 0.06㎎/L以下 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 検出されないこと － 検出されないこと 0.003㎎/L以下 

有機りん化合物 検出されないこと － 検出されないこと 1㎎/L以下 
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ウ．環境確保条例 

環境確保条例に基づく手続きフローは、図 9.1-8 に、汚染土壌処理基準は、表 9.1-10 に

示すとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「土壌汚染の調査及び対策について」(平成 27年３月３日参照 東京都環境局ホームページ) 

        https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/attachement/Leaflet20140901.pdf 

図 9.1-8 環境確保条例に基づく手続きフロー 
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表 9.1-10 環境確保条例に基づく汚染土壌処理基準 

有害物質の種類 溶出量基準値 含有量基準値 

カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 0.01mg/ℓ カドミウムとして 150mg/kg 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと 遊離シアンとして 50mg/kg 

有機燐化合物 検液中に検出されないこと  

鉛及びその化合物 鉛として 0.01mg/ℓ 鉛として 150mg/kg 

六価クロム化合物 六価クロムとして 0.05mg/ℓ 六価クロムとして 250mg/kg 

砒素及びその化合物 砒素として 0.01mg/ℓ 砒素として 150mg/kg 

水銀及びアルキル水銀その他の
水銀化合物 

水銀として 0.0005mg/ℓ 水銀として 15mg/kg 

アルキル水銀化合物 
検液中にアルキル水銀が検出されな
いこと 

 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと  

トリクロロエチレン 0.03mg/ℓ  

テトラクロロエチレン 0.01mg/ℓ  

ジクロロメタン 0.02mg/ℓ  

四塩化炭素 0.002mg/ℓ  

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/ℓ  

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/ℓ  

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/ℓ  

1,1,1-トリクロロエタン  1mg/ℓ  

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/ℓ  

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/ℓ  

チウラム 0.006mg/ℓ  

シマジン 0.003mg/ℓ  

チオベンカルブ 0.02mg/ℓ  

ベンゼン 0.01mg/ℓ  

セレン及びその化合物 セレンとして 0.01mg/ℓ セレンとして 150mg/kg 

ほう素及びその化合物 ほう素として 1mg/ℓ ほう素として 4,000mg/kg 

ふっ素及びその化合物 ふっ素として 0.8mg/ℓ ふっ素として 4,000mg/kg 

注 1) 溶出量とは土壌に水を加えた場合に溶出する有害物質の量をいい、含有量とは土壌に含まれる有害物質の量をいう。 

2) 基準値は、溶出量にあっては土壌汚染対策法施行規則（平成 14年環境省令第 29号）第６条第３項第４号、含有量

にあっては同条第４項第２号に規定する環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものと

する。 

3) 「検出されないこと」とは、別途定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を

下回ることをいう。 

4) 有機燐化合物とはパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。 

 

エ．放射線量に関する目安値 

放射線量に関する目安値は、表 9.1-11に示すとおりである。 

表 9.1-11 放射線量に係る評価基準 

物 質 評価基準 

放射線量 
0.23μSv/h 以下であること（ICPR(国際放射線防護委員会)の勧告
(2007 Pub.103)の追加被ばく量の基準である年間 1mSvを時間当たり
に換算注すると 0.23μSv/hとなる） 

出典：「放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定

について（お知らせ）」（平成 23年 12月 環境省） 
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9.1.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、2020年東京大会の実施に伴う土壌汚染物質（濃度、状態等）の変化の程度、地

下水及び大気への影響の可能性の有無とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う工事（土壌汚染対策工事及び除染のための

措置を含む。）等で土壌に変化が生じると思われる時点又は期間及び汚染土壌による地下水及び

大気への影響が生じると思われる時点又は期間とし、大会開催前、大会開催中、大会開催後の

それぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前の時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、2020 年東京大会の実施計画のうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画を基に、

土壌の改変の程度を把握し予測する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地には、昭和 30年代後半から平成 24年の間において、物流

倉庫等として利用されていたため、指定作業場が存在していた。 

また、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画については、3,000m2 以上の敷地内の土地の改変に該

当することから、土壌汚染対策法第４条及び環境確保条例第 117条に基づく手続きを行い、土壌

汚染が確認された場合には、土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づき適切な土壌汚染対策を実

施する。 
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9.1.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・土壌汚染対策法第４条及び環境確保条例第 117条に基づく手続き、調査を実施する。 

・土地利用の履歴等の調査の結果、汚染土壌の存在が確認された場合には、土壌汚染対策法及

び環境確保条例に基づき、適切な土壌汚染対策を実施する。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・土壌汚染対策を実施した場合には、その内容をフォローアップ報告書において明らかにする。 

 

9.1.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、予測事項に係る環境基準とし、「土壌の汚染に係る環境基準について」に基づ

く環境基準、土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定に係る基準及び環境確保条例に基づく汚

染土壌処理基準とした。 

 

(2) 評価の結果 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地に過去に指定作業場が存在していた。また、(仮称)晴海五

丁目西地区開発計画については、3,000m2 以上の敷地内の土地の改変に該当することから、土壌

汚染対策法第４条及び環境確保条例第 117条に基づく手続きを行い、土壌汚染が確認された場合

には、土壌汚染対策法及び環境確保条例に基づき、汚染物質の種類、汚染土壌の量等を明らかに

し、関係機関と調整を行ったうえで適切な飛散・拡散の防止対策をとった汚染拡散防止措置を実

施するとともに、その内容をフォローアップ報告書において明らかにする。 

以上のことから、評価の指標を満足するものと考える。 
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9.2 生物の生育・生息基盤 

9.2.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.2-1に示すとおりである。 

表 9.2-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①生物・生態系の賦存地の状況 
②地形・地質の状況 
③地盤等の状況 
④地下水の状況 
⑤植生の状況 
⑥気象の状況 
⑦土地利用の状況 
⑧災害等の状況 
⑨法令等による基準等 

選手村の整備に伴い生物の生育・生息基盤の地形、
地質の変化が考えられることから、会場エリア及び
その周辺について、左記の事項に係る調査が必要で
ある。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 生物・生態系の賦存地の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．既存資料調査 

調査は、「東京都自然環境情報図」（平成７年 環境庁）、「現存植生図」（平成10年 東京

都）、「自然環境情報GIS第２版」（平成11年～ 環境省自然環境局生物多様性センター）を用

い、計画地及びその周辺の生物・生態系の賦存地として草原、湿原、湿地、池沼、河川等の

自然地形を整理した。 

イ．現地調査 

現地調査により、計画地及びその周辺の生物・生態系の賦存地の分布状況等を確認した。 

調査は、平成26年８月５日に実施した。 

2) 地形・地質の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図 東京東南部」(平成25年８月 国土地理院)、

「東京都総合地盤図Ⅰ 東京都地質図集３ 東京都の地盤（１）」（昭和52年８月 東京都土木

技術研究所）、「土地分類基本調査」（平成９年３月 東京都）の既存資料の整理によった。 

3) 地盤等の状況 

調査は、「東京都総合地盤図Ⅰ 東京都地質図集３ 東京都の地盤（１）」（昭和 52年８月 東

京都土木技術研究所）の既存資料の整理によった。 

4) 地下水の状況 

調査は、「平成 25 年 地盤沈下調査報告書」（平成 26 年７月 東京都土木技術支援･人材育

成センター）の既存資料の整理によった。 
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5) 植生の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．既存資料調査 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成11年～ 環境省自然環境局生物多様性

センター）の既存資料の整理によった。 

イ．現地調査 

現地調査により、会場エリア内の植生の状況を確認した。 

調査は、平成26年８月５日に実施した。 

6) 気象の状況 

調査は、東京管区気象台の気象データを整理・解析した。 

7) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「江

東区都市計画図（用途地域等指定図）」（平成 26年４月 江東区）等の既存資料の整理によった。 

8) 災害等の状況 

調査は、「災害履歴図（水害、地盤沈下）」（平成23年２月 国土交通省土地・水資源局）等

の既存資料の整理によった。 

9) 法令等による基準等 

調査は、宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）の法令の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) 生物・生態系の賦存地の状況 

会場エリア及びその周辺の生物・生態系の賦存地の分布状況は、図 9.2-1に示すとおりであ

る。 

会場エリアの位置する晴海地区は、隅田川改良工事の第三期の付帯事業として、昭和初期に

造成が完了し、現在は、主に更地で未利用であるが、一部は公園、客船ターミナル、駐車場と

して使われており、自然地形は存在しない。また、現地調査の結果では、湧水・湿地環境は確

認されていない。会場エリア周辺では、会場エリア北西側の浜離宮恩賜庭園のタブノキ林が「東

京都自然環境情報図」の特定植物群落 1に指定されている。 

生物の生育・生息基盤としての機能について見ると、造成後の時間経過により植栽樹木の生

育及び更新が見られており、会場エリア内の晴海ふ頭公園等の樹木等が植栽されている土壌表

面には落葉等により腐植層が成立している。このような土壌は土壌動物の生息環境として利用

されるほか、特に都市部における動物の生息環境を創出する植生の生育基盤となっている。 

 

1特定植物群落は、わが国の植物相を形づくっている植物群落のうち、規模や構造、分布等において代表的・典型的なも

の、代替性のないもの、あるいはきわめて脆弱であり放置すれば存続が危ぶまれるものなどを対象に、地域特性を考慮し

て都道府県別に選定された植物群落である。 
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2) 地形、地質の状況 

地形の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 2) 地形、地質等の状況」（p.30

参照）に示したとおりである。会場エリアは、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業とし

て昭和初期に造成が完了した。会場エリア及びその周辺は、地盤高が概ね T.P.+3m前後でほぼ

平坦な地形である。 

地質の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 2) 地形、地質等の状況」（p.30

参照）に示したとおりである。会場エリア及びその周辺は、沖積層の上位に埋土や盛土された

埋立地である。 

3) 地盤等の状況 

会場エリア及び周辺は、埋立地であり、その下位には未固結の沖積層が分布する。 

4) 地下水の状況 

会場エリアの東側約 4.5km に位置する既存観測井（南砂三丁目、南砂少年野球場東側脇、観

測井深さ：130m、ストレーナー深さ：125～130m）における地下水位（被圧地下水）変動は、

図 9.2-2に示すとおりである。観測井付近の地盤高は T.P.-2.2mであり、地下水位は、T.P.-3.98

～-4.44m（地下水位は各年 12月 31日の日平均地下水位）と概ね横ばいで推移している。 

-5.00 

-4.00 

-3.00 

-2.00 

-1.00 

0.00 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

地
下
水
位
の
標
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（
T
p
・

m
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出典：「平成 25年 地盤沈下調査報告書」（平成 26年７月 東京都土木技術支援・人材育成センター） 

図 9.2-2 地下水位変動図 

 

5) 植生の状況 

既存資料による会場エリア及びその周辺の現存植生の状況は、図 9.2-3に示すとおりである。

会場エリア及びその周辺は、大部分が「市街地」や「造成地」であるが、浜離宮恩賜庭園には

「イノデ－タブノキ群集」や芝地が分布している。また、現地調査による会場エリア内の現存

植生の状況は、図 9.2-4に示すとおりである。会場エリアは、大部分が人工構造物や人工裸地

が占めているが、晴海運動公園にはシバ群落、晴海ふ頭公園には植栽樹林群（落葉広葉）、植

栽樹林群（混交）、植栽樹林群（常緑針葉）等が分布している。 

- 48 - 



9.2生物の生育・生息基盤 

 

6) 気象の状況 

会場エリア周辺の東京管区気象台における年間降水量及び年平均気温の平年値（昭和 56 年

～平成 22年）は、1,528.8mm、15.4℃である。 

7) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 4) 土地利用の状況」（p.34

参照）に示したとおりである。会場エリアは屋外利用地・仮設建物、公園・運動場等、官公庁

施設、未利用地等となっている。会場エリア北側は集合住宅、供給処理施設、倉庫運輸関係施

設、事務所建築物及び未利用地等となっており、東側は屋外利用地・仮設建物及び未利用地等

となっている。 

8) 災害等の状況 

会場エリア及びその周辺において、地盤沈下及び昭和 50年以降の水害は確認されていない。 

9) 法令等による基準等 

会場エリア及びその周辺には、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域は存在しな

い。 
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9.2.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 生物・生態系の賦存地の改変の程度 

2) 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事等での改変、施設撤去後の現状回復

等において、生物の生育・生息基盤に変化が生じる又は生じていると思われる時点とし大会開催

前、大会開催中、大会開催後の代表的な時点または期間のうち、大会開催前の時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、2020 年東京大会の実施計画のうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画を基に、

生物の生育・生息基盤の変化の程度を把握して予測する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

1) 生物・生態系の賦存地の改変の程度 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭

和初期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）

や人工裸地で被覆され、植物群落は植栽樹林群等がわずかに分布しているのみであるため、事

業の実施に伴う生物・生態系の賦存地の改変の程度は小さいと予測する。 

2) 新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度 

事業の整備に伴い、オープンスペース等に植栽基盤（土壌）を整備する計画であり、これら

の植栽基盤が新たな生物の生育・生息基盤になると予測する。 
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9.2.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地内のオープンスペース等には、植栽基盤（土壌）を整備

する計画としている。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保することを検討する。 

 

9.2.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、生物・生態系の賦存地の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭和

初期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）や人

工裸地で被覆され、植物群落は植栽樹林群等がわずかに分布しているのみであるため、事業の実

施に伴う生物・生態系の賦存地の改変の程度は小さいと考える。 

以上のことから、生物・生態系の賦存地の現況は維持され、評価の指標は満足するものと考え

る。 
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9.3 生物・生態系 

9.3.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.3-1に示すとおりである。 

表 9.3-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①生物の状況 
②生育・生息環境 
③生態系の状況 
④土地利用の状況 
⑤法令等による基準等 
⑥東京都等の計画等の状況 

選手村の整備に伴い陸上植物の植物相及び植物
群落の変化、陸上動物の動物相及び動物群集の変
化、生育・生息環境の変化及び生態系の変化が考
えられることから、会場エリア及びその周辺につ
いて、左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、図9.3-1に示す会場エリア及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 生物の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．陸上植物の状況 

調査方法は、表 9.3-2に示すとおりである。 

表 9.3-2 調査方法 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間 調査手法 

・植物相 
・植物群落 

会場エリア及びその周辺
の土地利用状況を踏まえ、
会場エリア内とした。 
（図 9.3-1参照） 

・植物相 
春、初夏、夏、秋の四
季とした。 

・植物群落 
夏の一季とした。 

・植物相 
任意観察法 

・植物群落 
現地踏査、航空写真の判読
及び既存資料の整理によ
り、植生図を作成した。 

 

イ．陸上動物の状況 

調査方法は、表 9.3-3に示すとおりである。 

表 9.3-3 調査方法 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間 調査手法 

・哺乳類 
・鳥類 
・両生類・は虫類 
・昆虫類 
・クモ類 

会場エリア及びその周辺
の土地利用状況を踏ま
え、会場エリア内及び以
下の地点とした。 
（図 9.3-1参照） 
・哺乳類 

1地点とした。 
・鳥類 

1定点、1ラインとした。 
・昆虫類(トラップ) 

1地点とした。 

・哺乳類 
春、夏、秋、冬の四季
とした。 

・鳥類 
春、初夏、夏、秋、冬
の五季とした。 

・両生類・は虫類 
春、初夏、夏、秋、冬
の五季とした。 

・昆虫類 
春、初夏、夏、秋の四
季とした。 

・クモ類 
春、初夏、夏、秋の四
季とした。 

・哺乳類 
任意観察法、トラップ法、
夜間調査(バットディテク
ター)による。 

・鳥類 
任意観察法、定点観察法、
ラインセンサス法による。 

・両生類・は虫類 
任意観察法による。 

・昆虫類 
任意観察法、ベイトトラッ
プ法、ライトトラップ法に
よる。 

・クモ類 
任意観察法による。 
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2) 生育・生息環境 

ア．地形等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図 東京東南部」(平成25年８月 国土地理

院)の既存資料の整理によった。 

イ．植生等の状況 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成 11 年～ 環境省自然環境局生物多様

性センター）の既存資料の整理によった。また、現地調査により、会場エリア内の植生の状

況を確認した。調査は、平成 26年８月５日に実施した。 

ウ．大気環境 

調査は、東京管区気象台及び会場エリア周辺に位置する一般環境大気測定局における調査

結果を整理・解析した。 

エ．地域社会とのつながり 

調査は、当該地域の利用状況において、動植物の生育・生息環境の有する機能との関わり

の整理によった。 

3) 生態系の状況 

調査は、現地調査により確認された動植物の、生物相互の関わりの整理によった。 

4) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「江

東区都市計画図（用途地域等指定図）」（平成 26年４月 江東区）等の既存資料の整理によった。 

5) 法令等による基準等 

調査は、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成４年法律第 75号）、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14

年法律第 88号）の法令の整理によった。 

6) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「第 11次鳥獣保護事業計画」（平成 24年３月 東京都）、「植栽時における在来種選

定ガイドライン」（平成 26年５月 東京都）の計画等の整理によった。 
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(4) 調査期間 

陸上動植物の現地調査は、表 9.3-4に示す時期に実施した。 

表 9.3-4 調査時期 

調査地域 調査項目 調査時期 

選手村 陸上植物の 

状況 

植物相 

 

春季 ：平成 26年 5月 2日 

初夏季：平成 26年 5月 20日 

夏季 ：平成 26年 8月 5日 

秋季 ：平成 26年 10月 9日 

植物群落 夏季 ：平成 26年 8月 5日 

陸上動物の 

状況 

哺乳類 秋季 ：平成 25年 11月 22日、25日、26日 

冬季 ：平成 26年 1月 22日、23日 

春季 ：平成 26年 5月 13～14日 

夏季 ：平成 26年 8月 13～14日 

鳥類 秋季 ：平成 25年 11月 22日 

冬季 ：平成 26年 1月 23日 

春季 ：平成 26年 5月 1日 

初夏季：平成 26年 6月 4日 

夏季 ：平成 26年 8月 7日 

秋季 ：平成 26年 9月 25日 

は虫類 秋季 ：平成 25年 11月 22日 

冬季 ：平成 26年 1月 23日 

春季 ：平成 26年 5月 13日 

初夏季：平成 26年 6月 25日 

夏季 ：平成 26年 8月 13～14日 

両生類 秋季 ：平成 25年 11月 22日 

冬季 ：平成 26年 1月 23日 

春季 ：平成 26年 5月 13日 

初夏季：平成 26年 6月 25日 

夏季 ：平成 26年 8月 13～14日 

昆虫類 秋季 ：平成 25年 11月 22日、25日、26日 

春季 ：平成 26年 5月 20～21日 

初夏季：平成 26年 6月 23～24日 

夏季 ：平成 26年 8月 4～5日 

秋季 ：平成 26年 10月 16～17日 

クモ類 秋季 ：平成 25年 11月 22日 

春季 ：平成 26年 5月 20～21日 

初夏季：平成 26年 6月 23～24日 

夏季 ：平成 26年 8月 4～5日 

秋季 ：平成 26年 10月 16～17日 
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(5) 調査結果 

1) 生物の状況 

ア．陸上植物の状況 

(ｱ) 確認種 

現地調査により、会場エリアにおいて 71科 307種の植物が確認された。 

会場エリアは、大部分が人工構造物や人工裸地で占められているが、晴海ふ頭公園では

常緑広葉樹のスダジイ、マテバシイ、タブノキ、落葉広葉樹のケヤキ等の高木、シャリン

バイ、トベラ、ヤブツバキ等の中低木が植栽されていた。また、道路沿い等にケヤキやク

スノキ等の街路樹が植栽されていた。 

表 9.3-5(1) 植物確認種 

No. 科名 種名 

1 トクサ科 スギナ 
2 イチョウ科 イチョウ 
3 マツ科 クロマツ 
4 ヒノキ科 カイヅカイブキ 
5 ヤマモモ科 ヤマモモ 
6 ヤナギ科 セイヨウハコヤナギ 
7   シダレヤナギ 
8   イヌコリヤナギ 
9 ブナ科 スダジイ 
10   マテバシイ 
11   ウバメガシ 
12   コナラ 
13 ニレ科 ムクノキ 
14   エノキ 
15   アキニレ 
16   ケヤキ 
17 クワ科 カナムグラ 
18   トウグワ 
19   ヤマグワ 
20 タデ科 ソバカズラ 
21   オオイヌタデ 
22   イヌタデ 
23   イシミカワ 
24   ミチヤナギ 
25   イタドリ 
26   スイバ 
27   ヒメスイバ 
28   アレチギシギシ 
29   ナガバギシギシ 
30   ギシギシ 
31   エゾノギシギシ 
32 ヤマゴボウ科 ヨウシュヤマゴボウ 
33 ザクロソウ科 ザクロソウ 
34 スベリヒユ科 スベリヒユ 
35 ナデシコ科 ノミノツヅリ 
36   オランダミミナグサ 
37   ミミナグサ 
38   カワラナデシコ 
39   イトツメクサ 
40   ツメクサ 
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表 9.3-5(2) 植物確認種 

No. 科名 種名 

41 ナデシコ科  ムシトリナデシコ 
42   シロバナマンテマ 
43   ウシハコベ 
44   コハコベ 
45   ミドリハコベ 
46   イヌコハコベ 
47 アカザ科 シロザ 
48   アリタソウ 
49   コアカザ 
50   ウラジロアカザ 
51   ホソバアカザ 
52 ヒユ科 ヒナタイノコズチ 
53   ハイビユ 
54   ホソアオゲイトウ 
55   イヌビユ 
56   ホナガイヌビユ 
57 クスノキ科 クスノキ 
58   タブノキ 
59 アケビ科 アケビ 
60 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ 
61 ドクダミ科 ドクダミ 
62 ツバキ科 ヤブツバキ 
63   サザンカ 
64   ハマヒサカキ 
65   モッコク 
66 オトギリソウ科 ビヨウヤナギ 
67   キンシバイ 
68 ケシ科 タケニグサ 
69   ナガミヒナゲシ 
70 アブラナ科 セイヨウアブラナ 
71   ナズナ 
72   カラクサナズナ 
73   マメグンバイナズナ 
74   ショカツサイ 
75   イヌガラシ 
76   スカシタゴボウ 
77   イヌカキネガラシ 
78 ベンケイソウ科 オノマンネングサ 
79   メキシコマンネングサ 
80   ツルマンネングサ 
81 ユキノシタ科 ウツギ 
82   アジサイ 
83 トベラ科 トベラ 
84 バラ科 ヘビイチゴ 
85   ビワ 
86   カナメモチ 
87   レッドロビン 
88   ミツバツチグリ 
89   シダレザクラ 
90   オオシマザクラ 
91   イトザクラ 
92   ソメイヨシノ 
93   タチバナモドキ 
94   シャリンバイ 
95   セイヨウヤブイチゴ 
96   ニガイチゴ 
97   ユキヤナギ 
98 マメ科 エニシダ 
99   アレチヌスビトハギ 
100   マルバヤハズソウ 
101   ヤマハギ 
102   メドハギ 
103   コメツブウマゴヤシ 
104   シナガワハギ 
105   クズ 
106   ハリエンジュ 
107   エンジュ 
108   コメツブツメクサ 
109   ムラサキツメクサ 
110   シロツメクサ 
111   ヤハズエンドウ 
112   スズメノエンドウ 
113 カタバミ科 カタバミ 
114   アカカタバミ 
115   ムラサキカタバミ 
116   オッタチカタバミ 
117 フウロソウ科 アメリカフウロ 
118 トウダイグサ科 エノキグサ 
119   トウダイグサ 
120   オオニシキソウ 

- 60 - 



9.3生物・生態系 

 

表 9.3-5(3) 植物確認種 

No. 科名 種名 

121 トウダイグサ科  コニシキソウ 
122   アカメガシワ 
123   ナンキンハゼ 
124 ニガキ科 シンジュ 
125 センダン科 センダン 
126 ウルシ科 ハゼノキ 
127 カエデ科 イロハモミジ 
128 モチノキ科 イヌツゲ 
129   モチノキ 
130 ニシキギ科 マサキ 
131 ブドウ科 ノブドウ 
132   ヤブガラシ 
133   ツタ 
134   エビヅル 
135 ミソハギ科 サルスベリ 
136 アカバナ科 メマツヨイグサ 
137   コマツヨイグサ 
138   ユウゲショウ 
139   マツヨイグサ 
140 ミズキ科 アメリカヤマボウシ 
141 ウコギ科 ヤツデ 
142 セリ科 ノチドメ 
143   ヒメチドメ 
144   オヤブジラミ 
145 ツツジ科 アセビ 
146   サツキ 
147   オオムラサキ 
148 サクラソウ科 コナスビ 
149 エゴノキ科 エゴノキ 
150 モクセイ科 ネズミモチ 
151   トウネズミモチ 
152   オオバイボタ 
153   キンモクセイ 
154 キョウチクトウ科 テイカカズラ 
155 アカネ科 ヒメヨツバムグラ 
156   ヤエムグラ 
157   ヘクソカズラ 
158 ヒルガオ科 コヒルガオ 
159   ヒルガオ 
160 ムラサキ科 ハナイバナ 
161   キュウリグサ 
162 クマツヅラ科 クサギ 
163   ヤナギハナガサ 
164   アレチハナガサ 
165   ダキバアレチハナガサ 
166   ヒメビジョザクラ 
167 シソ科 ホトケノザ 
168   ヒメオドリコソウ 
169   イヌコウジュ 
170   エゴマ 
171   アカジソ 
172   アオジソ 
173 ナス科 クコ 
174   ツクバネアサガオ 
175   ワルナスビ 
176   イヌホオズキ 
177   アメリカイヌホオズキ 
178 ゴマノハグサ科 マツバウンラン 
179   タケトアゼナ 
180   トキワハゼ 
181   ビロードモウズイカ 
182   タチイヌノフグリ 
183   フラサバソウ 
184   ムシクサ 
185   オオイヌノフグリ 
186   カワヂシャ 
187 ハマウツボ科 ヤセウツボ 
188 オオバコ科 オオバコ 
189   ヘラオオバコ 
190   タチオオバコ 
191 スイカズラ科 ハナツクバネウツギ 
192   スイカズラ 
193   サンゴジュ 
194 キキョウ科 ヒナキキョウソウ 
195   キキョウソウ 
196 キク科 ブタクサ 
197   オオブタクサ 
198   ヨモギ 
199   ホウキギク 
200   アメリカセンダングサ 
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表 9.3-5(4) 植物確認種 

No. 科名 種名 

201 キク科  コセンダングサ 
202   トキンソウ 
203   ローマカミツレ 
204   アメリカオニアザミ 
205   アレチノギク 
206   オオアレチノギク 
207   マメカミツレ 
208   アメリカタカサブロウ 
209   タカサブロウ 
210   ダンドボロギク 
211   ヒメムカシヨモギ 
212   ハルジオン 
213   ハキダメギク 
214   ハハコグサ 
215   タチチチコグサ 
216   チチコグサ 
217   セイタカハハコグサ 
218   チチコグサモドキ 
219   ウラジロチチコグサ 
220   キツネアザミ 
221   ブタナ 
222   アキノノゲシ 
223   トゲチシャ 
224   ノボロギク 
225   セイタカアワダチソウ 
226   オニノゲシ 
227   ノゲシ 
228   ヒメジョオン 
229   セイヨウタンポポ 
230   オニタビラコ 
231 ユリ科 ノビル 
232   ヒメヤブラン 
233   ジャノヒゲ 
234   サルトリイバラ 
235 リュウゼツラン科 アオノリュウゼツラン 
236 アヤメ科 ニワゼキショウ 
237   オオニワゼキショウ 
238 イグサ科 クサイ 
239   コゴメイ 
240   スズメノヤリ 
241 ツユクサ科 ツユクサ 
242 イネ科 アオカモジグサ 
243   カモジグサ 
244   コヌカグサ 
245   ノハラスズメノテッポウ 
246   メリケンカルカヤ 
247   ヒメコバンソウ 
248   イヌムギ 
249   スズメノチャヒキ 
250   ギョウギシバ 
251   カモガヤ 
252   メヒシバ 
253   アキメヒシバ 
254   イヌビエ 
255   ヒメタイヌビエ 
256   オヒシバ 
257   シナダレスズメガヤ 
258   カゼクサ 
259   ニワホコリ 
260   コスズメガヤ 
261   オニウシノケグサ 
262   ケナシチガヤ 
263   チガヤ 
264   ネズミムギ 
265   ホソムギ 
266   ネズミホソムギ 
267   オギ 
268   ススキ 
269   コチヂミザサ 
270   ヌカキビ 
271   オオクサキビ 
272   シマスズメノヒエ 
273   スズメノヒエ 
274   ヨシ 
275   アズマネザサ 
276   ミゾイチゴツナギ 
277   スズメノカタビラ 
278   ナガハグサ 
279   ヒエガエリ 
280   アキノエノコログサ 
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表 9.3-5(5) 植物確認種 

No. 科名 種名 

281 イネ科 キンエノコロ 
282   エノコログサ 
283   オカメザサ 
284   セイバンモロコシ 
285   ネズミノオ 
286   ナギナタガヤ 
287   シバ 
288 ヤシ科 シュロ 
289 ガマ科 ヒメガマ 
290   コガマ 
291 カヤツリグサ科 エゾウキヤガラ 
292   マスクサ 
293   アオスゲ 
294   オオアオスゲ 
295   ミコシガヤ 
296   コチャガヤツリ 
297   ヒメクグ 
298   ユメノシマガヤツリ 
299   メリケンガヤツリ 
300   カヤツリグサ 
301   アオガヤツリ 
302   ハマスゲ 
303   コアゼテンツキ 
304   テンツキ 
305   クロテンツキ 
306 ラン科 シラン 
307   クゲヌマラン 
計  71 科 307種 

 

(ｲ) 注目される植物種 

確認された植物のうち、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）に基づく天然記念物、

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）に基づ

く国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 植

物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レッドデータブック東京

2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）の掲載種を注目される植物種として抽出した

結果、表 9.3-6に示す５種が該当した。 

注目される植物種の生態及び確認状況は、表 9.3-7に示すとおりである。 

表 9.3-6 注目される植物 

No. 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 ゴマノハグサ科 カワヂシャ   NT  
2 カヤツリグサ科 アオガヤツリ    NT 
3  クロテンツキ    CR 
4 ラン科 シラン   NT  
5  クゲヌマラン   VU  
計 3科 5種 0種 0種 3種 2種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、

中央区文化財保護条例（昭和 63年中央区条例第 29号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希

少野生動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 植物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24

年８月 環境省）の記載種 

  VU:絶滅危惧 II類 NT:準絶滅危惧 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  CR：絶滅危惧 I類 NT:準絶滅危惧 
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表 9.3-7 注目される植物の生態及び確認状況 

【種 名】：カワヂシャ 

【分 布】：本州（中部以西）、四国、九州、琉球から、中国・東南アジア・

インドに分布する。 

【形 態】：川岸、溝のふちや田にはえる越年草。花期は５～６月。 

【確認状況】：晴海ふ頭公園のコンクリートと道路の隙間に 10 個体が確認

された。 

  
出典：「日本の野生植物 草本Ⅲ」 

【種 名】：アオガヤツリ 

【分 布】：本州～九州、朝鮮・中国に分布する。 

【形 態】：やややわらかな 1年草。茎の高さ５～25cm。葉は幅１～2.5mm。

８～10月に熟す。 

【確認状況】：晴海ふ頭公園のコンクリートと道路の隙間に４個体が確認さ

れた。  
出典：「レッドデータ東京 2013」 

【種 名】：クロテンツキ 

【分 布】：本州(関東、佐渡以西)～琉球、朝鮮・中国に分布する。 

【形 態】：平地から山地にはえる。テンツキに似ているが、全体にやや小

さく、高さ 10～50cm。８～10月に熟す。 

【確認状況】：晴海ふ頭公園の歩道脇の草地に 150個体が確認された。 

 
 

出典：「レッドデータ東京 2013」 

【種 名】：シラン 

【分 布】：本州中南部～琉球、中国（本土・台湾）に分布する。 

【形 態】：日当たりのよい湿り気のある斜面にはえ、花期は４～５月。 

【確認状況】：(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地の北西に位置する草地で

８個体が確認された。 

 
【種 名】：クゲヌマラン 

【分 布】：本州（愛知県・神奈川県・宮城県） 

【形 態】：高さ 40cm内外。全体強壮。時に 2～3本束生する。ギンランに

似るが、壮大、葉数が多い、唇弁の距は明瞭に突出することが

ない点で区別される。 

【確認状況】：晴海ふ頭公園の植栽樹林群（常緑広葉）の林床で１個体が確

認された。  

注)分布及び形態は、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平

成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅰ」（昭和 57年１月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草

本Ⅱ」（昭和 57年３月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅲ」（昭和 56年 10月 (株)平凡社）による。 
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(ｳ) 植物群落 

植生調査結果を基に会場エリア及びその周辺に分布する植物群落等を区分した結果、表

9.3-8 に示すとおり草本群落が７区分、木本群落が４区分、公園・グラウンド等のその他

区分が４区分、計 15区分に分類された。 

表 9.3-8 植生区分 

植生区分 群落名 概要 

一年生草本群落 メヒシバーエノコログサ群
落 

メヒシバやエノコログサが優占する
ほか、ムラサキツメクサ、シロツメク
サ、ヨモギ、コセンダングサなどが混
生する群落。 

ヒメムカシヨモギ-オオア
レチノギク群落 

ヒメムカシヨモギやオオアレチノギ
クが優占するほか、メマツヨイグサや
アオカモジグサ等が混生する群落。 

多年生草本群落 ヨモギ－メドハギ群落 ヨモギやメドハギが優占するほか、ム
ラサキツメクサ、セイタカアワダチソ
ウ、ヤナギハナガサ、チガヤ、ギョウ
ギシバなどが混生する群落。 

セイタカアワダチソウ群落 セイタカアワダチソウが優占するほ
か、ヨモギやススキ、コセンダングサ
などが混生する群落。 

単子葉草本群落 ヨシ群落 ヨシが優占するほか、ガマやヒメガマ
が混生する群落。 

シバ群落 シバが優占する低茎草本群落で、シロ
ツメクサやオオバコ、ヘラオオバコ、
ヒメチドメ等が混生する。 

チガヤ群落 チガヤが優占するほか、セイタカアワ
ダチソウ、ヨモギ、ムラサキツメクサ、
ヤブガラシ等が混生する。 

木本群落 
 

植栽樹林群（常緑広葉） スダジイやマテバシイ、クスノキ等の
常緑広葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹林群（落葉広葉） ケヤキやトウカエデ等の落葉広葉樹
が優占する植栽樹群。 

植栽樹林群（常緑針葉） クロマツやカイヅカイブキ、ソテツ等
の常緑針葉樹が優占する植栽樹群。 

植栽樹林群（混交） 各種の樹木が混生して優占種が判別
できない植栽樹群。 

その他 
 

公園・グラウンド 土地利用が小規模な児童公園やグラ
ウンドのもの。 

人工構造物 土地利用が建築物等のもの。 
道路 土地利用が道路のもの。 
開放水面 海面等の水面。 
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イ．陸上動物の状況 

(ｱ) 哺乳類 

ａ．確認種 

現地調査により、会場エリアにおいて表 9.3-9に示すとおり１目１科１種の哺乳類が

確認された。 

夜間調査でヒナコウモリ科の飛翔が確認された。 

表 9.3-9 哺乳類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

秋季 冬季 春季 夏季 

1 コウモリ目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ科 
  

○ ○ 

計 1目 1科 1種 0種 0種 1種 1種 

 

ｂ．注目される種 

確認された哺乳類のうち、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記

念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）

に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種の

リスト ほ乳類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レッドデータブック東京

2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の掲載種は該当しなかった。 

(ｲ) 鳥類 

ａ．確認種 

現地調査により、会場エリアにおいて表 9.3-10(1)及び(2)に示すとおり 7目 18科 26

種の鳥類が確認された。 

確認された鳥類は、陸鳥ではキジバト、シジュウカラ、ヒヨドリ等の樹林性の種が確

認された。水鳥ではユリカモメ、セグロカモメ等のカモメ類、ダイサギ、イカルチドリ、

コチドリ等の水辺に生息する種が確認された。また、外来種であるカワラバトも確認さ

れた。 

確認された種は大部分が留鳥であるが、夏鳥であるツバメや、冬鳥であるカモメ類、

シロハラ、ジョウビタキ等も確認された。 

表 9.3-10(1) 鳥類確認種 

No. 目名 科名 種名 

確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 

秋季 冬季 春季 夏季 初夏季 秋季 

1 カモ目 カモ科 カルガモ ○ ○ ○ ○   ○ 

2     オナガガモ ○ ○         

3 ハト目 ハト科 キジバト ○ ○         

4 カツオドリ目 ウ科 カワウ ○ ○ ○ ○ ○   

5 ペリカン目 サギ科 ダイサギ     ○       

6 チドリ目 チドリ科 イカルチドリ     ○       

7     コチドリ         ○   

8   カモメ科 ユリカモメ ○           

9     ウミネコ       ○   ○ 

10     セグロカモメ ○ ○         
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表 9.3-10(2) 鳥類確認種 

No. 目名 科名 種名 

確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 

秋季 冬季 春季 夏季 初夏季 秋季 

11 タカ目 タカ科 トビ ○ ○         

12 スズメ目 モズ科 モズ ○           

13   カラス科 オナガ ○           

14     ハシブトガラス ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15   シジュウカラ科 シジュウカラ ○ ○       ○ 

16   ツバメ科 ツバメ       ○ ○   

17   ヒヨドリ科 ヒヨドリ ○ ○     ○   

18   メジロ科 メジロ ○ ○         

19   ムクドリ科 ムクドリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

20   ヒタキ科 シロハラ   ○         

21     ツグミ ○ ○         

22     ジョウビタキ ○ ○         

23   スズメ科 スズメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24   セキレイ科 ハクセキレイ ○ ○       ○ 

25   アトリ科 カワラヒワ ○           

26 ハト目 ハト科 カワラバト ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

計 7目 18科 26種 20種 17種 8種 8種 8種 8種 

 

ｂ．注目される種 

確認された鳥類のうち、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記念

物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）

に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種の

リスト 鳥類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種及び「レッドデータブック東京 2013

（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の掲載種を抽出した結果、表 9.3-11に示す５種

が該当した。 

注目される鳥類の生態及び確認状況は、表 9.3-12に示すとおりである。 

表 9.3-11 注目される鳥類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 ペリカン目 サギ科 ダイサギ       VU 

2 チドリ目 チドリ科 イカルチドリ 
   

DD 

3 
  

コチドリ 
   

VU 

4 タカ目 タカ科 トビ 
   

NT 

5 スズメ目 モズ科 モズ 
   

VU 

計 4目 4科 5種 0種 0種 0種 5種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、中央区

文化財保護条例（昭和 63年中央区条例第 29号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 鳥類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  VU：絶滅危惧 II類 NT:準絶滅危惧 DD:情報不足 
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表 9.3-12 注目される鳥類の生態及び確認状況 

【種  名】：ダイサギ（ペリカン目サギ科） 

【分  布】：本州では漂鳥。四国、九州では留鳥。南西諸島では

冬鳥。 

【形  態】：全身が白い。夏羽は嘴が黒く、胸や背に長い飾り羽

がある。冬羽は嘴が黄色くなる。水田、湿地、河川、

湖沼、池、河口、干潟などの浅い水域で採食し、人

やカラス類によるかく乱の少ない樹林で集団で営

巣する。魚類や甲殻類、カエル類、昆虫類などを食

べる。 

【確認状況】：春季に調査範囲の西の海上を飛翔する個体を確認し

た。 
 

【種  名】：イカルチドリ（チドリ目チドリ科） 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州で留鳥または漂鳥。 

【形  態】：成鳥夏羽はコチドリに似るが、嘴と脚は長く、過眼

線やアイリングは色が薄い。砂礫地がある河川、湖

沼、池、水田などに生息し、河川中・上流域の砂礫

河原で営巣する。主に昆虫類を食べる。 

【確認状況】：春季に(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地中央の舗装

地で確認した。 

 

【種  名】：コチドリ（チドリ目チドリ科） 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州では夏鳥。南西諸島では

冬鳥。 

【形  態】：成鳥夏羽は前頭の黒色と頭頂の褐色の間に白色部が

あり、黄色いアイリングがある。河川敷、海岸の砂

州、造成地などの草の少ない砂礫地で繁殖する。お

もに小型のカニや底生動物、昆虫類を食べる。 

【確認状況】：初夏季に(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地中央の舗

装地で確認した。 
 

【種  名】：トビ（タカ目タカ科） 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州では留鳥または漂鳥。南

西諸島では冬鳥。 

【形  態】：成鳥は全体が茶褐色で、翼下面の外側に白斑がある。

尾はたたむと凹形、広げると尾端が直線に揃う。海

岸部や平地の河川・池沼に多いが、高山にも生息す

る。樹林で繁殖し、主に死肉を食べるが、ネズミ類、

ヘビ類、カエル類などの小動物を食べることもあ

る。 

【確認状況】：秋季・冬季に調査範囲の上空を飛翔する個体を確認

した。 
 

【種  名】：モズ（スズメ目モズ科） 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州では留鳥または漂鳥。南

西諸島では冬鳥。 

【形  態】：雄成鳥は頭部から後頸が茶褐色で、過眼線は黒い。

背面は灰色、翼と尾は黒褐色。平地から山地の疎林、

耕作地、河畔林、公園などに生息し、昆虫類やミミ

ズ類、両生・は虫類などを食べる。 

【確認状況】：冬季に人工物（フェンス）で休息する個体を確認し

た。  
注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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(ｳ) は虫類 

ａ．確認種 

現地調査により、会場エリアにおいて表 9.3-13 に示すとおり１目１科１種のは虫類

が確認された。 

表 9.3-13 は虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 

確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 

秋季 冬季 春季 初夏季 夏季 

1 有鱗目 ナミヘビ科 アオダイショウ 
  

 ○ 
 

計 1目 1科 1種 0種 0種 0種 1種 0種 

 

ｂ．注目される種 

確認されたは虫類のうち、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記

念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）

に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種の

リスト 爬虫類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レッドデータブック東京

2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の掲載種を抽出した結果、表 9.3-14に示す

１種が該当した。 

注目されるは虫類の生態及び確認状況は、表 9.3-15に示すとおりである。 

表 9.3-14 注目されるは虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 有鱗目 ナミヘビ科 アオダイショウ 
   

NT 

計 1目 1科 1種 0種 0種 0種 1種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、中央区

文化財保護条例（昭和 63年中央区条例第 29号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 爬虫類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  NT:準絶滅危惧 

表 9.3-15 注目されるは虫類の生態及び確認状況 

【種  名】：アオダイショウ（有鱗目ナミヘビ科） 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：本土最大のヘビ。体色は褐色からオリーブ色と個体

差が大きい。背面に黒色や暗褐色の不明瞭な 4本の

縞が入る。幼蛇ははしご上の斑紋が並び、マムシと

よく間違えられる。樹上性傾向があり立体的な運動

能力が非常に高いが地上でも活発に活動する。成蛇

は主にネズミ類と鳥類を捕食する。幼蛇はカエル

類、トカゲ類、ヤモリを好食し、成蛇と大きく違う。 

【確認状況】：初夏季に調査範囲北側の人工構造物上（側溝内）で

幼体を確認した。 
 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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(ｴ) 両生類 

ａ．確認種 

現地調査により、会場エリアにおいて両生類は確認されなかった。 

ｂ．注目される種 

現地調査により、両生類の注目される種は確認されなかった。 

(ｵ) 昆虫類 

ａ．確認種 

現地調査により、会場エリアにおいて表 9.3-16(1)～(4)に示すとおり９目 71 科 211

種の昆虫類が確認された。 

確認された昆虫類は、街路樹と植栽低木を中心にヨコヅナサシガメ、アブラゼミ、ミ

ンミンゼミ、カナブン等が確認された。また、草地では、オンブバッタ等のバッタ類、

アオスジアゲハ、モンシロチョウ、ヤマトシジミ等のチョウ類等が確認された。 

表 9.3-16(1) 昆虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

1 ﾄﾝﾎﾞ目(蜻蛉目) ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科 ｱｼﾞｱｲﾄﾄﾝﾎﾞ     ○ ○   
2   ﾔﾝﾏ科 ｷﾞﾝﾔﾝﾏ       ○   
3   ﾄﾝﾎﾞ科 ｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ     ○ ○   
4     ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ     ○ ○   
5     ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ       ○ ○ 
6     ｱｷｱｶﾈ         ○ 
7 ﾊｻﾐﾑｼ目(革翅目) ﾏﾙﾑﾈﾊｻﾐﾑｼ科 ﾊﾏﾍﾞﾊｻﾐﾑｼ       ○ ○ 
8     ｷｱｼﾊｻﾐﾑｼ       ○   
9 ﾊﾞｯﾀ目(直翅目) ﾂﾕﾑｼ科 ｾｽｼﾞﾂﾕﾑｼ         ○ 
10   ﾂﾕﾑｼ科 ﾂﾕﾑｼ     ○     
11   ｷﾘｷﾞﾘｽ科 ﾎｼｻｻｷﾘ         ○ 
12   ﾏﾂﾑｼ科 ｱｵﾏﾂﾑｼ ○       ○ 
13   ｺｵﾛｷﾞ科 ｴﾝﾏｺｵﾛｷﾞ         ○ 
14   ｶﾈﾀﾀｷ科 ｶﾈﾀﾀｷ         ○ 
15   ﾋﾊﾞﾘﾓﾄﾞｷ科 ｼﾊﾞｽｽﾞ     ○     
16   ﾊﾞｯﾀ科 ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀ       ○   
17     ﾄﾉｻﾏﾊﾞｯﾀ         ○ 
18   ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ科 ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ       ○   
19 ｶﾒﾑｼ目(半翅目) ｳﾝｶ科 ﾀﾃﾔﾏﾖｼｳﾝｶ   ○ ○ ○   
20     ｴｿﾞﾅｶﾞｳﾝｶ         ○ 
21     ﾃﾗｳﾁｳﾝｶ       ○   
22     ｺﾌﾞｳﾝｶ       ○   
23   ｾﾐ科 ｸﾏｾﾞﾐ       ○   
24     ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ       ○   
25     ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ       ○   
26     ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ       ○   
27   ｱﾜﾌｷﾑｼ科 ﾊﾏﾍﾞｱﾜﾌｷ       ○ ○ 
28   ﾖｺﾊﾞｲ科 ｶｽﾘﾖｺﾊﾞｲ         ○ 
29     ｵｵﾖｺﾊﾞｲ   ○     ○ 
30     ｵｵﾄｶﾞﾘﾖｺﾊﾞｲ         ○ 
31     ﾄｶﾞﾘﾖｺﾊﾞｲ       ○ ○ 
32     ｸﾛﾐｬｸｲﾁﾓﾝｼﾞﾖｺﾊﾞｲ         ○ 
33     ﾖﾂﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ         ○ 
34     ﾑﾂﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ   ○       
35     ｵﾋﾞﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ       ○   
36     Pagaronia属   ○       
37     ｼﾛﾐｬｸｲﾁﾓﾝｼﾞﾖｺﾊﾞｲ       ○   
38     ﾏﾀﾞﾗﾖｺﾊﾞｲ   ○ ○ ○ ○ 
39     ｵｻﾖｺﾊﾞｲ       ○ ○ 
-     ﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ亜科   ○       
40   ｻｼｶﾞﾒ科 ﾖｺﾂﾞﾅｻｼｶﾞﾒ ○         
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表 9.3-16(2) 昆虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

41 ｶﾒﾑｼ目(半翅目) ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ科 ｱﾜﾀﾞﾁｿｳｸﾞﾝﾊﾞｲ   ○ ○ ○ ○ 
42     ﾍｸｿｶｽﾞﾗｸﾞﾝﾊﾞｲ       ○   
43     ﾀﾌﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ   ○ ○   ○ 
44     ﾂﾂｼﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ   ○   ○ ○ 
45     ﾄｻｶｸﾞﾝﾊﾞｲ   ○     ○ 
46   ﾊﾅｶﾒﾑｼ科 ﾅﾐﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
47   ｶｽﾐｶﾒﾑｼ科 ﾅｶｸﾞﾛｶｽﾐｶﾒ     ○ ○ ○ 
48     ﾓﾓｱｶﾊｷﾞｶｽﾐｶﾒ   ○       
49     ﾂﾏｸﾞﾛｱｵｶｽﾐｶﾒ   ○   ○ ○ 
50     ﾂﾏｸﾞﾛﾊｷﾞｶｽﾐｶﾒ     ○     
51     ｼﾗｹﾞﾖﾓｷﾞｶｽﾐｶﾒ   ○       
52     ﾊｷﾞﾒﾝｶﾞﾀｶｽﾐｶﾒ         ○ 
53     ﾎｿﾋｮｳﾀﾝｶｽﾐｶﾒ     ○     
54     ｸﾞﾝﾊﾞｲｶｽﾐｶﾒ   ○ ○     
55     ｲﾈﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ   ○ ○ ○ ○ 
56   ﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ科 ﾊﾈﾅｶﾞﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ         ○ 
57   ﾎｿﾍﾘｶﾒﾑｼ科 ﾎｿﾍﾘｶﾒﾑｼ         ○ 
58   ﾍﾘｶﾒﾑｼ科 ﾎｿﾊﾘｶﾒﾑｼ   ○       
59     ﾏﾂﾍﾘｶﾒﾑｼ         ○ 
60   ﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ科 ｽｶｼﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ         ○ 
61     ﾌﾞﾁﾋｹﾞﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ         ○ 
62   ｲﾄｶﾒﾑｼ科 ﾋﾒｲﾄｶﾒﾑｼ         ○ 
63     ｲﾄｶﾒﾑｼ     ○ ○   
64   ﾅｶﾞｶﾒﾑｼ科 ﾎｿﾋﾒﾋﾗﾀﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○       
65     ﾆｯﾎﾟﾝｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○   ○ ○ 
66     ｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ       ○   
67     ﾋﾒｵｵﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ       ○   
68     ｵｵﾓﾝｼﾛﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○       
69     ﾋﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
70     ｱｶｱｼﾎｿﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○       
71     ｸﾛｱｼﾎｿﾅｶﾞｶﾒﾑｼ     ○     
72     ｲﾁｺﾞﾁﾋﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ     ○     
73   ﾂﾁｶﾒﾑｼ科 ﾂﾁｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○   
74   ｶﾒﾑｼ科 ﾌﾞﾁﾋｹﾞｶﾒﾑｼ ○         
75     ｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ       ○ ○ 
76   ﾏﾙｶﾒﾑｼ科 ﾏﾙｶﾒﾑｼ   ○     ○ 
77   ｷｼﾞﾗﾐ科 ﾑﾂﾎﾞｼｷｼﾞﾗﾐ       ○   
78     ｻﾂﾏｷｼﾞﾗﾐ   ○       
79 ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ目(脈翅目) ｸｻｶｹﾞﾛｳ科 ｸﾓﾝｸｻｶｹﾞﾛｳ     ○     
80     ﾖﾂﾎﾞｼｸｻｶｹﾞﾛｳ     ○   ○ 
81     ﾔﾏﾄｸｻｶｹﾞﾛｳ     ○ ○ ○ 
82     ｶｵﾏﾀﾞﾗｸｻｶｹﾞﾛｳ ○         
83 ﾁｮｳ目(鱗翅目) ﾏﾀﾞﾗｶﾞ科 ﾎﾀﾙｶﾞ     ○     
84   ｾｾﾘﾁｮｳ科 ｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ   ○     ○ 
85   ｼｼﾞﾐﾁｮｳ科 ｳﾗｷﾞﾝｼｼﾞﾐ ○       ○ 
86     ｳﾗﾅﾐｼｼﾞﾐ ○       ○ 
87     ﾑﾗｻｷﾂﾊﾞﾒ         ○ 
88     ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ本土亜種   ○ ○ ○ ○ 
89   ﾀﾃﾊﾁｮｳ科 ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ ○       ○ 
90     ｺﾞﾏﾀﾞﾗﾁｮｳ       ○   
91     ｷﾀﾃﾊ         ○ 
92     ｱｶﾀﾃﾊ         ○ 
93   ｱｹﾞﾊﾁｮｳ科 ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ   ○ ○ ○ ○ 
94     ﾅﾐｱｹﾞﾊ       ○ ○ 
95   ｼﾛﾁｮｳ科 ﾓﾝｷﾁｮｳ     ○   ○ 
96     ｷﾀｷﾁｮｳ         ○ 
97     ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ ○ ○ ○ ○ ○ 
98   ﾂﾄｶﾞ科 ﾏｴｱｶｽｶｼﾉﾒｲｶﾞ ○         
99   ｽｽﾞﾒｶﾞ科 ﾎｼﾎｳｼﾞｬｸ ○         
100 ﾊｴ目(双翅目) ﾑｼﾋｷｱﾌﾞ科 ｼｵﾔｱﾌﾞ       ○   
101   ﾂﾘｱﾌﾞ科 ｸﾛﾊﾞﾈﾂﾘｱﾌﾞ       ○   
102   ﾊﾅｱﾌﾞ科 ｸﾛﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○       ○ 
103     ﾌﾀｽｼﾞﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○         
104     ｷｺﾞｼﾊﾅｱﾌﾞ ○         
105     ﾎｼﾒﾊﾅｱﾌﾞ       ○   
106     ﾅﾐﾊﾅｱﾌﾞ ○         
107     ﾎｼﾂﾔﾋﾗﾀｱﾌﾞ     ○   ○ 
108     ｼﾏﾏﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ       ○ ○ 
109     ｷｱｼﾏﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ     ○   ○ 
110     ｵｵﾊﾅｱﾌﾞ ○       ○ 
111     ﾎｿﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ   ○ ○ ○ ○ 
112     ｷﾀﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ         ○ 
113   ﾔﾁﾊﾞｴ科 ﾋｹﾞﾅｶﾞﾔﾁﾊﾞｴ     ○     
114   ﾂﾔﾎｿﾊﾞｴ科 ﾋﾄﾃﾝﾂﾔﾎｿﾊﾞｴ   ○     ○ 
115   ｸﾛﾊﾞｴ科 ﾎﾎｸﾞﾛｵﾋﾞｷﾝﾊﾞｴ ○         
116     ﾂﾏｸﾞﾛｷﾝﾊﾞｴ ○   ○ ○ ○ 
117   ｲｴﾊﾞｴ科 ｾﾏﾀﾞﾗｲｴﾊﾞｴ ○         
-     ｲｴﾊﾞｴ科 ○         

118 ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) ｵｻﾑｼ科 ﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ       ○   
119     ｾｱｶﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ       ○   
120     ｹｳｽｺﾞﾓｸﾑｼ       ○   
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表 9.3-16(3) 昆虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

121 ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) ｵｻﾑｼ科 ｱｶｱｼﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾓｸﾑｼ       ○   
122     ｺﾙﾘｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ         ○ 
123   ｺｶﾞﾈﾑｼ科 ｱｵﾄﾞｳｶﾞﾈ       ○ ○ 
124     ｾﾏﾀﾞﾗｺｶﾞﾈ     ○     
125     ﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ       ○   
126     ﾋﾒﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ   ○       
127     ｼﾛﾃﾝﾊﾅﾑｸﾞﾘ     ○ ○   
128     ｶﾅﾌﾞﾝ       ○   
129   ﾀﾏﾑｼ科 ﾋﾒﾋﾗﾀﾀﾏﾑｼ     ○     
130     ｸﾛｹｼﾀﾏﾑｼ       ○   
131   ｺﾒﾂｷﾑｼ科 ｻﾋﾞｷｺﾘ       ○   
132     ｸｼｺﾒﾂｷ     ○     
133   ﾎﾀﾙ科 ﾉﾊﾗﾎﾞﾀﾙ   ○       
134   ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ科 ﾋﾒﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ   ○       
135   ｼﾊﾞﾝﾑｼ科 ﾂﾂｶﾞﾀｼﾊﾞﾝﾑｼ     ○     
136   ｶｯｺｳﾑｼ科 ﾔﾏﾄﾋﾒﾒﾀﾞｶｶｯｺｳﾑｼ   ○ ○ ○   
137   ｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ科 ﾋﾛｵﾋﾞｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ     ○ ○ ○ 
138   ﾃﾝﾄｳﾑｼ科 ﾐｽｼﾞｷｲﾛﾃﾝﾄｳ     ○ ○   
139     ﾋﾒｱｶﾎｼﾃﾝﾄｳ     ○     
140     ﾅﾅﾎｼﾃﾝﾄｳ         ○ 
141     ﾅﾐﾃﾝﾄｳ   ○ ○     
142     ｷｲﾛﾃﾝﾄｳ   ○   ○ ○ 
143     ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾃﾝﾄｳ         ○ 
144     ｾｽｼﾞﾋﾒﾃﾝﾄｳ     ○ ○ ○ 
145     ﾑﾂｷﾎﾞｼﾃﾝﾄｳ   ○     ○ 
146     ﾋﾒｶﾒﾉｺﾃﾝﾄｳ   ○ ○   ○ 
147     ｸﾓｶﾞﾀﾃﾝﾄｳ   ○ ○ ○ ○ 
148     ﾊﾞﾊﾞﾋﾒﾃﾝﾄｳ   ○ ○     
149     ｸﾛﾍﾘﾋﾒﾃﾝﾄｳ   ○     ○ 
150     ｺｸﾛﾋﾒﾃﾝﾄｳ     ○ ○ ○ 
151     ｸﾛﾂﾔﾃﾝﾄｳ   ○ ○ ○ ○ 
152     ｷｱｼｸﾛﾋﾒﾃﾝﾄｳ     ○     
153   ｹｼｷｽｲ科 ﾏﾙｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ         ○ 
154   ﾊﾅﾉﾐ科 ｸﾛﾋﾒﾊﾅﾉﾐ   ○       
-     Mordellistena属       ○   

155   ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ科 ﾄﾋﾞｲﾛｸﾁｷﾑｼ     ○     
156     ﾔﾏﾄｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ       ○   
157     ｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ       ○   
158     ﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ     ○     
159     ｷﾏﾜﾘ       ○   
160   ﾊﾑｼ科 ｱｶﾊﾞﾅｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ   ○ ○ ○   
161     ｱｵﾊﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ     ○     
162     ｱｽﾞｷﾏﾒｿﾞｳﾑｼ   ○     ○ 
163     ﾋﾒﾄﾞｳｶﾞﾈﾄﾋﾞﾊﾑｼ   ○       
164     ﾖﾓｷﾞﾊﾑｼ         ○ 
165     ﾏﾀﾞﾗｱﾗｹﾞｻﾙﾊﾑｼ     ○     
166     ｶｻﾊﾗﾊﾑｼ       ○   
167     ｸﾛﾎﾞｼﾄﾋﾞﾊﾑｼ     ○     
168     ｵｵﾊﾞｺﾄﾋﾞﾊﾑｼ     ○ ○   
169     ﾖﾓｷﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ   ○   ○   
170     ﾔﾅｷﾞﾙﾘﾊﾑｼ     ○   ○ 
171     ﾆﾚﾊﾑｼ   ○   ○   
172     ﾄﾞｳｶﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ   ○   ○   
173   ｿﾞｳﾑｼ科 ﾎｿﾋﾒｶﾀｿﾞｳﾑｼ   ○       
174     ｵｵﾀｺｿﾞｳﾑｼ         ○ 
175     ｹﾌﾞｶｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ   ○       
176     ﾁﾋﾞﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ   ○       
177     ﾆﾚﾉﾐｿﾞｳﾑｼ   ○       
178     ｽｸﾞﾘｿﾞｳﾑｼ   ○ ○ ○ ○ 
179     Rhinoncus属   ○       
180     ｻﾋﾞﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ   ○   ○   
181     ｹﾁﾋﾞｺﾌｷｿﾞｳﾑｼ     ○     
182     Trachyphloeosoma属         ○ 
183 ﾊﾁ目(膜翅目) ﾊﾊﾞﾁ科 ｾｸﾞﾛｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ ○         
184   ｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ科 ｷｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ         ○ 
185   ｱﾘ科 ｸﾛｵｵｱﾘ   ○ ○ ○   
186     ｳﾒﾏﾂｵｵｱﾘ   ○ ○ ○   
187     ﾊﾘﾌﾞﾄｼﾘｱｹﾞｱﾘ   ○ ○ ○   
188     ｷｲﾛｼﾘｱｹﾞｱﾘ       ○   
189     ｸﾛﾔﾏｱﾘ ○ ○ ○ ○ ○ 
190     ﾄﾋﾞｲﾛｹｱﾘ   ○ ○   ○ 
191     ｷｲﾛﾋﾒｱﾘ   ○       
192     ｵｵﾊﾘｱﾘ     ○   ○ 
193     ｱﾒｲﾛｱﾘ   ○ ○     
194     ｱﾐﾒｱﾘ     ○ ○   
195     ﾄﾌｼｱﾘ     ○   ○ 
196     ﾄﾋﾞｲﾛｼﾜｱﾘ   ○ ○ ○ ○ 
197   ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ科 ｵｵﾌﾀｵﾋﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾁ       ○   
198   ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科 ｾｸﾞﾛｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ       ○   
199     ｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ○     ○ ○ 
200     ﾋﾒｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ       ○   
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表 9.3-16(4) 昆虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

201 ﾊﾁ目(膜翅目) ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科 ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ         ○ 
202   ﾂﾁﾊﾞﾁ科 ﾋﾒﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ ○     ○ ○ 
203     ｷｵﾋﾞﾂﾁﾊﾞﾁ       ○   
204   ﾌｼﾀﾞｶﾊﾞﾁ科 ﾏﾙﾓﾝﾂﾁｽｶﾞﾘ       ○   
205   ﾐﾂﾊﾞﾁ科 ﾆﾎﾝﾐﾂﾊﾞﾁ         ○ 
206     ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ   ○ ○ ○ ○ 
207     ﾆｯﾎﾟﾝﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾊﾞﾁ   ○       
208     ｷﾑﾈｸﾏﾊﾞﾁ   ○ ○ ○ ○ 
209   ｺﾊﾅﾊﾞﾁ科 ｱｶｶﾞﾈｺﾊﾅﾊﾞﾁ         ○ 
210     ｴｻｷﾔﾄﾞﾘｺﾊﾅﾊﾞﾁ   ○       
211   ﾊｷﾘﾊﾞﾁ科 ﾔﾏﾄﾊｷﾘﾊﾞﾁ   ○       
計 9 目 71 科 211種 22 種 70 種 72 種 95 種 95 種 

 

ｂ．注目される種 

確認された昆虫類のうち、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記

念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）

に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種の

リスト 昆虫類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レッドデータブック東京

2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の掲載種は該当しなかった。 

(ｶ) クモ類 

ａ．確認種 

現地調査により、会場エリアにおいて表 9.3-17 に示すとおり１目 11 科 24 種のクモ

類が確認された。 

確認されたクモ類は、造網性種のアシナガグモ等、徘徊性種のウヅキコモリグモ等が

共に確認された。また、水辺の高茎草地を好むアシナガグモ、畑地や造成地に生息する

ウヅキコモリグモ、草本や樹木の葉上に生息するネコハエトリが確認された。 

表 9.3-17 クモ類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

平成 25年度 平成 26年度 
秋季 春季 初夏季 夏季 秋季 

1 クモ目 アシナガグモ科 アシナガグモ ○         
2   コガネグモ科 Araneus 属   ○       
3     コガネグモ     ○     

4     ナガコガネグモ       ○   
5     ドヨウオニグモ       ○   
6   コモリグモ科 ハラクロコモリグモ   ○       
7     ウヅキコモリグモ ○         

-     コモリグモ科 ○         
8   タナグモ科 Allagelena属   ○       
9   ガケジグモ科 Coelotes属   ○       
10   ウエムラグモ科 ヤバネウラシマグモ   ○       

11   フクログモ科 Clubiona属   ○ ○     
12   ワシグモ科 タイリクケムリグモ   ○       
-     ワシグモ科   ○       
13   エビグモ科 アサヒエビグモ   ○   ○   

-     Philodromus属   ○ ○   ○ 
14   カニグモ科 ハナグモ         ○ 
15     シロスジグモ     ○     
16     Xysticus属   ○     ○ 

17   ハエトリグモ科 ネコハエトリ ○ ○       
18     Evarcha 属         ○ 
19     チクニハエトリ   ○ ○   ○ 
20     ヤハズハエトリ   ○ ○ ○ ○ 

-     Mendoza 属   ○ ○ ○ ○ 
21     ヤガタアリグモ   ○     ○ 
22     クワガタアリグモ       ○   
-     Myrmarachne属         ○ 

23     ミスジハエトリ   ○       
24     シラホシコゲチャハエトリ   ○       
-     ハエトリグモ科       ○ ○ 
計 1 目 11 科 24 種 3 種 15 種 6 種 5 種 7 種 
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ｂ．注目される種 

確認されたクモ類のうち、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記

念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）

に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種の

リスト その他無脊椎動物)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レッドデータ

ブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）の掲載種を注目されるクモ類と

して抽出した結果、表 9.3-18に示す１種が該当した。 

注目される昆虫類の生態及び確認状況は、表 9.3-19に示すとおりである。 

表 9.3-18 注目されるクモ類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 クモ目 コガネグモ科 コガネグモ 
   

VU 

計 1目 1科 1種 0種 0種 0種 1種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）、中央区

文化財保護条例（昭和 63年中央区条例第 29号）に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト その他無脊椎動物)」（平成 24年８月 環境省）の記

載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  VU：絶滅危惧 II類 

表 9.3-19 注目されるクモ類の生態及び確認状況 

【種  名】：コガネグモ 

【分  布】：本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：体長雌 20～30mm、雄５～７mm。雌の背甲は黒褐色の

地に銀白色の毛が密集する。腹部背面には黄色と黒

色の太い横縞模様がある。雄は全体に黄褐色で別種

のように見える。腹部の色彩や独特の斑紋から雌の

識別は容易である。大きい円網を張る。 

【確認状況】：調査範囲中央部の道路脇で網を張る個体が確認され

た。 
 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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2) 生育・生息環境 

ア．地形等の状況 

地形の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 2) 地形、地質等の状況」

（p.30 参照）に示したとおりである。会場エリアは、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯

事業として昭和初期に造成が完了した。会場エリア及びその周辺は、地盤高が概ね T.P.+3m

前後でほぼ平坦な地形である。 

地質の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 2) 地形、地質等の状況」

（p.30 参照）に示したとおりである。会場エリア及びその周辺は、沖積層の上位に埋土や盛

土された埋立地である。 

イ．植生等の状況 

地形の状況は、「9.2 生物の生育・生息基盤 9.2.1 現況調査 (4)調査結果 5) 植生

の状況」（p.48 参照）に示したとおりである。会場エリア及びその周辺は、大部分が「市街

地」や「造成地」であるが、浜離宮恩賜庭園には「イノデ－タブノキ群集」や芝地が分布し

ている。また、現地調査による会場エリア内の現存植生の状況は、大部分が人工構造物や人

工裸地が占めているが、晴海運動公園にはシバ群落、晴海ふ頭公園には植栽樹林群（落葉広

葉）、植栽樹林群（混交）、植栽樹林群（常緑針葉）等が分布している。 

ウ．大気環境 

会場エリア周辺の東京管区気象台における年間降水量及び年平均気温の平年値（昭和 56

年～平成 22年）は、1,528.8mm、15.4℃である。 

エ．地域社会とのつながり 

会場エリアは、大部分が人工構造物や人工裸地が占めているが、晴海ふ頭公園には植栽樹

林群等が分布しており、散歩、ジョギング、サイクリングなどの市民利用があり、植物や動

物を身近に感じることのできる場となっている。 

3) 生態系の状況 

動植物の現地調査結果を基に、会場エリアにおける生態系の機能や構成要素、食物連鎖によ

る生態系構成要素は、表 9.3-20 に示すとおりである。会場エリアは、生産者である植生の状

況から生態系の機能として、樹林環境、草地環境、市街地等の３区分に分類される。これらの

環境区分で主に見られる陸上植物、陸上動物について、食物連鎖による生物の相互の関係を整

理し、図 9.3-2に整理した。 

生産者としては、樹林環境ではスダジイ、マテバシイ、クスノキ、コナラ、オオムラサキ等

の植栽樹林、草地環境ではシバ、ネズミムギ、イヌムギ、カゼクサ、オオバコ、ヒメムカシヨ

モギ、オオアレチノギク等の草本群落、市街地等ではイチョウ、ケヤキ等があげられる。 

生産者である植物の葉や茎、果実、種子等を採食する下位消費者としては、バッタ目、コウ

チュウ目、ハエ目、チョウ目等の昆虫類、キジバト等の植食性鳥類があげられる。 

下位消費者である昆虫類等を捕食する中位消費者としては、ヒナコウモリ類のほ乳類、シジ

ュウカラ、メジロ、ヒヨドリ、ムクドリ、ツバメ等の鳥類等があげられる。 

下位から中位消費者を捕食する上位消費者としては、雑食性のトビやハシブトガラス、小型

ほ乳類や鳥類を捕食するアオダイショウがあげられる。 
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表 9.3-20 環境区分別に見る生態系の状況 

環境区分 樹林環境 草地環境 人工構造物等 

共通する 

環境要素 

会場エリア及びその周辺は、隅田川東側の沖積低地を人為的に造成した埋立区域に位置し、

標高は約 3mである。会場エリア及びその周辺は、大部分が人工構造物や人工裸地としての土

地利用となっている。 

環境区分別の状況 

樹林環境は、会場エリア内

の晴海ふ頭公園の一部に僅

かに分布している。 

主な植生は、落葉広葉樹の

スダジイ、マテバシイ等の植

栽樹林群が分布する。 

主な動物相は樹林環境に

依存するキジバト、シジュウ

カラ等の鳥類、コウチュウ

目、チョウ目等の昆虫類等の

小動物が生息する。 

草地環境は、会場エリア内

の北東側に分布しているほ

か、晴海ふ頭公園の一部に分

布している。 

主な植生は、メヒシバ、エ

ノコログサ、シバ等の草本の

ほか、植栽されたジャノヒゲ

が見られる。 

主な動物相は、草地環境に

依存するメジロ等の鳥類、オ

ンブバッタ等の昆虫類等の

小動物が生息する。 

 

人工構造物等は、会場エリ

ア内の建築物やアスファル

ト舗装等として広く分布す

る。 

主に建築物や道路であり、

植生は見られず、上空が開け

ている。 

主な動物相は、ヒナコウモ

リ科のねぐら利用、チョウ類

等の昆虫類やハシブトガラ

ス、スズメ等の鳥類の小動物

が生息する。 

 

上 位 

消費者 

鳥 類：トビ、ハシブトガラ

ス、アオダイショウ 

鳥 類：トビ、ハシブトガラ

ス、アオダイショウ 

鳥 類：トビ、ハシブトガラ

ス 

中 位 

消費者 

哺乳類：ヒナコウモリ科 

鳥 類：シジュウカラ 等 

 

クモ類：コガネグモ 等 

哺乳類：ヒナコウモリ科 

鳥 類：メジロ、ヒヨドリ、

ツバメ 等 

クモ類：アシナガグモ、ネコ

ハエトリ 等 

哺乳類：ヒナコウモリ科 

     

鳥 類：ツバメ、スズメ 等 

クモ類：ウヅキコモリグモ 

等 

下 位 

消費者 

鳥 類：キジバト 

昆虫類：アブラゼミ、ミンミ

ンゼミ、カナブン 

等 

 

昆虫類：オンブバッタ、モン

シロチョウ、ヤマト

シジミ 

 

昆虫類：ナミアゲハ、モンシ

ロチョウ 

生産者 

植 物：スダジイ、マテバシ

イ、クスノキ、コナ

ラ、オオムラサキ 

等 

植 物：シバ、ネズミムギ、

イヌムギ、カゼクサ、

オオバコ、ヒメムカ

シヨモギ、オオアレ

チノギク 等 

植 物：イチョウ、ケヤキ 等 
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図 9.3-2 生態系の概念図 

 

4) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 4) 土地利用の状況」（p.34

参照）に示したとおりである。会場エリアは屋外利用地・仮設建物、公園・運動場等、官公庁

施設、未利用地等となっている。会場エリア北側は集合住宅、供給処理施設、倉庫運輸関係施

設、事務所建築物及び未利用地等となっており、東側は屋外利用地・仮設建物及び未利用地等

となっている。 

ｽﾀﾞｼﾞｲ､ﾏﾃﾊﾞｼｲ､ｸｽﾉｷ､ 

ｺﾅﾗ､ｵｵﾑﾗｻｷ 等 

ｲﾁｮｳ､ 

ｹﾔｷ 等 

樹林環境 草地環境 市街地等 

＜生 産 者＞ 

＜下位消費者＞ 

＜中位消費者＞ 

ｼﾊﾞ､ﾈｽﾞﾐﾑｷﾞ､ｲﾇﾑｷﾞ､ｶｾﾞｸｻ､ｵｵ

ﾊﾞｺ､ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ､ｵｵｱﾚﾁﾉｷﾞｸ 等 

ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ､ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ､ 

ｶﾅﾌﾞﾝ 等 

ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ､ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ､ 

ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ 等 

ﾅﾐｱｹﾞﾊ､ 

ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ 等 

ｷｼﾞﾊﾞﾄ 等 

ﾋﾅｺｳﾓﾘ科 

ｷｼﾞﾊﾞﾄ､ 

ｼｼﾞｭｳｶﾗ 等 

ﾒｼﾞﾛ､ﾋﾖﾄﾞﾘ､ 

ﾂﾊﾞﾒ 等 

ﾂﾊﾞﾒ､ 

ｽｽﾞﾒ 等 

ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ 等 ｱｼﾅｶﾞｸﾞﾓ､ﾈｺﾊｴﾄﾘ 等 ｳﾂﾞｷｺﾓﾘｸﾞﾓ 等 

＜上位消費者＞ 

ﾄﾋﾞ､ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ､ 

ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ 
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5) 法令等による基準等 

生物・生態系に関する法令については、表 9.3-21(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.3-21(1) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

文化財保護法 

（昭和 25年法律第 214号） 

（文化財の定義）  

第二条 

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は

学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国

にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来

地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じてい

る土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。） 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）  

第百二十五条   史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影

響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならな

い。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措

置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、こ

の限りでない。 

絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律 

（平成４年法律第 75号） 

（責務）  

第二条  国は、野生動植物の種（亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は

変種とする。以下同じ。）が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存

のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。  

２  地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれの

ある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるもの

とする。  

３  国民は、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれの

ある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。 

(後略) 

（捕獲等の禁止）  

第九条  国内希少野生動植物種及び緊急指定種（以下この節及び第五十四条第二項

において「国内希少野生動植物種等」という。）の生きている個体は、捕獲、採取、

殺傷又は損傷（以下「捕獲等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる

場合は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合  

二  生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのな

い場合として環境省令で定める場合  

三  人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある

場合  
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表 9.3-21(2) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

鳥獣の保護及び狩猟の適正

化に関する法律 

（平成 14年法律第 88号） 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止）  

第八条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同

じ。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。  

二  第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。  

三  第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又

は採取等をするとき。  

特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関す

る法律 

（平成 16年法律第 78号） 

（飼養等の禁止）  

第四条  特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、

この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合  

二  次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事

由がある場合 

(後略) 

（放出等の禁止）  

第九条  飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係

る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種（以下「放出等」という。）をしては

ならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合  

二  次章の規定による防除に係る放出等をする場合 

 

6) 東京都等の計画等の状況 

生物・生態系に関する東京都の計画等については、表 9.3-22に示すとおりである。 

表 9.3-22 生物・生態系に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

第 11 次鳥獣保護事業計画 

（平成 24年３月 東京都） 

・人と野生鳥獣との共生の確保及び生物多様性の保全を基本として、野生鳥獣を適切

に保護管理することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（以下「法」

という。）第４条第１項の目的を達成するため、国の定める「鳥獣の保護を図るた

めの事業を実施するための基本的な指針」に基づき、東京都の地域事情を勘案して、

「第 11 次鳥獣保護事業計画」を定める。 

第一 計画の期間 

第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項 

第三 鳥獣の人工増殖に関する事項 

第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 

第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項 

第六 特定鳥獣保護管理計画に関する事項 

第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 

第八 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項 

第九 その他 

植栽時における在来種選定ガ

イドライン 

（平成 26年５月 東京都） 

・東京都は、緑の「量」の確保に加え、生態系への配慮など緑の「質」を高める施策

を進めており、その地域に自然に分布している植物（以下「在来種」という。）を

増やすことで、在来の生きものの生息場所を拡大する取組を行っている。本ガイド

ラインは、都民や事業者が緑化をする際に参考となるものとして作成されている。 
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9.3.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は以下に示すとおりとした。 

1) 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

2) 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

3) 生育・生息環境の変化の内容及びその程度 

4) 生態系の変化の内容及びその程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事等での改変や施設撤去後の現状回復

等において、生物・生態系に変化が生じる又は生じていると思われる時点とし大会開催前、大会

開催中、大会開催後の代表的な時点または期間のうち、大会開催前の時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、2020 年東京大会の実施計画のうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画を基に、

生物・生態系の変化の程度を把握して予測する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

1) 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭

和初期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）

や人工裸地で被覆され、植物群落は植栽樹林群等がわずかに分布しているのみであるため、事

業の実施に伴う植物相及び植物群落の変化の程度は小さいと予測する。 

また、現地調査の結果、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地内において、注目される植物で

あるシランが確認されているが、シランについては、本種は園芸種として広く流通し、栽培品

として一般的に普及していることから、人為的に植栽された可能性もある。 

2) 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭

和初期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）

や人工裸地で被覆され、陸上動物の生息環境としては植栽樹林群等がわずかに分布しているの

みであるため、事業の実施に伴う動物相及び動物群集の変化の程度は小さいと予測する。 

また、現地調査の結果、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地において、注目される鳥類であ

るイカルチドリ、コチドリが確認されているが、いずれも舗装地上での確認であり、今後も同

様の環境は維持されると考えられることから、事業による影響は小さいと予測する。 
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3) 生育・生息環境の変化の内容及びその程度 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭

和初期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）

や人工裸地で被覆され、動植物の生育・生息環境としては植栽樹林群等がわずかに分布してい

るのみであるため、事業の実施に伴う動植物の生育・生息環境の変化の程度は小さいと予測す

る。 

4) 生態系の変化の内容及びその程度 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭

和初期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）

や人工裸地で被覆され、生態系を構成する陸上植物、陸上動物が相互に係わる生育・生息環境

としては植栽樹林群等がわずかに分布しているのみであるため、事業の実施に伴う生態系の変

化の程度は小さいと予測する。 
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9.3.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映しなかった措置 

・(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地内のオープンスペース等には、高木、低木や地被類を植

栽することを検討する。 

・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保することを検討する。 

・陸上植物、陸上動物及び生育・生息環境、生態系への影響の程度は不確実性を伴うことから、

その内容をフォローアップ報告書において明らかにする。 

 

9.3.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、生物・生態系の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地は、隅田川改良工事の第三期工事期の付帯事業として昭和

初期に造成が完了した埋立地であり、計画地内の大部分が人工構造物（アスファルト舗装）や人

工裸地で被覆され、植物群落は植栽樹林群等がわずかに分布しているのみであるため、事業の実

施に伴う生物・生態系への影響は小さいと考える。また、事業の実施にあたっては、(仮称)晴海

五丁目西地区開発計画地内のオープンスペース等に高木、低木や地被類を植栽することを検討す

る。 

以上のことから、生物・生態系の現況は維持され、評価の指標は満足するものと考えられる。 
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9.4 廃棄物 

9.4.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.4-1に示すとおりである。 

表 9.4-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①工事等に伴う廃棄物の状況 
②再利用・再資源化の状況 
③法令等の目的、方針、基準等 
④東京都等の計画等の状況 

選手村の整備に伴い廃棄物の排出量及び再利
用量並びに処理・処分方法等の影響が考えられ
ることから、左記の事項に係る調査が必要であ
る。なお、選手村は 2020 年東京大会の開催期
間中のみ使用される施設であるため、設備の持
続的稼働に伴う予測及び評価を行うために必
要な施設等での廃棄物発生状況は、調査事項と
しない。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 工事等に伴う廃棄物の状況 

調査は、国土交通省の既存資料の整理によった。 

2) 再利用・再資源化の状況 

調査は、国土交通省の既存資料等の整理によった。 

3) 法令等の目的、方針、基準等 

調査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）、資源の有効な利用

の促進に関する法律（平成３年法律第 48号）等の法令等の整理によった。 

4) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都廃棄物処理計画」（平成 23 年６月 東京都）、「中央区一般廃棄物処理基本

計画」（平成 23年３月 中央区）等の計画等の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 工事等に伴う廃棄物の状況 

東京における建設工事から排出された建設廃棄物の状況は表 9.4-2及び図 9.4-1に示すとお

りである。 

平成 24 年度における建設廃棄物の発生量は、総量で 7,719.4 千 t であり、品目別ではコン

クリート塊が最も多く、次いでアスファルト・コンクリート塊、建設汚泥の発生量が多くなっ

ている。 

表 9.4-2 東京都の建設廃棄物の発生状況（平成 24年度） 

単位：千 t 

品目 

建設工事全体 都関連工事 

発生量 
現場内 

利用量 

現場内 

減量化量 

搬出量 

再資源化等率 再資源化等量 
最終処分量 

再資源化量 減量化量 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 2,988.2 18.5 0.0 2,953.4 0.0 16.3 99.5% 99.2% 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 2,102.3 6.0 0.0 2,092.8 0.0 3.5 99.8% 99.8% 

建設発生木材  353.0 5.8 0.0 324.6 5.9 16.7 95.2% 95.3% 

建設汚泥 1,608.2 1.8 0.5 1,173.8 284.8 147.3 90.8% 87.2% 

建設混合廃棄物 410.0 0.0 0.0 311.8 4.8 93.4 77.2% 69.8% 

その他 257.7 0.0 44.2 193.9 11.3 8.3 96.1% 99.1% 

合計 7,719.4 32.1 44.7 7,050.2 306.8 285.5 96.3% 97.4% 

注 1）建設発生木材には、伐木材・除根材等を含む。 

注 2）再資源化等率は、右記の式にて算出。  再資源化等率＝再資源化等量÷搬出量 

出典：「平成 24年度建設副産物実態調査結果」（国土交通省総合政策局）より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）建設発生土を除く。 

注 2）平成 12年度及び平成 14年度は、（再利用量+中間処理減量）/（再利用量+中間処理

減量+最終処分量）の集計結果、平成 17年度、平成 20年度及び平成 24年度は、（再

資源化量+減量化量）/（搬出量）の集計結果を示す。 

出典：「建設副産物実態調査結果」（国土交通省総合政策局）より作成 

図 9.4-1 東京都における建設廃棄物（建設工事全体）の再資源化等率の推移 
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2) 再利用・再資源化の状況 

工事等に伴う廃棄物のリサイクル率は、表 9.4-2に示すとおりであり、建設廃棄物はその大

部分が再資源化されており、現場内利用や減量化の割合は小さくなっている。現場内利用や減

量化も含めた平成 24年度における再資源化等率は、東京都平均で 95%を超えており、最もリサ

イクル率の低い建設混合廃棄物で 77%、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊では

ほぼ 100%のリサイクル率となっている。 

また、図 9.4-1に示すとおり再資源化等率の推移をみると、経年的に増加している 

3) 法令等の目的、方針、基準等 

廃棄物に関する法令等については、表 9.4-3(1)～(3)に示すとおりである。 

表 9.4-3(1) 廃棄物に関する法令等 

法令、条例等 事業者の責務等 

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律 

(昭和 45年法律第 137号) 

(事業者の責務) 
第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任におい
て適正に処理しなければならない。 
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うこと
によりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その
製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじ
め自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行
うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報
を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において
その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な
処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

資源の有効な利用の促進に関す
る法律 

(平成３年法律第 48号) 

(事業者等の責務) 
第四条 工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)にお
いて事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)
又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して
原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用する
よう努めなければならない。  
2 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用され
ることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用さ
れ、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しく
は一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその
事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源と
して利用することを促進するよう努めなければならない。 
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表 9.4-3(2) 廃棄物に関する法令等 

法令、条例等 事業者の責務等 

循環型社会形成推進基本法 
(平成 12年法律第 110号) 

(事業者の責務) 
第十一条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、
原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必
要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源とな
った場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれ
について適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環
的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分す
る責務を有する。 
2 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、そ
の事業活動を行うに際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の
実施体制の充実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制する
ために必要な措置を講ずるとともに、当該製品、容器等の設計の工夫及び材
質又は成分の表示その他の当該製品、容器等が循環資源となったものについ
て適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処分が困難
とならないようにするために必要な措置を講ずる責務を有する。 
3 前項に定めるもののほか、製品、容器等であって、これが循環資源となっ
た場合におけるその循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方公
共団体、事業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要である
とともに、当該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器
等が循環資源となったものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割
が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについて
は、当該製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、
当該分担すべき役割として、自ら、当該製品、容器等が循環資源となったも
のを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に循環的な利用を
行う責務を有する。 
4 循環資源であって、その循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に
可能であり、かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成
を推進する上で重要であると認められるものについては、当該循環資源の循
環的な利用を行うことができる事業者は、基本原則にのっとり、その事業活
動を行うに際しては、これについて適正に循環的な利用を行う責務を有す
る。 
5 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業
活動に際しては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努
めるとともに、国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施
策に協力する責務を有する。 

食品循環資源の再生利用等の促
進に関する法律(食品リサイクル
法) 

(平成 12年法律第 116号) 

(事業者及び消費者の責務) 
第四条  事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食
品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用によ
り得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努
めなければならない。 
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表 9.4-3(3) 廃棄物に関する法令等 

法令、条例等 事業者の責務等 

建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(建設リサイクル
法) 

(平成 12年法律第 104号) 
 
 
 

(建設業を営む者の責務) 
第五条 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選
択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を
抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費
用を低減するよう努めなければならない。 
2 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材
(建設資材廃棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。
次条及び第 41条において同じ。)を使用するよう努めなければならない。 
(発注者の責務)  
第六条 発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資
材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源
化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物
の再資源化等の促進に努めなければならない。 

容器包装に係る分別収集及び再
商品化の促進等に関する法律 

(平成７年法律第 112号) 
 

(事業者及び消費者の責務) 
第四条  事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装
の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容
器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商
品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄
物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければな
らない。 

東京都廃棄物条例 
(平成４年東京都条例第 140号) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(事業者の基本的責務)  
第八条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃
棄物を減量しなければならない。  

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」と
いう。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

3 事業者は、従業者の教育訓練の実施体制その他の必要な管理体制の整備
に努め、前二項の責務の達成に向けて継続的かつ計画的な取組を行わなけ
ればならない。 

4 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理を確保するために講じて
いる取組の内容を積極的に公表し、自らが排出する廃棄物の処理に対する
信頼性の向上に努めなければならない。 

5 廃棄物の処理を受託する事業者は、受託した廃棄物の処理の透明性を確
保するため、その処理の状況の公表その他の必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。 

6 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し都の施策に協力し
なければならない。 

(事業系廃棄物の減量等) 
第十条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進す
るために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなけれ
ばならない。 

2 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、
焼却、油水分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなけれ
ばならない。 

3 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術
開発を図らなければならない。 
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4) 東京都等の計画等の状況 

廃棄物に関する東京都等の計画等については、表 9.4-4に示すとおりである。 

表 9.4-4 廃棄物に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

建設リサイクル 
推進計画 2014 
（平成 26年９月  
国土交通省） 
 

(計画の目標) 

対象品目 
平成 24年度 
（実績） 

平成 30年度 
目標 

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
再資源化率 

99.5％ 99％以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 99.3％ 99％以上 

建設発生木材 
再資源化・縮減率 

94.4％ 95％以上 

建設汚泥 85.0％ 90％以上 

建設混合廃棄物 
排出率 3.9％ 3.5％以下 

再資源化・縮減率 58.2％ 60％以上 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 96.0％ 96％以上 

建設発生土 建設発生土有効利用率 ― 80％以上 
注)目標値の定義は次のとおり。 
＜再資源化率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化された量と工事間利用された量の合計の割

合 
＜再資源化・縮減率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化及び縮減された量と工事間利用された量の

合計の割合 
＜建設混合廃棄物排出率＞ 
・全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合 
＜建設発生土有効利用率＞ 
・建設発生土発生量に対する現場内利用およびこれまでの工事間利用等に適正に盛土された採

石場跡地復旧や農地受入等を加えた有効利用量の合計の割合 

東京都廃棄物 
処理計画 
(平成 23年６月 
 東京都) 

「東京都環境基本計画」に基づき、都の廃棄物行政の基本的な方向を示すものであり、計画
期間を平成 23～27 年度の５年間として策定している。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」に基づき策定する法定計画であり、東京から循環型社会を実現していくために必要な施
策を定めている。 
計画目標は、平成 27年度の最終処分量を平成 19年度比 30％減とし、以下の３つの主要施策

を挙げている。 
・ ３Ｒ施策の促進 
・ 適正処理の促進 
・ 静脈ビジネス発展の促進 

中央区一般廃棄物処
理基本計画 
（平成 23年３月 

中央区） 

（計画の目標） 
家庭ごみと事業系ごみをあわせたごみ量を、平成 32年度までに、平成 21 年度比で約 22％減量
します。 
（重点的取り組み） 
・分別の徹底 
・生ごみの減量 
・紙類の資源化 
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9.4.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施のための建設工事又は改修工事、大会開催での施設

運営等で廃棄物の発生が予想される時点とし、大会開催前、大会開催中及び大会開催後において

それぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、施工計画等から推定する方法によった。 

1) 建設発生土・建設汚泥の発生量 

建設発生土の発生量の予測は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の施工計画から掘削残土の

発生量を推定する方法によった。 

建設汚泥の発生量の予測は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の施工計画の山留壁、杭の掘

削量から推定する方法によった。 

2) 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量の予測は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の延床面

積に廃棄物の発生原単位を乗じて算出する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

1) 建設発生土・建設汚泥の発生量 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地の掘削に伴い想定される建設発生土の排出量は、表

9.4-5に示すとおり約 607,700m3と予測する。建設発生土は廃棄物の処理及び清掃に関する法

律(昭和 45 年法律第 137 号）に基づき、受入機関の受入基準への適合を確認した上で場外搬

出することにより、適正に処分する計画である。 

表9.4-5 建設発生土の排出量及び建設汚泥の発生量 

項 目 掘削土量注 2）（m3） 

土工事（掘削工事） 建設発生土注 1） 約 604,000 

土工事（基盤整備工事） 建設発生土注 1） 約 3,700 
山留・基礎工事 建設汚泥 約 130,800 

合 計 約 738,500 

注 1）土工事の土質変化率は 1.2とする。埋戻し土量を除く。 

2）掘削土量は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の値を示しており、選手村の宿泊施設として一時利用する施設

以外の住宅棟（超高層タワー）及び商業棟の建設に係る土量も含まれている。 
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2) 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量は、表 9.4-6 に

示すとおり、合計約 25,740tと予測する。 

表9.4-6 建設廃棄物の発生量 

種 類 
廃棄物量（t） 

基盤整備 5-3街区 5-4街区 5-5街区 5-6街区 5-7街区 合 計 

コンクリート塊 約 5,950 約 740 約 660 約 1,360 約 1,380 約 190 約 10,280 

アスファルト 
・コンクリート塊 

約 940 約 80 約 70 約 150 約 150 約 150 約 1,550 

ガラス・くず 
及び陶磁器くず 

－ 約 70 約 60 約 130 約 130 約 80 約 480 

廃プラスチック類 － 約 210 約 180 約 380 約 380 約 30 約 1,180 

金属くず － 約 200 約 170 約 360 約 360 約 40 約 1,130 

木くず － 約 470 約 420 約 870 約 880 約 40 約 2,680 

紙くず － 約 170 約 160 約 320 約 330 約 20 約 1,000 

石膏ボード － 約 260 約 230 約 470 約 480 約 50 約 1,490 

その他 － 約 290 約 260 約 530 約 540 約 80 約 1,690 

混合廃棄物 － 約 740 約 660 約 1,360 約 1,380 約 120 約 4,260 

合 計 約 6,890 約 3,230 約 2,870 約 5,930 約 6,010 約 800 約 25,740 

注1）廃棄物量は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の値を示しており、選手村の宿泊施設として一時利用する施設以外の住宅棟（超高

層タワー）及び商業棟の建設に係る廃棄物量も含まれている。 

 2）発生原単位は、下記出典の｢参考資料・用途別構造規模別品目別一覧表」の結果より設定した。 

出典：「建築系混合廃棄物の原単位調査報告書」（平成 24年 11 月、（社）日本建設業連合会環境委員会 副産物専門部会） 
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9.4.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映しなかった措置 

・計画建築物の建設に伴い発生する建設廃棄物については、分別収集し、再利用可能なものに

ついては、極力、再利用を図る。 

・コンクリート型枠材については、非木材系型枠の採用や部材のプレハブ化等により木材系型

枠材の使用量を低減する。 

・建設廃棄物の排出量を低減するような施工計画を検討し、施工業者に遵守させる。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく特定建設

資材廃棄物については現場内で分別解体を行い、可能な限り現場内利用に努め、現場で利用

できないものは現場外で再資源化を行う。 

・山留・基礎工事における建設汚泥については、脱水等を行って減量化し、産業廃棄物として

適切な処理を行う。 

・掘削工事等に伴い発生する建設発生土については、一部を計画地内の埋戻し土等に利用する。 

・建設発生土を場外に搬出する場合には、受入基準を満足していることを確認のうえ、関係法

令に係る許可を受けた施設において、適正な処理を行う。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不要材の減量等を図

る。再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、そ

の状況はマニフェストにより確認する。 

・施設整備に当たっては、リサイクル材料を積極的に使用する。 

 

9.4.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、法令等による目的、方針、基準等とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 建設発生土・建設汚泥の発生量 

建設発生土については、受入れ機関の受入れ基準への適合を確認した上で場外搬出するこ

とにより適正な廃棄物処理を行い、建設汚泥については、場外に搬出して産業廃棄物として

処分する計画とする。 

以上のことから、建設リサイクル法等の関係法令に示される事業者の責務を果たすことに

より、評価の指標を満足するものと考える。 

2) 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる建設廃棄物については、分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、

再利用促進及び不要材の減量等を図る等、建設リサイクル法等の関係法令に示される事業者

の責務を果たすことにより、評価の指標を満足するものと考える。 
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9.5 エコマテリアル 

9.5.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表9.5-1に示すとおりである。 

表 9.5-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①種類及び供給状況 
②工事等に伴うエコマテリアルの状

況 
③東京都等の目標、方針、基準等 

選手村の整備に伴いエコマテリアルの利用への取
組・貢献の影響が考えられることから、会場エリア
及びその周辺について、左記の事項に係る調査が必
要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 種類及び供給状況 

調査は、事業計画、既存資料の整理によった。 

2) 工事等に伴うエコマテリアルの状況 

調査は、事業計画、既存資料の整理によった。 

3) 東京都等の目標、方針、基準等 

調査は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）、

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成 26 年２月４日変更閣議決定）、「平成 26

年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 26 年５月 東京都）、「東京都建設リサイ

クルガイドライン（民間事業版）」（平成 23 年６月 東京都）等の法令や計画等の整理によっ

た。 

 

(4) 調査結果 

1) 種類及び供給状況 

ア．エコマテリアルの種類 

国の公共工事における特定調達品目の「資材」は、表9.5-2に示すとおりである。 
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表 9.5-2 国が公共工事の中で設定する特定調達品目（資材） 

品目分類 品目名 

盛土材等 

建設汚泥から再生した処理土 

土工用水砕スラグ 

銅スラグを用いたケーソン中詰め材 

フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ 

コンクリート用スラグ骨材 

高炉スラグ骨材 

フェロニッケルスラグ骨材 

銅スラグ骨材 

電気炉酸化スラグ骨材 

アスファルト混合物 

再生加熱アスファルト混合物 

鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 

中温化アスファルト混合物 

路盤材 
鉄鋼スラグ混入路盤材 

再生骨材等 

小径丸太材 間伐材 

混合セメント 
高炉セメント 

フライアッシュセメント 

セメント エコセメント 

コンクリート及びコンクリート 製品 透水性コンクリート 

鉄鋼スラグ水和固化体 鉄鋼スラグブロック 

吹付けコンクリート フライアッシュを用いた吹付けコンクリート 

塗料 

下塗用塗料（重防食） 

低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 

高日射反射率塗料 

防水 高日射反射率防水 

舗装材 
再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） 

再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

園芸資材 
バークたい肥 

下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト） 

道路照明 環境配慮型道路照明 

中央分離帯ブロック 再生プラスチック製中央分離帯ブロック 

タイル 陶磁器質タイル 

建具 断熱サッシ・ドア 

製材等 
製材 

集成材、合板、単板積層材 

フローリング フローリング 

再生木質ボード パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板 

ビニル系床材 ビニル系床材 

断熱材 断熱材 

照明機器 照明制御システム 

変圧器 変圧器 

空調用機器 

吸収冷温水機 

氷蓄熱式空調機器 

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 

送風機 

ポンプ 

配管材 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 

衛生器具 

自動水栓 

自動洗浄装置及びその組み込み小便器 

洋風便器 

コンクリート用型枠 再生材料を使用した型枠 

出典：「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成 26年２月４日変更閣議決定） 
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東京都では、公共工事にあたって「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」により、環

境物品等を最大限に活用することとしている。 

特に、東京都建設リサイクル推進計画及びガイドラインにおいて、都が政策として、各

種の副産物対策や環境負荷の軽減のため建設（実施）する施設や事業などにおける副産物

又は製品を、「特別品目」として指定している。このうち、副産物の有効利用に関するもの

は表9.5-3に示すとおりであり、建設発生土、建設泥土等の有効利用を図る副産物等が指定

されている。 

表 9.5-3 東京都が定める特別品目 

分 類 エコマテリアルの種類 

建設発生土の有効利用を

図るもの 

建設発生土、良質土（道路上工事で使用するもの）、 

普通土（再利用センターストック土、青梅事業所ストック土）、改良土、 

粒状改良土、流動化処理土、一体の施工システム内処理土、分級処理土、 

しゅんせつ土、しゅんせつ土改良土 

建設泥土の有効利用を図

るもの 

建設泥土改良土、 

流動化処理土 

建設発生木材の有効利用

を図るもの 

再生木質ボード類 

熱帯雨林材等の使用を抑

制するもの 

環境配慮型型枠（複合合板型枠等） 

コンクリート塊、アスファ

ルト・コンクリート塊等の

有効利用を図るもの 

再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石、再生砂、 

再生加熱アスファルト（混合物、処理混合物）、 

再生骨材（均し（捨て）コンクリート等（均しコンクリート、捨てコンクリート、裏

込めコンクリート等、杭、耐圧版、基礎渠、鋼管充填コンクリート等）及びレディー

ミクストコンクリート） 

再生コンクリート（路盤材、砕石等）、道床砕石 

廃棄物処理に伴う副産物

の有効利用を図るもの 

エコセメント（直接利用、均し（捨て）コンクリート等、レディーミクストコンクリ

ート、コンクリート二次製品） 

溶融スラグ（直接利用、コンクリート二次製品、再生加熱アスファルト混合物） 

スーパーアッシュ（コンクリート二次製品（管渠、人孔、ボックスカルバート、セグ

メント、基礎くい）、土木材料） 

アスファルト混合物用汚泥焼却灰を用いた加熱アスファルト混合物（再生・一般） 

浄水場発生土（グランド舗装材、緑化用土、土ブロック） 

都内の森林再生のため多

摩産材の有効利用を図る

もの 

多摩産材（直接利用、道路（林道を含む）施設材料、河川（治山を含む）施設材料、

建設材料、仮設材料） 

温室効果ガスの削減を図

るもの 

高効率空調用機器（熱源機器、熱源以外の空調機器）、発光ダイオードを用いた交通

信号機、高効率のランプ等を使用した照明器具（道路照明、道路照明以外）、ノンフ

ロン断熱材 

ヒートアイランド対策を

図るもの 

高反射率塗料、環境に配慮した公共用照明器具 

その他環境負荷の低減に

寄与するもの 

ハロゲンフリー電線・ケーブル、鉛フリー電線・ケーブル、低 VOC塗料、都内産緑化

植物（支給材、請負材） 

出典：「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成 26年 12月 東京都） 

 

なお、東京都は、「東京都建設リサイクル推進計画」に基づき、「東京都建設リサイクルガ

イドライン（民間事業版）」を策定しており、環境物品等の調達の必要性について記述され

ており、都の環境物品等調達方針が紹介されている。 
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イ．エコマテリアルの供給状況 

建設工事において利用量が多い再生骨材及び混合セメントの供給量は、表9.5-4及び表

9.5-5に示すとおりである。 

東京都に出荷されている砕石は、平成21年～平成25年で、約8,600千t～約9,500千tであ

るのに対して、再生骨材は、平成24年で281千tとなっている。 

また、東京都におけるセメントの販売高は、平成22年～平成26年で、約3,100千t～約3,500

千tであり、各年とも80％以上がポルトランドセメントとなっている。 

表 9.5-4 東京都への砕石及び再生骨材の出荷量 

年次 

砕石 再生骨材 

東京都への出荷合計 東京都への出荷合計 

 
出荷元 

 
出荷元 

都内 都外 都内 都外 

（千 t） （％） （千 t） （千 t） （％） （千 t） 

平成 21年 9,016  3,859 5,157 X  X - 

平成 22年 9,489  3,757 5,732 X  X - 

平成 23年 9,110  3,516 5,594 （43）  X 43 

平成 24年 8,646 96.9 3,473 5,173 281 3.1 240 41 

平成 25年 8,844  3,657 5,187 （6）  X 6 

注 1）表中の「－」は実績なし、「X」は数字の秘匿を示す。 

注 2）表中の（ ）内の数値は、数字の秘匿分を除いた合計値を示す。 

出典：「平成 21年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 22年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 23年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 24年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

「平成 25年砕石等統計年報」（経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課） 

 

表 9.5-5 セメントの種類別販売高（東京都） 

年次 
ポルトランドセメント 混合セメント その他のセメント 計 

（t） （％） （t） （％） （t） （％） （t） 

平成 22年 2,619,787 82.3 544,835 17.1 18,015 0.6 3,182,637 

平成 23年 2,875,080 85.1 483,527 14.3 19,437 0.6 3,378,044 

平成 24年 2,830,987 83.2 558,706 16.4 14,659 0.4 3,404,352 

平成 25年 2,865,918 82.5 589,602 17.0 18,815 0.5 3,474,335 

平成 26年 2,791,476 85.0 473,951 14.4 18,643 0.6 3,284,070 

出典：「2010年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2011 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2012 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2013 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

「2014 年暦年度 都道府県別種類別販売高」（平成 27 年３月７日参照 (一社)セメント協会ホームページ） 

http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/jh3.html 

 

2) 工事等に伴うエコマテリアルの状況 

公共工事における資材の特定調達品目の使用実績は、表 9.5-6(1)及び(2)に示すとおりである。 

適用品目の数量割合は、90％以上の品目が多くなっているが、地盤改良材、吹付けコンクリ

ート、空調用機器、配管材については、70％を下回る割合となっている。 
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9.5エコマテリアル 

表 9.5-6(1) 特定調達品目実績集計表（公共工事（資材）） 

品目名 

単位 

数 量 適用品目

数量割合

①／③ 品目分類 品目名 
適用品目 

① 

類似品目 

② 

合計③ 

（=①＋②） 

盛土材等 

建設汚泥から再生した処理土 m3 213,214 

54,444 394,837 86.2% 

土工用水砕スラグ m3 4,289 

銅スラグを用いたケーソン中詰め材 m3 58,683 

フェロニッケルスラグを用いたケー

ソン中詰め材 
m3 64,207 

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ m3 4,978 6,000 10,978 45.3% 

コンクリート用ス

ラグ骨材 

高炉スラグ骨材 m3 11,807 

836 19,528 95.7% 
ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材 m3 2,875 

銅スラグ骨材 m3 4,011 

電気炉酸化スラグ骨材 m3 0 

アスファルト混合

物 

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t 2,368,048 

42,455 2,450,022 98.3% 鉄鋼ｽﾗｸﾞ混入ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t 459 

中温化アスファルト混合物 t 39,060 

路盤材 
鉄鋼ｽﾗｸﾞ混入路盤材 m3 44,130 

77,642 3,548,250 97.8% 
再生骨材等 m3 3,426,478 

小径丸太材 間伐材 m3 45,490   
  

混合セメント 

高炉ｾﾒﾝﾄ t 1,278,510 
12,974 1,367,060 99.1% 

ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ t 75,576 

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) m3 4,699,717 
163,042 4,887,652 96.7% 

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) m3 24,893 

セメント エコセメント 個 83,684   
 

  

コンクリート及びコン

クリート 製品 

透水性コンクリート m3 715   
 

  

透水性コンクリート２次製品 個 753,980   
 

  

鉄鋼スラグ水和固

化体 
鉄鋼スラグブロック kg 24,719,005 3,950 24,722,955 100.0% 

吹付けコンクリー

ト 

フライアッシュを用いた吹付けコン

クリート 
m3 106,317 82,448 188,766 56.3% 

塗料 

下塗用塗料（重防食） kg 484,544 4,011 488,555 99.2% 

低揮発性有機溶剤型の路面表示用水

性塗料 
m2 1,954,445 5,535 1,959,980 99.7% 

高日射反射率塗料 m2 30,474 11,619 42,094 72.4% 

防水 高日射反射率防水 m2 97,149 25,403 122,553 79.3% 

舗装材 

再生材料を用いた舗装用ブロック

（焼成） 
m2 18,464 

832 27,203 96.9% 再生材料を用いた舗装用ブロック類

（プレキャスト無筋コンクリート製

品） 

m2 7,906 

園芸資材 

バークたい肥 kg 16,852,176 

2,714 17,208,816 100.0% 下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下

水汚泥コンポスト） 
kg 353,927 

道路照明 環境配慮型道路照明 台 11,871 651 12,522 94.8% 

中央分離帯ブロッ

ク 

再生プラスチック製中央分離帯ブロ

ック 
個 10,341 274 10,615 97.4% 

タイル 陶磁器質タイル m2 215,005 22,851 237,856 90.4% 

建具 断熱サッシ・ドア 工事数 1,011   
 

  

注1）品目名については、平成24年度基本方針に基づく名称としている。 
2）類似品目が共通しているものは、該当する特定調達物品全体の数量割合を算出している。 
3）間伐材、エコセメント、透水性コンクリート、透水性コンクリート２次製品、断熱サッシ・ドア、製材、集成材、合

板、単板積層材、フローリング、断熱材、再生材料を使用した型枠の特定調達物品等数量割合は、類似品目の特定が
困難なため算出していない。 

4）基本方針に定める品目名「透水性コンクリート」は、透水性コンクリートと透水性コンクリート２次製品に分けて計
上している。 

5）「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の集計にあたっては、特定調達物品等の数量を、m で計上している場合と工
事数で計上している場合がある。 

出典：「平成 24 年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」（平成 24 年６月５日環境省報道
発表資料） 
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表 9.5-6(2) 特定調達品目実績集計表（公共工事（資材）） 

品目名 

単位 

数 量 適用品目

数量割合

①／③ 品目分類 品目名 
適用品目 

① 

類似品目 

② 

合計③ 

（=①＋②） 

製材等 

製材 m3 12,022       

集成材 m3 1,111       

合板 m2 319,754       

合板 m3 427       

単板積層材 m3 1,396       

フローリング フローリング m2 112,784 5,083 117,867 95.7% 

再生木質ボード 

パーティクルボード m2 61,902 0 61,902 100.0% 

繊維板 m2 13,486 35 13,521 99.7% 

木質系セメント板 m2 13,444 368 13,812 97.3% 

ビニル系床材 ビニル系床材 m2 832,316 230,042 1,062,358 78.3% 

断熱材 断熱材 工事数 11,958   
  

照明機器 照明制御システム 工事数 882 118 1,000 88.2% 

変圧器 変圧器 台 1,902 134 2,036 93.4% 

空調用機器 

吸収冷温水機 台 62 4 66 93.9% 

氷蓄熱式空調機器 台 53 0 53 100.0% 

ガスエンジンヒートポンプ式空気調

和機 
台 1,308 31 1,339 97.7% 

送風機 台 1,401 657 2,058 68.1% 

ポンプ 台 542 83 625 86.7% 

配管材 
排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニ

ル管 

m 205,704 89,588 295,292 69.7% 

工事数 67 2 69 97.1% 

衛生器具 

自動水栓 工事数 1,428 11 1,439 99.2% 

自動洗浄装置及びその組み込み小便

器 
工事数 729 39 768 94.9% 

洋風便器 工事数 1,456 36 1,492 97.6% 

コンクリート用型 再生材料を使用した型枠 工事数 1,107   
  

注1）品目名については、平成24年度基本方針に基づく名称としている。 

2）類似品目が共通しているものは、該当する特定調達物品全体の数量割合を算出している。 

3）間伐材、エコセメント、透水性コンクリート、透水性コンクリート２次製品、断熱サッシ・ドア、製材、集成材、

合板、単板積層材、フローリング、断熱材、再生材料を使用した型枠の特定調達物品等数量割合は、類似品目の特

定が困難なため算出していない。 

4）基本方針に定める品目名「透水性コンクリート」は、透水性コンクリートと透水性コンクリート２次製品に分けて

計上している。 

5）「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」の集計にあたっては、特定調達物品等の数量を、m で計上している場合と

工事数で計上している場合がある。 

出典：「平成 24 年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等」（平成 24 年６月５日環境省報道
発表資料） 
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9.5エコマテリアル 

3) 東京都等の目標、方針、基準等 

エコマテリアルに関する東京都等の計画等については、表 9.5-7(1)～(3)に示すとおりであ

る。 

また、東京都では平成 14 年６月より「建築物環境計画書制度」を導入しており、延床面積

5,000m2 を超える新築・増築を行う建築物には、建築主自身が環境配慮の取り組みを評価した

書類を計画・変更時・完了時に提出することが義務付けられている。この中で、エコマテリア

ルについての項目と評価基準は、表 9.5-8に示すとおりであり、再生骨材や混合セメント、リ

サイクル鋼材等の利用についての評価基準が設定されている。 

なお、エコマテリアルに関連する各種リサイクルに係る方針等については、表 9.5-9(1)～(4)

に示したとおりである。 

表 9.5-7(1) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

国等による環境物

品等の調達の推進

等に関する法律（平

成 12 年法律第 100

号） 

（国及び独立行政法人等の責務）  

第三条  国及び独立行政法人等は、物品及び役務（以下「物品等」という。）の調達に

当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつ

つ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。  

２  国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義

に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民

が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  

（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務）  

第四条  地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要

の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。  

２  地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等へ

の需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。  

（事業者及び国民の責務）  

第五条  事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受け

る場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。  

（環境物品等の調達の基本方針）  

第六条  国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に

推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。  

２  基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一  国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 

二  国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類（以下「特

定調達品目」という。）及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等（以下

「特定調達物品等」という。）の調達の推進に関する基本的事項 

三  その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 

（環境物品等の調達方針）  

第七条  各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である

場合にあっては、その代表者。以下同じ。）は、毎年度、基本方針に即して、物品等の

調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達

の推進を図るための方針を作成しなければならない。  

２  前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  特定調達物品等の当該年度における調達の目標  

二  特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標  

三  その他環境物品等の調達の推進に関する事項  

３  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。  

４  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度におけ

る物品等の調達を行うものとする。  
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表 9.5-7(2) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

環境物品等の調達

の推進に関する基

本方針（平成 26 年

２月４日変更閣議

決定） 

＜環境物品等の調達推進の基本的考え方＞ 

・国などの各機関は以下の考え方に則り調達を行う。 

①調達に当たって環境負荷の低減に資することが要素の一つとなる。 

②地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多

岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつライフサイクル全

体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する。また、地域に特有

の環境問題を抱える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に

重点を置いて、物品等を調達する。 

③調達総量を抑制するよう合理的な使用等に努めるものとし、調達された環境

物品等について長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意する。 

・特定調達品目について 

①各機関は特定調達品目ごとに毎年度調達目標を設定する。 

②特定調達品目ごとに数値等の明確な判断基準を設定する。ただし判断基準の

みでなくライフサイクル全体で環境負荷低減を図った物品調達に努めること

が望ましい。 

③特定調達品目と判断の基準等は適宜見直しを行う。 

④公共工事については資材等の他に環境負荷の少ない工法等を含む種々の方策

が考えられ、ライフサイクル全体にわたった総合的観点からの検討を進める。 

・特定調達品目の分野及び品目一覧(公共工事品目) 

分野 品目 

資材 

建設汚泥から再生した処理土／土工用水砕スラグ 

銅スラグを用いたケーソン中詰め材／フェロニッケルスラグを用いたケーソン

中詰め材／地盤改良用製鋼スラグ／高炉スラグ骨材 

フェロニッケルスラグ骨材／銅スラグ骨材／電気炉酸化スラグ骨材  

再生加熱アスファルト混合物／鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物  

中温化アスファルト混合物／鉄鋼スラグ混入路盤材／再生骨材等／間伐材 

高炉セメント／フライアッシュセメント／エコセメント 

透水性コンクリート／鉄鋼スラグブロック／ 

フライアッシュを用いた吹付けコンクリート／下塗用塗料（重防食） 

低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料／高日射反射率塗料  

高日射反射率防水／再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） 

再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

バークたい肥／下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト） 

環境配慮型道路照明／再生プラスチック製中央分離帯ブロック  

陶磁器質タイル／断熱サッシ、ドア／製材／集成材、合板、単板積層材 

フローリング／パーティクルボー、繊維版、木質系セメント板 

ビニル系床材／断熱材／照明制御システム／変圧器／吸収冷温水機 

氷蓄熱式空調機器／ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機／送風機／ポンプ  

排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 

自動水栓／自動洗浄装置及びその組み込み小便器／洋風便器 

再生材料を使用した型枠／合板型枠 

建設 

機械 
排出ガス対策型建設機械／低騒音型建設機械 

工法 

低品質土有効利用工法／建設汚泥再生処理工法／ 

コンクリート塊再生処理工法／路上表層再生工法／路上再生路盤工法 

伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 

泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 

目的物 排水性舗装／透水性舗装／屋上緑化 
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表 9.5-7(3) エコマテリアルに関する目標、方針、基準等 

関係計画等 目標・施策等 

平成26年度東京都環

境物品等調達方針

（公共工事）（平成 26

年 12月 東京都） 

 

【目的】 

 グリーン購入法、東京都建設リサイクルガイドラインにもとづき、公共工事における

資材、建設機械、工法、目的物などの使用について、環境物品等の使用及び環境影響

物品等の使用抑制に関し必要な事項を定める。 

【方針】 

①適用範囲 

 都が平成26 年度に施工する公共工事のうち、起工額が500万円以上の建設工事等（解

体工事のみの場合を除く）に適用し、都の監理団体が施工するものを含む。都の報告

団体が施工する工事についてもできる限り本方針に基づき環境物品等の使用の推進及

び環境影響物品等の使用抑制に努めることが望ましいとされている。 

  また、区市町村が発注する工事については、グリーン購入法第10 条及びガイドライ

ンに基づき、独自の環境物品等の調達方針（公共工事）を作成し公表することが望ま

しいとされるが、独自の環境物品等の調達方針（公共工事）が未整備の段階において

は、本方針を準用して環境物品等の調達を推進する。 

②基本的考え方 

・建設資源循環へ寄与 

・廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化 

・他産業廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化 

・都内産の資材の活用 

・温室効果ガスの削減 

・環境影響物品等の使用抑制 

・関係法令等の順守 

【基準】 

 都等が公共工事において調達する環境物品等は、以下の３品目からとし、重複する場

合は①を優先する。 
 品目 要 件 

① 
特別品
目 

都が政策として、副産物対策や環境負荷軽減のため建設（実施）する施設・事

業等における副産物又は製品。 

1 建設発生土の有効利用を図るもの 
2.建設泥土の有効利用を図るもの 

3.建設発生木材の有効利用を図るもの 

4.熱帯雨林材及び針葉樹材の使用を抑制するもの 
5.コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の有効利用を図るもの 

6.廃棄物処理に伴う副産物の有効利用を図るもの 

7.都内の森林育成のため多摩産材の有効利用を図るもの 
8.温室効果ガスの削減を図るもの 

9.ヒートアイランド対策を図るもの 

10. その他環境負荷の低減に寄与するもの 

② 
特定調

達品目 

国がグリーン購入法に基づき策定する「環境物品等の調達の推進に関する基本
方針」のうち、「公共工事」に分類される資材、建設機械、工法、目的物など

の環境物品等と原則として同じもの。ただし、都等で調達することが適当でな

いものは除き、用語の表現や仕様等の一部は都独自の表現に改める。 

③ 
調達推

進品目 

1.環境省「グリーン購入法に係る公共工事の特定調達品目候補群」に掲載され

た資材、建設機械、工法、目的物。 

2.都各局の新材料や新工法に関する取扱要領等により公募・評価のうえ採用さ
れた環境物品等。 

3.国土交通省「官庁施設の環境保全性に関する基準」に記載されている環境物

品等。 
4.環境省HP記載のエコマーク・エコ商品ねっと・エコリーフ環境ラベル・PCグ

リーンラベル等で認定している環境物品等。 

5.国土交通省「新技術情報提供システム」(NETIS)に登録されている環境物品等。 
6.（財）建材試験センターその他の公的機関の登録制度などの対象となる環境

物品等。 

7.他道府県等の環境物品等登録制度等の対象品目。 
8.建設業団体が団体独自に定める環境物品等、ISO14001等環境管理システムを

有する請負者(建設業者)が独自に定める環境物品等。 
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表 9.5-8 建築物環境計画書制度のエコマテリアルに関する評価基準 

項 目 評価基準 

再生骨材等利用 

（任意評価項目） 

次のいずれかの材料として、再生骨材等を利用していること。 

①捨てコンクリート 

②工作物に用いられる現場打ちコンクリート又はコンクリート製品 

③その他これらに準ずるもの 

混合セメント等利用 杭、特定建築物の地下部分その他の当該セメントが利用できる部分に、次に掲げるセメント

のいずれかを利用していること。 

①高炉セメントＢ種若しくはＣ種又はフライアッシュセメントＢ種若しくはＣ種 

②廃棄物を焼却した際に発生する灰を主たる原料としたセメント 

③その他環境に配慮したセメント 

リサイクル鋼材利用 電炉鋼材その他のリサイクル鋼材を鉄筋以外の構造用材料として利用していること。ただ

し、特定建築物の全部が鉄筋コンクリート造である場合は適用しない。 

出典：「東京都建築物環境計画書作成の手引（第１版）」（平成 25年７月 東京都環境局） 

 

表 9.5-9(1) リサイクルに係る方針等 

法令、条例、 
関係計画等 

事業者の責務、目標・施策等 

建設工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律(建設リサイ
クル法) 
(平成 12 年法律第
104号) 
 
 
 

(建設業を営む者の責務) 
第五条 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工
事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分
別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければな
らない。 
2 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材(建設資材廃
棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第 41条において
同じ。)を使用するよう努めなければならない。 
(発注者の責務)  
第六条 発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の
再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設
資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなけれ
ばならない。 

建設リサイクル推進
計画 2014 
（平成 26年９月 国
土交通省） 
 

(計画の目標) 

対象品目 
平成 24年度 
（実績） 

平成 30年度 
目標 

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
再資源化率 

99.5％ 99％以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 99.3％ 99％以上 

建設発生木材 
再資源化・縮減率 

94.4％ 95％以上 

建設汚泥 85.0％ 90％以上 

建設混合廃棄物 
排出率 3.9％ 3.5％以下 

再資源化・縮減率 58.2％ 60％以上 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 96.0％ 96％以上 

建設発生土 建設発生土有効利用率 ― 80％以上 

注)目標値の定義は次のとおり。 
＜再資源化率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化された量と工事間利用された量の合

計の割合 
＜再資源化・縮減率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化及び縮減された量と工事間利用され

た量の合計の割合 
＜建設混合廃棄物排出率＞ 
・全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合 
＜建設発生土有効利用率＞ 
・建設発生土発生量に対する現場内利用およびこれまでの工事間利用等に適正に盛土さ

れた採石場跡地復旧や農地受入等を加えた有効利用量の合計の割合 
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表 9.5-9(2) リサイクルに係る方針等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建設リサ
イクル推進計画 
(平成 20 年４月 
東京都) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(目標値)（上段：全体の目標値、下段：都関連工事の目標値） 

対 象 品 目 平成 22年度（規定値） 平成 27年度 

建設廃棄物 94％  (92％) 95％ 
97％  (96％) 98％ 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 99％以上(99％) 99％以上 

99％以上(99％) 99％以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 99％以上(99％) 99％以上 

99％以上(99％) 99％以上 

建設発生木材 95％    (94％) 97％ 

99％以上(96％) 99％以上 

建設泥土 85％    (83％) 90％ 

90％  (86％) 95％ 

建設混合廃棄物 平成 17年度排出量に
対して 25％削減 

平成 17 年度排出量に
対して 50％削減 

建設発生土 90％    (84％) 92％ 

95％    (90％) 99％以上 

注 1) ( )内は、平成 17年度の実績値 
2) 建設発生木材は、実績値・目標値ともに焼却施設での縮減を含む。 
 
(目標値の定義) 

対 象 品 目 計 算 式 

再資源化率 

 a) ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
b) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

(再使用量＋再生利用量)/発生量 

再資源化・縮減率 

 
c) 建設発生木材 

(再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による減量
化量) /発生量 

d) 建設泥土 (再使用量＋再生利用量＋脱水等の減量化量) /発生量 

利用土砂の建設発生土利用率 

 
e) 建設発生土 

(土砂利用量のうち土質改良を含む建設発生土利用
量)/土砂利用量  ※利用量には現場内利用量を含む。 

 

東京都建設リサ
イクルガイドラ
イン 
（平成 23 年６
月 東京都） 

・「東京都建設リサイクル推進計画」（以下「推進計画」という。）に基づき策定されている。
推進計画の目標数値を達成するための各種の施策について定める。 

・対象工事は都・都監理団体・区市町村発注工事（都関連工事）。 
・取組内容は以下の通り。 
＜建設資源循環＞ 

①長期使用：建築物や工作物の長期使用。 
②発生抑制：建設工事等の施行に当たり、まず発生抑制を徹底。 
③事前調査及び利用調整等：毎年度、建設副産物の発生予測量等の調査を行い、現場内利
用、工事間利用等の促進のため利用調整を行う。各工事ごとにリサイクル計画を作成、
リサイクルが不十分な場合は阻害要因を明確にする。 

④分別解体等及び再資源化等：再資源化施設の受入基準等を踏まえ、建設資材廃棄物を種
類ごとに分別する。発生した建設資材廃棄物は、できる限り再資源化等を行う。 

⑤情報システムの活用：建設副産物の再資源化等に当たり、建設副産物に係る情報システ
ム等を活用する。 

⑥実態調査及び補足改善：現場内利用、工事間利用、再資源化等の実施状況は、毎年度、
実態調査で把握し、効果の大きい施策を継続、不十分な部分を補足改善する。 

⑦再生建設資材等の活用：建設工事等で使用する建設資材には、できる限り建設副産物を
再資源化することにより得られた物を活用する。 

・対象となる建設副産物等は以下の通り。 
・社会資本等の整備・更新等にともなう副産物：建設廃棄物、建設発生土、しゅんせつ土
等） 

・社会資本等の維持管理に伴う副産物：しゅんせつ土、せん定枝葉等 
・都民生活や産業活動等に係る廃棄物処理後の副産物（一般廃棄物、上水スラッジ、下水
汚泥等） 

・建設資材として使用を促進する環境物品等 
・熱帯雨林材等、使用を抑制すべき物品等 
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表 9.5-9(3) リサイクルに係る方針等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建設リサ
イクルガイドラ
イン（民間事業
版） 
（平成 23 年６
月 東京都） 

・「東京都建設リサイクル推進計画」に基づき策定されている。民間事業者を対象に、建設資
源循環に関する各種施策への協力を要請する目的で実施方法の情報提供を行うもの。 
・対象工事は、民間事業者が都内で施工するすべての建設工事。 
・取組内容は以下の通り。 
＜建設資源循環＞ 

①長期使用：建築物や工作物の長期使用に努める。 
②発生抑制：建設副産物が発生する建設工事等の施行に当たっては、まず発生抑制を徹底
する。 

③事前調査等：建設副産物が発生する場合、発生予測量等の調査を行い、この結果に基づ
き、現場内利用・工事間利用を促進する。 

④分別解体等及び再資源化等：工事現場における分別解体等に当たっては、搬出先の再資
源化施設の受入基準等を踏まえ、建設資材廃棄物をその種類ごとに分別する。また、工
事現場において発生した建設資材廃棄物は、できる限り再資源化等を行う。 

⑤実態調査及び補足改善：現場内利用、工事間利用、再資源化等の実施状況については、
実態調査を行い把握するとともに、その結果をもとに、効果の大きい施策を継続し、不
十分な部分を補足改善する。 

⑥再生建設資材等の活用：建設工事等で使用する建設資材には、できる限り建設副産物を
再資源化することにより得られた物を活用する。 

・対象となる建設副産物等は以下の通り。 
・社会資本等の整備・更新等にともなう副産物：建設廃棄物、建設発生土、しゅんせつ土
等） 

・社会資本等の維持管理に伴う副産物：しゅんせつ土、せん定枝葉等 
・建設資材として使用を促進する環境物品等 
・熱帯雨林材等、使用を抑制すべき物品等  
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表 9.5-9(4) リサイクルに係る方針等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建設泥土
リサイクル指針
（平成 21 年４
月 東京都） 

・都関連工事全体において泥状の掘削物質等が発生する工事及び築堤及び盛土及び埋戻しな
どに土砂等が必要な工事が対象。建設泥土リサイクルの基本方針、関係部局による基準等
の根拠としての位置付け。 

・建設泥土とは廃棄物処理法で「汚泥」として取り扱われるものをさす。水等を使用しない
地山掘削工法で発生した泥土は土砂として別途に扱う。 

・一体の施工システム内の処理工程で余剰の泥水等を処理し、搬出時点で泥状でないものは、
要件を満たした都関連工事に限り建設発生土として別途取り扱う。 

・基本的な取組方針は以下の通り。 
①計画的な取組の推進：事前調査を十分に行い、リサイクル計画を作成する。指針の策定・
施策は「東京都建設副産物対策協議会」、発生材の利用調整等は「東京都建設発生土利用
調整会議」が行う。 

②発生抑制：建設泥土の発生が少ない工法等の採用。工事現場において一体の施工システ
ム内の処理工程により、搬出時に建設発生土として利用できるよう改良する等して泥土
の発生を抑制する。 

③自ら利用（現場内利用）：建設泥土を一体の施工システム外で改良したものを現場内で利
用可能な場合は、自ら利用する。また、一体の施工システム内処理土は建設発生土とし
て現場内利用を行う。 

④工事間利用の促進：工事現場外に搬出せざるを得ない場合は、一体の施工システム内処
理土等は建設発生土の工事間利用として、建設泥土改良土は、一般指定制度又は個別指
定制度等により工事間利用を最大限に行う。また、その利用調整は利用調整会議が行う。  

⑤海面処分場の覆土材利用の促進：工事現場外に搬出せざるを得ず工事間利用ができない
場合は、一体施工システム内処理土は建設発生土として、建設泥土改良土は一般指定制
度又は個別指定制度により、海面処分場の覆土材利用を行う。  

 その利用調整は、利用調整会議が行い、一体施工システム内処理土、債務工事で前年度
からの継続工事を優先に利用調整する。毎年度の海面処分場の埋立事業計画に定める覆
土材必要量を超える場合は対象外となるが、このうち、泥土圧シールド（推進）工法の
工事は、新海面処分場の基盤整備用材利用の対象とする。 

⑥新海面処分場の基盤整備用材利用の促進：工事現場外に搬出せざるを得ず、工事間利用
又は海面処分場の覆土材利用ができない場合、一体施工システム内で改良した場合は建
設発生土として、一体施工システム外で改良した場合は建設泥土改良土として一般指定
制度により、新海面処分場の基盤整備用材利用を一定の枠内で行う。利用調整は利用調
整会議が行うものとし、海面処分場の覆土材利用ができないものを対象とする。 

⑦再資源化施設の活用：発生抑制、自ら利用（現場内利用）を最大限に行った後、工事間
利用、海面処分場の覆土材利用、新海面処分場の基盤整備用材利用等ができないものは、
建設資材製造の原料として活用するとともに、再資源化施設において再資源化を行う。
工事現場から直接最終処分してはならない。 

⑧資源としての有効利用：発注部局が施行する各種事業において、築堤、盛土、埋戻し等
に土質材料等が必要な場合は、分別土、分級処理土、一体の施工システム内処理土、混
合処理土、建設泥土改良土を建設資材として積極的に利用しなければならない。 

⑨リサイクルを支える仕組みの強化：リサイクル実施状況についての報告や調査の実施等
により、毎年度フォローアップを行っていく。 

 また、各種の施策を着実に推進するため、基準類の整備、研究開発等、リサイクルを支
える仕組みの強化を図る。 
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9.5.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020 年東京大会の実施においてエコマテリアルの利用が可能な期間とし、

大会開催前、大会開催中、大会開催後において代表的な時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の施工計画等から推定する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

建設工事にあたっては、「平成26年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成26年12月 

東京都）に基づき、建設資材等の環境物品等の調達や環境影響物品等の使用抑制を図るとともに、

特定建築者制度1により実施する工事においても「東京都建設リサイクルガイドライン（民間事業

版）」（平成23年６月 東京都）を踏まえた協力のもと実施することから、エコマテリアルの利用

が図られると予測する。 

 

1 選手村整備のうち、宿泊施設の建築物を建設する(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の整備手法については、都が施行主

体として一元的な工程管理と総合的なまちづくりが可能な市街地再開発事業を実施し、施行者以外の者（民間事業者）が

施設建築物の建築主体となる特定建築者制度を活用して、建物の整備を進めていく予定である。 
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9.5エコマテリアル 

9.5.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・建設資材についてエコマテリアルの適用品目があるものについては、適用品目の利用に努め

る。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・今後、開発・実用化される素材についても、積極的に利用するよう努める。 

 

9.5.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、標準的なエコマテリアルの活用水準とした。 

 

(2) 評価の結果 

建設工事にあたっては、「平成26年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」（平成26年12月 

東京都）に基づき、建設資材等の環境物品等の調達や環境影響物品等の使用抑制を図るとともに、

特定建築者制度2により実施する工事においても「東京都建設リサイクルガイドライン（民間事業

版）」（平成23年６月 東京都）を踏まえた協力のもと実施することから、エコマテリアルの利用

が図られると考える。 

以上のことから、エコマテリアルの活用が図られ、評価の指標を満足するものと考える。 

 

2 選手村整備のうち、宿泊施設の建築物を建設する(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の整備手法については、都が施行主

体として一元的な工程管理と総合的なまちづくりが可能な市街地再開発事業を実施し、施行者以外の者（民間事業者）が

施設建築物の建築主体となる特定建築者制度を活用して、建物の整備を進めていく予定である。 

- 107 - 

                             



9.5エコマテリアル 
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9.6温室効果ガス 

9.6 温室効果ガス 

9.6.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.6-1に示すとおりである。 

表 9.6-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①原単位等の把握 
②対策の実施状況 
③東京都等の計画等の状況 
④法令等による基準等 

選手村の整備に伴い建設機械の稼働による温室効
果ガスの排出量及びその削減の影響が考えられる
ことから、左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 原単位等の把握 

調査は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.5」（平成 26年５月 環境省・

経済産業省）の整理によった。 

2) 対策の実施状況 

調査は、業界団体等の既存資料の整理によった。 

3) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都建築物環境配慮指針」（平成 21 年９月 東京都）、「東京都地球温暖化対策

指針」（平成 26年４月 東京都）、「東京都気候変動対策方針」（平成 19年６月 東京都）等の

計画等の整理によった。 

4) 法令等の基準等 

調査は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号）、特定製品に係るフ

ロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成 13 年法律第 64 号）、環境確保条例

（平成 12年条例第 215条）の法令等の整理によった。 
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9.6温室効果ガス 

(4) 調査結果 

1) 原単位等の把握 

ア．燃料種別の原単位 

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.5」（平成26年５月 環境省・経済

産業省）による排出原単位は、表9.6-2に示すとおりである。 

表 9.6-2 燃料の種類、単位発熱量及び排出係数 

No 燃料の種類 単位発熱量 排出係数 

1 原料炭 29.0 GJ/t 0.0245 tC/GJ 

2 一般炭 25.7 GJ/t 0.0247 tC/GJ 

3 無煙炭 26.9 GJ/t 0.0255 tC/GJ 

4 コークス 29.4 GJ/t 0.0294 tC/GJ 

5 石油コークス 29.9 GJ/t 0.0254 tC/GJ 

6 コールタール 37.3 GJ/t 0.0209 tC/GJ 
7 石油アスファルト 40.9 GJ/t 0.0208 tC/GJ 

8 コンデンセート（NGL） 35.3 GJ/kl 0.0184 tC/GJ 

9 原油（コンデンセート（NGL）を除く） 38.2 GJ/kl 0.0187 tC/GJ 

10 ガソリン 34.6 GJ/kl 0.0183 tC/GJ 

11 ナフサ 33.6 GJ/kl 0.0182 tC/GJ 

12 ジェット燃料油 36.7 GJ/kl 0.0183 tC/GJ 

13 灯油 36.7 GJ/kl 0.0185 tC/GJ 

14 軽油 37.7 GJ/kl 0.0187 tC/GJ 

15 Ａ重油 39.1 GJ/kl 0.0189 tC/GJ 

16 Ｂ・Ｃ重油 41.9 GJ/kl 0.0195 tC/GJ 

17 液化石油ガス（LPG） 50.8 GJ/t 0.0161 tC/GJ 

18 石油系炭化水素ガス 44.9 GJ/千 Nm3 0.0142 tC/GJ 
19 液化天然ガス（LNG） 54.6 GJ/t 0.0135 tC/GJ 

20 天然ガス（液化天然ガス（LNG）を除く） 43.5 GJ/千 Nm3 0.0139 tC/GJ 

21 コークス炉ガス 21.1 GJ/千 Nm3 0.0110 tC/GJ 

22 高炉ガス 3.41 GJ/千 Nm3 0.0263 tC/GJ 

23 転炉ガス 8.41 GJ/千 Nm3 0.0384 tC/GJ 

24 都市ガス 44.8 GJ/千 Nm3 0.0136 tC/GJ 

注1)「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」は「東京都地

球温暖化対策指針」で指定するガイドラインの１つである。 

2)「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」では、表中の

値は第2計画期間の排出係数として掲載されており、都市ガスの単位発熱量については、下表が別途

掲載されている。 

表 東京都内の都市ガス事業者の単位発熱量 

事業者名 ガスグループ 単位 H19～ 

東京ガス 13A GJ/千Nm3 45 

青梅ガス 13A GJ/千 Nm3 43.12 

武陽ガス 13A GJ/千 Nm3 45 

昭島ガス 13A GJ/千 Nm3 45 

 

また、間接排出として、「他人から供給された電気」「他人から供給された熱」について、電気事業者等、熱供

給事業者等の別によらず一律に、第 2計画期間は、次の標準値を用いることとしている。 

区 分 第２計画期間 

他人から供給された電気の排出係数 0.489 t-CO2/千 kWh 

他人から供給された熱（蒸気・温水・冷水）の排出係数 0.060 t-CO2/GJ 

出典：「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 

（平成 18年経済産業省・環境省令第３号）」 

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.5」（平成 26年５月 環境省・経済産業省） 

「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」（平成 26年４月 

東京都環境局） 
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2) 対策の実施状況 

施工時における温室効果ガス削減対策として、対策例は、表 9.6-3に示すとおりである。 

表 9.6-3 施工時における CO2削減対策例 

分 野 対 策 

物流の効率化 

・建設発生土の場内有効利用による場外搬出量の削減 
・工事間利用の促進等による搬送距離の短縮 
・発生土搬出等での船運利用や廃棄物巡回回収等、輸送方法の

改善 

重機・車両の効率化・適正使用 

・重機・車両の省燃費運転指導 
・建設現場で稼働する重機・車両の適正整備の励行 
・エネルギー効率に優れた建設機械・車両の採用促進 
・BDFの使用 

仮設電気設備・機器の効率化・適
正使用 

・エネルギー効率の高い機器及び工具の使用促進 
・自動制御等による無駄な使用の抑制 

省エネルギー性に配慮した工法の
採用 

・電動化の促進 
・作業内容に適応した建設機械。車両の採用促進 

現場事務所における省エネルギー
行動の推進 

・こまめな消灯、空調温度・照度の適正等の省エネルギー活動
促進 

現場事務所における高効率設備・
機器の採用 

・エネルギー効率の高い空調・照明機器の使用 
・断熱性の高い仮設事務所の採用 
・太陽光発電等、再生可能エネルギー発電の導入 

出典：建設業の環境自主行動計画第５版 2013-2015年度（（社）日本建設業連合会）
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3) 東京都等の計画等の状況 

温室効果ガスに関する東京都等の計画等については、表 9.6-4(1)～(4)に示すとおりである。 

表 9.6-4(1) 温室効果ガスに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建築物環境配慮指針 

（平成 21年９月 東京都） 

1.特定建築物のエネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、 自然環境の保全

及びヒートアイランド現象の緩和に係る措置について配慮事項、取組状況の

評価、省エネルギー性能基準に適合するための措置、再生可能エネルギー利

用設備導入に係る措置の検討方法等について定める。 

2.環境配慮措置の配慮事項 

 特定建築主は、特定建築物について、環境への配慮のための措置を講じる際

は、別表にある事項について配慮を行い、措置を定める。 

3.環境配慮措置の取組状況評価 

 特定建築主は、環境配慮措置についての取組状況について、特定建築物の住

宅用途又は住宅以外の用途の別に定める評価基準への適合状況を把握し、適

合する評価基準に対応する評価基準の段階ごとに次の表に定めるところによ

り配点を行い、取組・評価書を作成する。 

評価基準の段階 
評価基準への適

合に対する配点 

段階 1(環境への配慮のための措置として環境への負荷の

低減を図る上で必要なもの) 
0点 

段階 2(環境への配慮のための措置として環境への負荷の

低減に高い効果を有するもの) 
1点 

段階 3(環境への配慮のための措置として環境への負荷の

低減に著しく高い効果を有するもの) 
2点 

4.大規模特定建築主は再生可能エネルギー利用設備の導入に関する検討を行

う。 

5.特別大規模特定建築主は省エネルギー性能基準の値に適合するよう措置を講

じるものとし、その内容を取組・評価書に記載する。 

6.特別大規模特定建築主はエネルギー有効利用計画書において設定したエネル

ギーの使用の合理化に関する性能の目標値以上の性能を確保するよう講じた

措置の内容を、取組・評価書に記載する。 

7.特定建築主は環境への配慮のための措置等の実施結果を示した書類につい

て、取組・評価書を用いて作成し、工事完了届出書に添付する。 

8. 知事が、エネルギーの使用の合理化に関する性能の状況について報告を求め

る内容は、特別大規模特定建築主が行った建築設備の運転及び制御の方法の

調整の状況並びにその結果として把握されたエネルギーの使用の状況とす

る。 
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表 9.6-4(2) 温室効果ガスに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都建築物環境計画書制度 

（平成 14年６月 東京都） 

・東京都建築物環境配慮指針、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・

規則を根拠とした制度。 

・対象建築物 

 計画書提出義務：大規模特定建築物（5,000m2超） 

         特別大規模特定建築物（10,000 m2超） 

 計画書任意提出：特定建築物（2,000 m2以上） 

・制度の特徴 

1 建築物における幅広い環境分野を対象とした制度 

2 建築主自身が環境配慮の取組を配慮指針に基づいて評価する制度 

3 
計画書を都が公表することにより、建築物の環境配慮の状況を広く明

らかにする制度 

4 積極的な環境配慮の取組を行った場合、そのレベルが明示される制度 

5 

計画時の「建築物環境計画書」だけでなく工事完了時においても、実

際にどのように建築物の環境への配慮のための取組が行われたかを明

確にすることを求めた制度 

6 
従来型の規制的な手法ではなく、誘導的な手法により建築主の自主的

な取組を促す制度 

 

・2010年以降の制度強化項目 

1 

建築物環境計画書制度の対象拡大【2010年 10月より実施】  

・現行延床面積 1万 m2から 5千 m2超へ引き下げ 

・延床面積 2千 m2以上 5千 m2以下は任意提出が可能 

2 
マンション環境性能表示義務の対象拡大  

・分譲マンションに加え、賃貸マンションにも表示義務 

3 

再生可能エネルギー利用設備の導入検討義務  

・太陽エネルギー、地中熱、バイオマス等が対象 

・太陽エネルギーについては、導入検討内容について提出を義務 

4 

省エネルギー性能評価書制度の新設  

・賃貸等の取引時に建築主が省エネルギー性能評価書を交付 

・PALと ERRを各々５段階で表示、採用した省エネ設備も表示 

・延床面積 1万 m2超が対象。ただし、住宅、倉庫、工場、駐車場等の

用途は対象外 

5 

省エネルギー性能基準の設定と義務化  

・次の両方の基準に適合するよう措置を講ずること（延床面積 1万 m2

超の特別大規模特定建築物（非住宅）が対象） 

①PAL*の低減率が、住宅、工場等を除く用途のいずれかの延べ面積が

2,000 m2以上である場合、非住宅用途の部分全体で 0以上であるこ

と。 

②ERRが、住宅を除く用途のいずれかの延べ面積が 2,000 m2以上であ

る場合、建物全体で 0以上であること。 

6 

省エネルギー性能目標値の確保  

・特定開発事業においては、エネルギー有効利用計画で設定した性能

目標値以上を確保するよう措置を講ずる 

  

東京都地球温暖化対策指針 

（平成 26年４月 東京都） 

・温室効果ガス排出事業者が取り組むべき地球温暖化の対策の推進体制の整備、

温室効果ガス排出量の把握、地球温暖化対策計画書及び地球温暖化対策報告

書等を作成するための方法等について定めている。 

・事業者は、自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの量の把握及びそ

の削減等のための措置を継続的に実施するよう努めなければならない。 

・事業者は、他の事業者が取り組む当該他の事業者自らの事業活動に伴い排出

される温室効果ガスの量の把握及びその削減等のための措置の実施に対し、

必要な協力を行うよう努めなければならない。 

・事業者は、東京都が実施する温室効果ガスの排出削減のための施策について

把握及び理解に努め、効果的に施策が実施されるよう協力しなければならな

い。 
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表 9.6-4(3) 温室効果ガスに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都気候変動対策方針 

（平成 19年６月 東京都） 

 

「カーボンマイナス東京 10 年プロジェクト」（東京の温室効果ガス排出量を、

2020年までに 2000年から 25％削減）を目標とする基本方針。 

＜実現のための方針＞ 

1.企業の CO2削減を推進：大規模排出事業所には削減義務と排出量取引制度の導

入、中小企業の省エネ対策等を「環境 CBO」等の導入で推進、金融機関に対し

環境投融資の拡大と投資実績の公開を要請、「グリーン電力購入」の推進、大

気汚染対策と連携した取組 

2.家庭の CO2削減を本格化：「白熱球の一掃作戦」、太陽熱市場の再生、住宅の省

エネルギー性能の向上、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の普及促進 

3.都市づくりでの CO2削減をルール化：世界トップクラスの建物省エネ仕様を策

定し都の施設へ全面適用、大規模新築建築物等に対する省エネ性能の義務化、

大規模新築建築物等に対する「省エネルギー性能証書（仮称）」の導入、地域

におけるエネルギーの有効利用や再生可能エネルギー利用の推進 

4.自動車交通での CO2削減を加速：低燃費車普及推進、環境自動車燃料導入促進、

エコドライブ等の支援、公共交通を生かした交通量対策 

5.各部門の取組を支える、都独自の仕組みを構築：CO2排出量取引制度の導入、

中小企業・家庭の省エネ努力を促進・支援する制度の構築、「省エネルギー促

進税制」の導入を免税・課税の両面で検討 

総量削減義務と排出量取引制

度 

（平成 20年７月 東京都） 

・対象となる事業所：前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で年間 1,500kL

以上の事業所 

・削減計画期間：５年間 第１計画期間:2010～2014年度／第２計画期間:2015

～2019年度 以後、５年度ごとの期間 

・基準排出量：2002年度から 2007年度までの間のいずれか連続する３か年度 

・削減義務率：第１計画期間: 8％又は 6％の削減義務／第２計画期間： 17％

又は 15％の削減義務。優良特定地球温暖化対策事業所（トップレベル事業所）

について、「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所」として、「知

事が定める基準」に適合すると認められたときは、当該事業所に適用する削

減義務率を 1/2又は 3/4に緩和 

・排出量取引（都基準によりクレジット化した排出量を取引で取得）：超過削減

量、中小クレジット、再エネクレジット、 都外クレジット、埼玉連携クレジ

ット 

・事業所の推進体制：指定地球温暖化対策事業所では、事業所ごとに、統括管

理者・技術管理者を選任しなければならない。 

・地球温暖化対策計画書の提出と公表：制度対象となる大規模事業所は、毎年、

削減目標、目標を達成するための措置の計画及び実施状況、特定温室効果ガ

スの年度排出量、その他ガスの年度排出量を記載した地球温暖化対策計画書

を作成し、知事に提出する。また公表する義務がある。 

・テナントビルへの対応：事業所の所有者を義務対象の基本としつつ、全ての

テナント事業者に、事業所の所有者の削減対策に協力する義務があり、特定

テナント等事業者（総量削減義務の対象事業所内のテナントであって、床面

積 5,000m2以上を使用している事業者、床面積にかかわらず、前年６月１日か

らの 1 年間の電気の使用量が 600 万 kWh 以上の事業者）には、テナント事業

者独自の対策に関する計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進

する義務がある。 

・検証を要するもの：本制度対象事業所は、基準排出量の申請（当初のみ）、排

出量の報告（毎年度）、トップレベル事業所の認定申請、その他ガスの削減量

の認定。その他の事業所（及び都内中小）は、排出量取引に利用する削減量

や再生可能エネルギー環境価値の認定 

地球温暖化対策報告書制度 

（平成 20年７月 東京都） 

・燃料・熱・電気使用量の原油換算量が 1,500kL/年未満の中小規模事業所を対

象に、CO2排出量を把握し、抑制対策の実施を推進する。 

・同一事業者が都内に複数の事業所を置いており、合計の原油換算エネルギー

使用量の合計が 3,000 kL /年以上になる場合、各事業所の原油換算エネルギ

ー使用量が 30 kL/年以上 1,500 kL/年未満でも、事業者に報告書とりまとめ

と報告の義務が課せられる。 

・フランチャイズ（連鎖化）事業者の場合、一定の要件に当てはまる場合は対

象となる。 

・義務提出となる事業所等以外の都内の全ての中小規模事業所についても、自

主的に報告書の提出ができる。 
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表 9.6-4(4) 温室効果ガスに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

地域におけるエネルギーの有

効利用に関する制度 

（平成 22年１月 東京都） 

 

 

 

・特定開発事業（１区域において、すべての建築物の延床面積の合計が 50,000m2

以上の開発事業）、において低 CO2型都市づくりを推進するために、計画の早

い段階から未利用エネルギー・再生可能エネルギー・地域冷暖房に関する検

討を実施し、計画段階で省エネルギー性能の目標値を設定・確認するなど、

エネルギー供給に関する関係者の義務を明確化するもの。 

・事業者の義務 

①エネルギー有効利用計画書の提出・公表 

②地域エネルギー供給計画書の提出・公表（地域冷暖房を導入する場合） 

③地域エネルギー供給実績報告書の提出・公表 

④熱供給受入検討報告書の提出（地域冷暖房区域内で、住宅以外延床面積

10,000m2以上、又は住宅延床面積 20,000m2以上） 

⑤その他の協力義務 

中央区環境行動計画 

（平成 20年３月 中央区） 

（地球温暖化対策） 

・計画の目標：東京都と連携し、2020（平成 32）年までに都の目標「2000（平

成 12）年比 25％の二酸化炭素排出削減」をめざす。 

・削減目標達成に向けた取組み 

・家庭や事業所における環境負荷の低減（事業所向け二酸化炭素排出抑制シ

ステムの普及、家庭向け二酸化炭素排出抑制システムの普及、新築・回収

建物の省エネルギー化の推進、中央区の森等） 

・省エネルギーの推進（省エネルギー機器・設備の利用拡大、省エネルギー

行動の推進） 

・エネルギーの有効利用（自然エネルギーの活用） 

・省資源の推進（３Ｒの普及、資源回収品目の拡大） 

・環境教育・環境学習の推進（エコスクールの推進、環境学習の推進） 

・低炭素型の都市構造の創造 

・広域的な環境協力 
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4) 法令等の基準等 

温室効果ガスに関する法令等については、表 9.6-5(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.6-5(1) 温室効果ガスに関する法令等 

法令・条例等 事業主の責務等 

地球温暖化対策の推進に関す

る法律(温対法) 

(平成 10年法律第 117号) 

(事業者の責務) 

第５条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のため

の措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含

む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効

果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。 

(温室効果ガス算定排出量の報告) 

第 21 条の２ 事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この

条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政

令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定め

るところにより、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量

に関し、主務省令で定める事項（当該特定排出者が政令で定める規模以上の

事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所

ごとに主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主

務省令で定める事項）を当該特定排出者に係る事業を所管する大臣（以下「事

業所管大臣」という。）に報告しなければならない。 

２ 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用さ

せ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営

に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者（以

下この項において「加盟者」という。）が設置している事業所における温室効

果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがある

もの（以下この項において「連鎖化事業」という。）を行う者（以下この項に

おいて「連鎖化事業者」という。）については、その加盟者が設置している当

該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の

事業活動とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「事

業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を設置している場合（次項に

規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置してい

る場合を含む。）」とする。 

３ この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質

ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定

める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を

乗じて得た量をいう。 

(事業者の事業活動に関する計画等) 

第 22条 事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところ

に留意しつつ、単独に又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための

措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)

に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。 

２ 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定め

るところに留意しつつ、単独に又は共同して、同項の計画に係る措置の実施

の状況を公表するように努めなければならない。 

特定製品に係るフロン類の回

収及び破壊の実施の確保等に

関する法律 

(平成 13年法律第 64号) 

(事業者の責務) 

第４条 事業者は、前条第１項の指針に従い、特定製品が整備され、又は廃棄

される場合において当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実

に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されて

いるフロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならない。 
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表 9.6-5(2) 温室効果ガスに関する法令等 

法令・条例等 事業主の責務等 

都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例(環境確保

条例) 

（平成 12年東京都条例 

第 215号） 

(事業者の責務) 

第４条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減及び公害

の防止のために必要な措置を講ずるとともに、知事が行う環境への負荷の低

減及び公害の防止に関する施策に協力しなければならない。 

２ 事業者は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために従業者の訓練体制そ

の他必要な管理体制の整備に努めるとともに、その管理に係る環境への負荷

の状況について把握し、並びに公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時

監視しなければならない。 

(特定地球温暖化対策事業所の温室効果ガス排出量の削減) 

第５条の 11 特定地球温暖化対策事業所の所有事業者等(以下「特定地球温暖

化対策事業者」という。)は、各削減義務期間ごとに、当該特定地球温暖化対

策事業所における算定排出削減量(排出削減量に、第１号の量及び第２号の量

を加え、第３号の量を減じて得た量をいう。以下同じ。)を、当該削減義務期

間終了後の規則で定める日までに、削減義務量以上としなければならない。 

(後略) 

(地球温暖化対策計画書の作成等) 

第６条 指定地球温暖化対策事業者は、毎年度、指定地球温暖化対策事業所ご

とに、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「地球温暖化対策計画書」とい

う。)を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、第６号の量については、第５

条の 11 第４項の規定による検証の結果を添えて、規則で定めるところによ

り、知事に提出しなければならない。ただし、第５条の８第２項の規定によ

り検証の結果が既に提出されているときは、同号の量について検証の結果を

添えることは要しない。 

(後略) 

(地球温暖化対策計画の公表) 

第８条 指定地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画書を提出したとき

は、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならな

い。 

(建築主の責務) 

第 18条 建築物の新築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、当該

建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)に係るエネルギーの使用の

合理化、資源の適正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和及

び再生可能エネルギーの利用について必要な措置を講じ、環境への負荷の低

減に努めなければならない。 

(配慮指針に基づく環境配慮の措置) 

第 20 条 規則で定める規模を超える特定建築物(以下「大規模特定建築物」と

いう。)の新築等をしようとする者(以下「大規模特定建築主」という。)は、

当該大規模特定建築物及びその敷地(以下「大規模特定建築物等」という。)

について、配慮指針に基づき適切な環境への配慮のための措置を講じなけれ

ばならない。 

(省エネルギー性能基準の順守) 

第 20 条の３ 規則で定める規模を超える大規模特定建築物(以下「特別大規模

特定建築物」という。)の新築等をしようとする大規模特定建築主(以下「特

別大規模特定建築主」という。)は、配慮指針で定めるところにより、当該特

別大規模特定建築物(規則で定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建

築物を除く。)について、規則で定める省エネルギー性能基準の値に適合する

よう措置を講じなければならない。 

(建築物環境計画書の作成等) 

第 21条 大規模特定建築主は、規則で定めるところにより、大規模特定建築物

等について、次に掲げる事項を記載した環境への配慮のための措置について

の計画書(以下「建築物環境計画書」という。)を作成し、建築基準法第６条

第 1項の規定に基づく確認の申請又は同法第 18条第２項の規定に基づく通知

の前であって規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。 
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9.6.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、温室効果ガスの排出量及びその削減の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設、改修又は撤去の工事、会場運営、競技

の実施、温室効果ガスを使用する設備機器のガス交換、移設又は廃棄等で温室効果ガスの排出及

び削減が生じると思われる時点とし、大会開催前、大会開催中及び大会開催後においてそれぞれ

代表的な時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地とした。  

 

(4) 予測手法 

予測手法は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の施工計画の内容を基に、排出量を算出する方

法によった。 

排出量は、下記に示す計算式で算出した。建設機械毎の燃料使用量及び建設機械毎の稼働台数

合計は、表 9.6-6及び表 9.6-7に示すとおりである。 

 

＜ディーゼルエンジンを搭載した機械＞ 

二酸化炭素排出量（t-CO2）＝燃料使用量（L）×二酸化炭素排出原単位（kg- CO2/L）/1,000 

燃料使用量（L）＝稼働時間（h）×燃料消費量(時間当たり)（L/h） 

稼働時間（時間/月）＝1日の工事時間（時間/日）×1日の稼働率（％） 

×月の稼働日数（日/月） 

燃料消費量(時間当たり)(L/h)＝定格出力(kW) 

×燃料消費率(出力時間当たり)(L/kW・h) 

二酸化炭素排出原単位（kg- CO2/L）＝単位発熱量（GJ/kL）×排出係数（tC/GJ）×44/12 

 

＜電動式の機械＞ 

二酸化炭素排出量（t-CO2）＝電力使用量（kWh）×排出係数（t-CO2/kWh） 

電力使用量（kWh）＝稼働時間（h）×電力消費量(時間当たり)（kWh /h） 

稼働時間（時間/月）＝1日の工事時間（時間/日）×1日の稼働率（％） 

×月の稼働日数（日/月） 

電力消費量(時間当たり)(kWh /h)＝定格出力(kW) 

×電力消費率(出力時間当たり)(kWh/kW・h) 

排出係数（t-CO2/kWh）：東京電力株式会社の平成 25年度の実排出係数（＝0.000530） 
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表 9.6-6 建設機械毎の燃料使用量 

使用機械名 
定格出力 
（kw） 

燃料消費率 
（ｌ/ｋW・h） 
※電力消費率 

（ｋW h/ｋW・h） 

1日の 
工事時間 
(時間) 

1日の 
工事時間中 
での稼働率 

(％) 

標準 
運転時間 

（時間／日） 

月の 
稼働日数 
（日） 

アースドリル掘削機 162.0  0.093  9 70.0  6.30  21  
三点式杭打機 147.0  0.085  9 70.0  6.30  21  
バイブロハンマー 120.0  ※ 0.305  9 70.0  6.30  21  
発電機（450kVA） 427.0  0.170  9 70.0  6.30  21  
発電機（125kVA） 134.0 0.170 9 70.0 6.30 21 
0.1m3バックホウ 20.0  0.175  9 70.0 6.30 21 
0.25m3バックホウ 41.0  0.175  9 70.0  6.30  21  
0.4m3バックホウ 60.0  0.175  9 70.0  6.30  21  
0.7m3バックホウ 104.0  0.175  9 70.0  6.30  21  
ブルドーザー 103.0  0.175  9 70.0  6.30  21  
クラムシェル 97.0  0.175  9 70.0  6.30  21  

5tラフタークレーン 40.0  0.089  9 70.0  6.30  21  
20tラフタークレーン 147.0  0.044  9 70.0  6.30  21  
50tクローラクレーン 132.0  0.089  9 70.0  6.30  21  
200tクローラクレーン 235.0 0.089 9 70.0 6.30 21 
タワークレーン(電動) 105.0  ※ 0.305  9 70.0 6.30 21 
コンクリートポンプ車 265.0  0.078  9 70.0  6.30  21  
フィニッシャー 70.0  0.152  9 70.0  6.30  21  
タイヤローラ 71.0  0.100  9 70.0  6.30  21  
ロードローラ 56.0  0.108  9 70.0  6.30  21  
振動ローラ 21.0  0.152  9 70.0  6.30  21  
モーターグレーダ 78.0  0.108  9 70.0  6.30  21  
注 1）燃費消費率及び電力消費率は、「平成 26年度版 建設機械等損料表」（平成 26年 （一社）日本建設機械化協会）

による。 

2）バイブロハンマーの稼働に係る電力は、発電機からの供給とする。 

 

表 9.6-7 建設機械毎の稼働台数合計 

使用機械名 工事期間中の稼働台数合計 

アースドリル掘削機 756 
三点式杭打機 798 
バイブロハンマー 798 
発電機（450kVA） 798 
発電機（125kVA） 2,814 
0.1m3バックホウ 105 
0.25m3バックホウ 3,255 
0.4m3バックホウ 6,321 
0.7m3バックホウ 4,830 
ブルドーザー 1,722 
クラムシェル 126 
5tラフタークレーン 378 
20tラフタークレーン 6,321 
50tクローラクレーン 8,883 
200tクローラクレーン 4,137 
タワークレーン(電動) 1,512 
コンクリートポンプ車 5,313 
フィニッシャー 84 
タイヤローラ 420 
ロードローラ 105 
振動ローラ 273 
モーターグレーダ 84 
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(5) 予測結果 

建設機械の稼働に伴う温室効果ガス排出量は、表 9.6-8 に示すとおりである。約 3,100t-CO2/

年と予測する。 

表 9.6-8 建設機械の稼働に伴う二酸化炭素排出量 

区 分 燃料等 使用量 二酸化炭素排出量（t-CO2/年） 

ディーゼルエンジ
ンを搭載した機械 

軽油（kL） 4,433 
約 3,100 

電動式の機械 電力（kWh） 305,057 

注) 表中の二酸化炭素排出量は、工事期間中の二酸化炭素排出量合計に対して、平均した

年間当たりの二酸化炭素排出量を示す。 
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9.6.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映しなかった措置 

・アイドリングストップの掲示等を行い、不必要なアイドリングの防止を徹底する。 

 

9.6.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、東京都が策定している温室効果ガスに関する目標、計画、対策等とした。 

 

(2) 評価の結果 

建設機械の稼働に伴う温室効果ガス排出量は、約 3,100t-CO2/年と予測する。 

工事の実施にあたっては、不必要なアイドリングの防止を徹底することで、温室効果ガス排出

量を削減するよう努める。 

以上のことから、建設工事に伴い生じる環境への負荷の削減を図り、評価の指標は満足するも

のと考える。 
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9.7エネルギー 

9.7 エネルギー 

9.7.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.7-1に示すとおりである。 

表 9.7-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①エネルギー使用原単位等の把握 
②対策の実施状況 
③東京都等の計画等の状況 
④エネルギー消費に関する法令等の

基準等 

選手村の整備に伴いエネルギーの使用量及びその
削減の影響が考えられることから、左記の事項に係
る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) エネルギー使用原単位等の把握 

調査は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.5」（平成 26年５月 環境省・

経済産業省）の整理によった。 

2) 対策の実施状況 

調査は、業界団体等の既存資料の整理によった。 

3) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方針」（平成 24年５月 東京都）、「東

京都の省エネルギー目標」（平成 26年３月 東京都）の計画等の整理によった。 

4) エネルギー消費に関する法令等の基準等 

調査は、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49号）の整理によった。 

 

(4) 調査結果 

1) エネルギー使用原単位等の把握 

エネルギー使用原単位等の把握は、「9.6温室効果ガス 9.5.1現況調査 （4）調査結果 1）

原単位等の把握」に示したとおりである。 

2) 対策の実施状況 

対策の実施状況は、「9.6温室効果ガス 9.5.1現況調査 （4）調査結果 2）対策の実施状

況」に示したとおりである。 
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3) 東京都等の計画等の状況 

エネルギーに関する東京都等の計画等については、表 9.7-2に示すとおりである。 

表 9.7-2 エネルギーに関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

東京都の省エネルギー目標 

（平成 26年３月 東京都） 

・東京都の「2020年までに東京の温室効果ガス排出量を 2000年比で 25％削減す

る」という目標を掲げ、様々な先駆的対策に取り組んできているが、エネルギ

ー消費量が減少する一方で、都内に供給される電気の CO2排出係数の悪化によ

り CO2排出量が増加している現状にある。 

・このため、事業者や都民等の省エネ・節電の成果が明確となるよう、温室効果

ガス 25％削減目標における需要側が取り組むべき目標を設定するという観点

から、「2020 年までに東京のエネルギー消費量を 2000年比で 20％削減する」

という目標を掲げる。 

＜主な対策＞ 

・大規模事業所対策：キャップ&トレード制度による、着実な CO2削減（省エネ）

の推進。 

・中小規模事業所対策：地球温暖化対策報告書制度での自己評価指標（ベンチマ

ーク）の活用や、無料省エネ診断の推進等による、省エネの取組強化 など 

・新築建築物対策：建築物環境計画書制度を活用した新築建築物の省エネ性能の

向上 など 

・家庭対策等：家庭等への創エネ・エネルギーマネジメント機器の普及促進 な

ど 

東京都省エネ・エネルギーマ

ネジメント推進方針 

（平成 24年５月 東京都） 

・従来の省エネルギー・再生可能エネルギー導入拡大にくわえて 2011年夏の電

力需給ひっぱくへの対応経験をいかし、2012 年夏以降に取り組むべき「賢い

節電」の方針を定め、将来のスマートエネルギー都市の実現を目指す取組を検

討する。 

＜「賢い節電」の実施＞ 

・「賢い節電」の基本原則（３原則） 

1.無駄を排除し、無理なく「長続きできる省エネ対策」を推進 

2.ピークを見定め、必要なときにしっかり節電（ピークカット） 

3.経済活動や都市のにぎわい・快適性を損なう取組は、原則的に実施しない 

・事業所向け「賢い節電」７か条 

1.500ルクス以下を徹底し、無駄を排除、照明照度の見直しを定着化 

2.「実際の室温 28℃」を目安に、上回らないよう上手に節電  

3.OA機器の省エネモード設定を徹底  

4.電力の「見える化」で、効果を共有しながら、みんなで実践  

5.執務室等の環境に影響を与えず、機器の効率アップで省エネを  

6.エレベータの停止など効果が小さく負担が大きい取組は、原則的に実施し

ない 

7.電力需給ひっ迫が予告された時に追加実施する取組を事前に計画化 

＜スマートエネルギー都市実現を目指した主な取組＞ 

・事業所における取組の促進 

・キャップ&トレード制度における需要家による低炭素電力・熱の選択を評価

する仕組みの導入 

・地球温暖化対策報告書制度の着実な運用～中小規模事業者が自らの CO2排出

水準を評価できるベンチマークの導入 

・低 CO2排出型の既存の中小規模建築物が不動産取引市場で評価されるための

取組の推進 
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4) 法令等の基準等 

エネルギーに関する法令については、表 9.7-3(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.7-3(1) エネルギーに関する法令等 

法令・条例等 事業主の責務等 

エネルギーの使用の合理化に

関する法律(省エネ法) 

(昭和 54年法律第 49号) 

 

(エネルギー使用者の努力) 

第４条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エ

ネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措

置を講ずるよう努めなければならない。 

(事業者の判断の基準となるべき事項) 

第５条 経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切か

つ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化

の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工

場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事

項を定め、これを公表するものとする。  

一 工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおける

エネルギーの使用の方法の改善、第 78条第 1項に規定するエネルギー消費性

能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する

事項 

二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化

に関する事項であって次に掲げるもの 

イ 燃料の燃焼の合理化 

ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 

ハ 廃熱の回収利用 

ニ 熱の動力等への変換の合理化 

ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 

ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化 

２ 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気

の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる

事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表する

ものとする。 

一  電気需要平準化時間帯（電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を

推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間

帯をいう。以下同じ。）における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換 

二  電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気

を消費する機械器具を使用する時間の変更 

３  第 1項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、

エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環

境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使

用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の

変動に応じて必要な改定をするものとする。 

(中長期的な計画の作成) 

第 14条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設

置している工場等について第５条第１項に規定する判断の基準となるべき事

項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成の

ための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。  

２ 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必

要な指針を定めることができる。 

３ 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。 

(定期の報告) 

第 15条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設

置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状

況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化

炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネ

ルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業

省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 
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表 9.7-3(2) エネルギーに関する法令等 

法令・条例等 事業主の責務等 

エネルギーの使用の合理化に

関する法律(省エネ法) 

(昭和 54年法律第 49号) 

＜つづき＞ 

 

(建築物の建築をしようとする者等の努力) 

第 72条 次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、

窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政

令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの

効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネル

ギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、建築物に設ける電気を消

費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための措置

を適確に実施することにより、電気の需要の平準化に資するよう努めなけれ

ばならない。 

一 建築物の建築をしようとする者 

二 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者。以下同

じ。) 

三 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口

部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者 

四 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改

修をしようとする者(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となる

べき事項) 

第 73条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の

合理化の適切かつ有効な実施を図るため、建築物の外壁、窓等を通しての熱

の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的

利用のための措置に関し建築主等（前条第１号、第３号及び第４号に掲げる

者をいう。以下同じ。）及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図る必

要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの（以下「特定建築

物」という。）の所有者の判断の基準となるべき事項（住宅の建築を業として

行う建築主（以下「住宅事業建築主」という。）が住宅であって政令で定める

もの（以下「特定住宅」という。）を新築する場合に係るものを除く。）を定

め、これを公表するものとする。 

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通

し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定

めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 

 (第一種特定建築物に係る届出、指示等) 

第 75 条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特

定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に

係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置

に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようと

するときも、同様とする。 

一 特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要

がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの（以下「第一種特定

建築物」という。）の新築（住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住

宅を新築する場合を除く。）若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物

の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損

失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的

利用のための措置 

二 第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で

定める規模以上の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通

しての熱の損失の防止のための措置 

三 第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設け

た空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係る

エネルギーの効率的利用のための措置 

 

 

 

- 126 - 



9.7エネルギー 

9.7.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、エネルギーの使用量及びその削減の程度とした。 

 

 (2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設、改修又は撤去の工事、会場運営、競技

の実施等でエネルギーの使用又は削減が生じると思われる時点とし、大会開催前、大会開催中、

大会開催後においてそれぞれ代表的な時点又は期間のうち、大会開催前の時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地とした。  

 

(4) 予測手法 

予測手法は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の施工計画の内容を基に、使用量を算出する方

法によった。 

使用量は、下記に示す計算式で算出した。建設機械毎の燃料使用量及び建設機械毎の稼働台数

合計は、表 9.7-4及び表 9.7-5に示すとおりである。 

 

＜ディーゼルエンジンを搭載した機械＞ 

エネルギー使用量（GJ）＝燃料使用量（L）×単位発熱量（GJ/kL）/1,000 

燃料使用量（L）＝稼働時間（h）×燃料消費量(時間当たり)（L/h） 

稼働時間（時間/月）＝1日の工事時間（時間/日）×1日の稼働率（％） 

×月の稼働日数（日/月） 

燃料消費量(時間当たり)(L/h)＝定格出力(kW) 

×燃料消費率(出力時間当たり)(L/kW・h) 

 

＜電動式の機械＞ 

エネルギー使用量（GJ）＝電力使用量（kWh）×一次エネルギー換算値（MJ/kWh）/1,000 

電力使用量（kWh）＝稼働時間（h）×電力消費量(時間当たり)（kWh /h） 

稼働時間（時間/月）＝1日の工事時間（時間/日）×1日の稼働率（％） 

×月の稼働日数（日/月） 

電力消費量(時間当たり)(kWh /h)＝定格出力(kW) 

×電力消費率(出力時間当たり)(kWh/kW・h) 

一次エネルギー換算値（MJ/kWh）：「改正省エネ法」（平成 18年４月１日施行）に 

基づく一次エネルギー換算値（＝9.76） 
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表 9.7-4 建設機械毎の燃料使用量 

使用機械名 
定格出力 
（kw） 

燃料消費率 
（ｌ/ｋW・h） 
※電力消費率 

（ｋW h/ｋW・h） 

1日の 
工事時間 
(時間) 

1日の 
工事時間中 
での稼働率 

(％) 

標準 
運転時間 

（時間／日） 

月の 
稼働日数 
（日） 

アースドリル掘削機 162.0  0.093  9 70.0  6.30  21  
三点式杭打機 147.0  0.085  9 70.0  6.30  21  
バイブロハンマー 120.0  ※ 0.305  9 70.0  6.30  21  
発電機（450kVA） 427.0  0.170  9 70.0  6.30  21  
発電機（125kVA） 134.0 0.170 9 70.0 6.30 21 
0.1m3バックホウ 20.0  0.175  9 70.0 6.30 21 
0.25m3バックホウ 41.0  0.175  9 70.0  6.30  21  
0.4m3バックホウ 60.0  0.175  9 70.0  6.30  21  
0.7m3バックホウ 104.0  0.175  9 70.0  6.30  21  
ブルドーザー 103.0  0.175  9 70.0  6.30  21  
クラムシェル 97.0  0.175  9 70.0  6.30  21  

5tラフタークレーン 40.0  0.089  9 70.0  6.30  21  
20tラフタークレーン 147.0  0.044  9 70.0  6.30  21  
50tクローラクレーン 132.0  0.089  9 70.0  6.30  21  
200tクローラクレーン 235.0 0.089 9 70.0 6.30 21 
タワークレーン(電動) 105.0  ※ 0.305  9 70.0 6.30 21 
コンクリートポンプ車 265.0  0.078  9 70.0  6.30  21  
フィニッシャー 70.0  0.152  9 70.0  6.30  21  
タイヤローラ 71.0  0.100  9 70.0  6.30  21  
ロードローラ 56.0  0.108  9 70.0  6.30  21  
振動ローラ 21.0  0.152  9 70.0  6.30  21  
モーターグレーダ 78.0  0.108  9 70.0  6.30  21  
注 1）燃費消費率及び電力消費率は、「平成 26年度版 建設機械等損料表」（平成 26年 （一社）日本建設機械化協会）

による。 

2）バイブロハンマーの稼働に係る電力は、発電機からの供給とする。 

 

表 9.7-5 建設機械毎の稼働台数合計 

使用機械名 工事期間中の稼働台数合計 

アースドリル掘削機 756 
三点式杭打機 798 
バイブロハンマー 798 
発電機（450kVA） 798 
発電機（125kVA） 2,814 
0.1m3バックホウ 105 
0.25m3バックホウ 3,255 
0.4m3バックホウ 6,321 
0.7m3バックホウ 4,830 
ブルドーザー 1,722 
クラムシェル 126 
5tラフタークレーン 378 
20tラフタークレーン 6,321 
50tクローラクレーン 8,883 
200tクローラクレーン 4,137 
タワークレーン(電動) 1,512 
コンクリートポンプ車 5,313 
フィニッシャー 84 
タイヤローラ 420 
ロードローラ 105 
振動ローラ 273 
モーターグレーダ 84 
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(5) 予測結果 

建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量は、表 9.7-6に示すとおり約 45,000GJ/年と予測する。 

表 9.7-6 建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量 

区 分 燃料等 使用量 エネルギー使用量（GJ/年） 

ディーゼルエンジ

ンを搭載した機械 
軽油（kL） 4,433 

約 45,000 

電動式の機械 電力（kWh） 305,057 

注)表中のエネルギー使用量は、工事期間中のエネルギー使用量合計に対して、平均した

年間当たりのエネルギー使用量を示す。 
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9.7.3 ミティゲーション 

 (1) 予測に反映しなかった措置 

・アイドリングストップの掲示等を行い、不必要なアイドリングの防止を徹底する。 

 

9.7.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、国が策定しているエネルギーに関する目標、計画、対策等とした。 

 

(2) 評価の結果 

建設機械の稼働に伴うエネルギー使用量は、約 45,000GJ/年と予測する。 

工事の実施にあたっては、不必要なアイドリングの防止を徹底することで、エネルギー使用量

を削減するよう努める。 

以上のことから、建設工事に伴い生じる環境への負荷の削減を図り、評価の指標は満足するも

のと考える。 
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9.8 交通渋滞 

9.8.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.8-1に示すとおりである。 

表 9.8-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①交通量等の状況 
②道路等の状況 
③土地利用の状況 
④規制等の状況 

選手村の整備に伴い交通渋滞の発生又は解消等、交
通量及び交通流の変化が考えられることから、会場
エリア及びその周辺について、左記の事項に係る調
査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 交通量等の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査によった。 

ア．既存資料調査 

調査は、「平成 22 年度 全国道路街路交通情勢調査（道路交通センサス）交通量調査報告

書」(平成 24年３月 東京都建設局)による会場エリア周辺地域に位置する５地点(No.1～5)

の平成 22年度のデータ及び「環境測定データ集 平成 25年度」(平成 26年 11月 中央区)

による周辺地域に位置する４地点(No.6～9)の平成 25年度のデータを整理・解析した。調査

地点は、表 9.8-2及び図 9.8-1に示すとおりである。 

 

表 9.8-2 自動車交通量調査地点（既存資料調査） 

番号 観測地点名 調査路線 調査主体 調査年度 

№1 千代田区有楽町 2-5 都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り） 

東京都 平成 22年度 

№2 中央区晴海 2-7 都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明通り） 

№3 江東区豊洲 1-1 都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り） 

№4 中央区佃 3-1 都道 463号上野月島線（清澄通り） 

№5 中央区明石町 1 都道 473号新富晴海線 

№6 月島 4-1 都道 463号上野月島線（清澄通り） 

中央区 平成 25年度 
№7 築地 6-1  都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り） 

№8 新富 2-15 都道 50号東京市川線（新大橋通り） 

№9 晴海 3-1 都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り） 

注) 表中の地点番号は、図 9.8-1に対応する。 

出典：「平成 22年度 全国道路交通情勢調査(道路交通センサス)交通量調査報告書」(平成 24年３月 東京都建設局) 

「環境測定データ集 平成 25年度」（平成 26年 11月 中央区） 
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イ．現地調査 

現地調査は、工事用車両が走行するルートを考慮し、会場エリア周辺の５地点(№1～№5)

において、24 時間交通量を計測した。 

調査地点及び調査期間は、表 9.8-3及び図 9.8-2に示すとおりである。 

交通量は表 9.8-4に示す車種に分類し、数取器（ハンドカウンター）を用いて計測した。

調査は 24時間(平日：平成 26年３月 11日(火)22時～３月 12日(水)22時、休日：平成 26

年３月８日(土)22 時～３月９日(日)22時)連続して行い、１時間毎に集計した。  

表 9.8-3 自動車交通量現地調査地点及び調査時期 

地点 
番号 

調査地点 調査時期 

№1 
(晴海 3-10) 
特別区道中月第 802号線 

平日：平成 26年 3月 11日(火)22時 

～3月 12日(水)22時 

休日：平成 26年 3月 8日(土)22時 

～3月 9日(日)22時 

№2 
(晴海 4-1-8) 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明通り） 

№3 
(晴海 1-8-7) 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り） 

№4 
(勝どき 2-18-1) 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り） 

№5 
(勝どき 5-2-15) 
特別区道中月第 815号線 

注) 表中の地点番号は、図 9.8-2に対応する。 

 

表9.8-4 車種分類 

車種分類 
ナンバープレートの種別 

分類 車種 

大型車類 

普通貨物車 1 

バス 2 

特種（殊）車 8,9,0 

小型車類 

軽乗用車注) 
5（黄地に黒文字又は黒字に黄字）, 

3,8（小型ナンバープレート） 

乗用車 3,5,7 

軽貨物車注) 
4（黄地に黒文字又は黒字に黄字）, 

3,6（小型ナンバープレート） 

小型貨物車 4,6 

貨客車 4（バン） 

二輪車類 二輪車（原動付自転車含） － 

注) 軽乗用車及び軽貨物車については実態により区分する。 
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2) 道路等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料を用い、会場エリア周辺の道路等の状況について整理し

た。 

3) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「江

東区都市計画図（用途地域等指定図）」（平成 26 年４月 江東区）等の既存資料の整理によっ

た。 

4) 規制等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理によった。 

 

- 135 - 



9.8交通渋滞 

 

(4) 調査結果 

1) 交通量等の状況 

ア．既存資料調査 

会場エリア周辺における交通量等の状況は表 9.8-5（1）及び（2）に示すとおりである。 

東京都が実施した調査では、会場エリアの近傍の都道 304 号日比谷豊洲埠頭東雲町線(晴

海通り又は有明通り)の交通量は、平日で 20,569～31,111 台/12 時間であった。中央区が実

施した調査では、会場エリアの近傍の都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線(晴海通り)の交通

量は、平日の毎正時 10分間の測定で 6,431～11,874 台/日であった。 

表9.8-5(1) 既存資料による交通量の状況（平日）(道路交通センサス調査 平成22年度) 

区 
分 

地点 
記号 

観測地点名 調査路線 
交通量(台/12時間) 大型車 

混入率 大型車 小型車 合計 

セ

ン

サ

ス 

No.1 
千代田区有楽町 

2-5 

都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 

（晴海通り） 
4,946 26,165 31,111 15.9％ 

No.2 中央区晴海 2-7 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 

（有明通り） 
6,687 13,882 20,569 32.5％ 

No.3 江東区豊洲 1-1 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 

（晴海通り） 
4,494 17,393 21,887 20.5％ 

No.4 中央区佃 3-1 都道 463号上野月島線（清澄通り） 3,846 17,710 21,556 17.8％ 

No.5 中央区明石町 1 都道 473号新富晴海線 4,372 20,046 24,418 17.9％ 

注) 地点番号は、図 9.8-1（p.132参照）に対応する。 

出典：「平成 22年度 全国道路街路交通情勢調査(道路交通センサス)交通量調査報告書」(平成 24年３月 東京都

建設局道路建設部) 

 

表9.8-5(2) 既存資料による交通量の状況（平日）(中央区調査 平成25年度) 

区 
分 

地点 
記号 

観測地点名 調査路線 
交通量 

(台/10分間×24時間) 
大型車 
混入率 

大型車 小型車 合計 

中
央
区 

No.6 月島 4-1 都道 463号上野月島線（清澄通り） 568 2,871 3,439 16.5％ 

No.7 築地 6-1  
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

1,784 10,090 11,874 15.0％ 

No.8 新富 2-15 都道 50号東京市川線（新大橋通り） 813 5,067 5,880 13.8％ 

No.9 晴海 3-1 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

1,752 4,679 6,431 27.2％ 

注) 表中の地点番号は、図 9.8-1（p.132参照）に対応する。 

出典：「環境測定データ集 平成 25年度」(平成 26年 11月 中央区) 
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イ．現地調査 

現地調査による会場エリア周辺の交通量の状況は、表 9.8-6に示すとおりである。 

都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り又は有明通り）における平日の交通量は、

14,457～36,807台/日、大型車混入率は19.4～31.2%、休日の交通量は、9,576～30,055台/

日、大型車混入率は8.4～16.3%である。また、その他の地点における平日の交通量は1,138

～3,930台/日、大型車混入率は22.6～39.9%、休日の交通量は782～2,512台/日、大型車混

入率は4.6～23.2%である。 

表 9.8-6 現地調査による交通量等の状況 
単位：台/日(24時間) 

地点 
番号 

調査地点 区分 
自動車類交通量 大型車 

混入率(%) 
二輪車 

小型車類 大型車類 合計 

№1 
(晴海 3-10) 
特別区道中月第 802号線 

平日 2,360  1,570  3,930  39.9 163 

休日 1,930 582 2,512 23.2 318 

№2 
(晴海 4-1-8) 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（有明通り） 

平日 18,700  8,498  27,198  31.2 1,710 

休日 16,885 3,299 20,184 16.3 1,371 

№3 
(晴海 1-8-7) 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

平日 11,646  2,811  14,457  19.4 731 

休日 8,770 806 9,576 8.4 588 

№4 
(勝どき 2-18-1) 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

平日 27,789  9,018  36,807  24.5 1,963 

休日 26,082 3,973 30,055 13.2 1,636 

№5 
(勝どき 5-2-15) 
特別区道中月第 815号線 

平日 881  257  1,138  22.6 105 

休日 746 36 782 4.6 97 

注 1) 表中の地点番号は、図 9.8-2（p.132参照）に対応する。 

2) 調査期間：平成 26年３月 11日（火）22時 ～ ３月 12日（水）22時 

平成 26年３月８日（土）22時 ～ ３月９日（水）22時 
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2) 道路等の状況 

会場エリア周辺の主な道路の種類・規格等は表 9.8-7に示すとおりである。 

また、会場エリア周辺では、東京都市計画道路幹線街路環状第二号線が建設中である。 

表 9.8-7 会場エリア周辺の主な道路の種類・規格等 

地点 
番号 

［住所］ 
路線名（通称名） 

道路の種類 道路の規格 車線数 

№1 
［晴海 3-10］ 
特別区道中月第 802号線 

市町村道 第 4種第 1級 4 

№2 
［晴海 4-1-8］ 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（有明通り） 

都道府県道 第 4種第 1級 7 

№3 
［晴海 1-8-7］ 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

都道府県道 第 4種第 1級 9 

№4 
［勝どき 2-18-1］ 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

都道府県道 第 4種第 1級 6 

№5 
［勝どき 5-2-15］ 
特別区道中月第 815号線 

市町村道 第 4種第 1級 2 

注) 表中の地点番号は、図 9.8-1（p.132参照）に対応する。 

 

3) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 4) 土地利用の状況」（p.34

参照）に示したとおりである。 

会場エリア周辺には、教育施設は 10 施設（幼稚園４、小学校４、中学校１、高等学校１）、

福祉施設は 40施設（保育園・児童施設 31、高齢者福祉施設・障害者福祉施設９）、その他１施

設の合計 51施設が存在する。また、公園・緑地・児童遊園は合わせて 26箇所存在する。 
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4) 規制等の状況 

会場エリア周辺の主な道路は２～９車線であり、規制速度は都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲

町線は 40～50km/h、特別区道中月第 802号線は 40km/h、特別区道中月第 815号線は 30km/hと

なっている。 

表 9.8-8 会場エリア周辺の主な道路の規制速度 

地点 
番号 

［住所］ 
路線名（通称名） 

規制速度 
（km/h） 

№1 
［晴海 3-10］ 
特別区道中月第 802号線 

40 

№2 
［晴海 4-1-8］ 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（有明通り） 

50 

№3 
［晴海 1-8-7］ 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

40 

№4 
［勝どき 2-18-1］ 
都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

50 

№5 
［勝どき 5-2-15］ 
特別区道中月第 815号線 

30 

注) 表中の地点番号は、図 9.8-1（p.132参照）に対応する。 
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9.8.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、工事用車両の走行に伴う交通渋滞の発生又は解消等、交通量及び交通流の変化の

程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事、競技観戦者の来場等で交通量及び

交通流に変化が生じると思われる時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画の工事車両の走行に伴う交通量の変化の程度を、

周辺交通量と比較する方法によった。 

 

(5) 予測結果 

工事用車両台数が最大となる時期における工事用車両の割合は、表 9.8-9に示すとおり 1～3％

と予測する。 

表 9.8-9 工事用車両の走行に伴う交通量の予測結果 

（単位:台/日） 

予測地点 

交通量 
工事用車両
の割合 

将来基礎 
交通量 

工事用車両 
交通量 

将来基礎交通量 

及び工事用車両 

交通量の合計 

No.1 
［晴海 3-10］ 
特別区道中月第 802号線 

23,087 756 23,843 3％ 

No.2 
［晴海 4-1-8］ 
都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（有明通り） 

30,370 252 30,622 1％ 

No.3 
［晴海 1-8-7］ 
都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

25,277 252 25,529 1％ 

No.4 
［勝どき 2-18-1］ 
都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線 
（晴海通り） 

44,917 252 45,169 1％ 

No.5 
［勝どき 5-2-15］ 
東京都市計画道路幹線街路 
（環状第二号線） 

39,940 260 40,200 1％ 

注 1)工事用車両交通量は(仮称)晴海五丁目西地区開発計画に基づく、工事着工後 20か月目の台数を示す。 

2)表中の予測地点番号は、図 9.8-2（p.134参照）に対応する。 

3)No.5 は、現在は特別区道中月第 815 号線であるが、将来的には東京都市計画道路幹線街路環状第二号線とな

る地点。 
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9.8.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・工事用車両の走行ルートは複数のルートに分散させることを検討する。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・工事工程の平準化や施工計画の検討により、工事用車両が集中しないこと等に努める。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の車両の通行に支障を

与えないように配慮する。 

 

9.8.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、交通流の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

工事用車両台数が最大となる時期における工事用車両の割合は、1～3％と考える。 

以上のことから、周辺交通量に対して工事用車両が増加するが、工事用車両の走行に際しては、

走行ルートの分散化、工事工程の平準化や施工計画の検討、工事用車両の出入口に交通整理員を

配置する等、計画地周辺の車両の通行に支障を与えないよう十分な配慮を行いつつ、工事を実施

する。 
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9.9 公共交通へのアクセシビリティ 

9.9.1現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.9-1に示すとおりである。 

表 9.9-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①公共交通機関の状況 
②アクセス経路の状況 
③土地利用の状況 
④規制等の状況 

選手村の整備に伴う会場から公共交通機関までの
アクセス性の変化が考えられることから、会場エリ
ア及びその周辺について、左記の事項に係る調査が
必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 公共交通機関の状況 

調査は、「東京都鉄道路線図」（東京都）、「みんくるガイド」（平成 26年４月 東京都交通局）

等の既存資料を用いて整理した。 

2) アクセス経路の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理及び現地踏査によった。 

3) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「江

東区都市計画図（用途地域等指定図）」（平成 26 年４月 江東区）等の既存資料の整理によっ

た。 

4) 規制等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 公共交通機関の状況 

ア．鉄道 

会場エリア周辺の鉄道乗車人員の推移は、表に示すとおりである。また、会場エリアに最

寄りの駅の位置は、図 9.9-1に示すとおりである。 

会場エリアの最寄りの鉄道は、都営地下鉄及び私鉄となっている。 

会場エリアの最寄り駅における平成 24 年度の乗車人数は、ゆりかもめ（東京臨海新交通臨

海線）は 280千人、都営大江戸線は 15,478千人となっている。 

表 9.9-2 鉄道乗車人員の推移 

 (単位：千人) 

項目 
乗車人員 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

ゆりかもめ（東京臨

海新交通臨海線） 
新豊洲駅 250 242 231 228 280 

都営大江戸線 勝どき駅 14,883 15,143 14,653 13,903 15,478 

出典:｢東京都統計年鑑｣（平成 27年２月 23日参照 東京都総務局ホームページ） 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/tn-index.htm 
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イ．バス路線 

会場エリア周辺の主なバス路線網は、表 9.9-3及び図 9.9-2に示すとおりである。 

会場エリア周辺では、四谷駅や錦糸町駅等を起点とし、都道を中心に都営バス及びコミュ二

ティバス路線が整備されている。 

表 9.9-3 会場エリア周辺のバス路線 

バス会社 系統 起点 主な経由地 終点 

都営バス 

都 03 四ツ谷駅 銀座四丁目 晴海埠頭 

都 04 豊海水産埠頭 銀座四丁目 東京駅丸の内南口 

都 05 晴海埠頭 

東京ビッグサイト 

銀座四丁目 東京駅丸の内南口 

門 33 亀戸駅前 とうきょうスカイツ

リー駅入口 

豊海水産埠頭 

急行 06 森下駅前 門前仲町 

土曜・休日のみ運行 

日本科学未来館 

錦 13甲 錦糸町駅前 東陽三丁目 晴海埠頭 

海 01 門前仲町 豊洲駅前 東京テレポート駅

前 

市 01 新橋駅前 国立がんセンター（循

環） 

平日・土のみ運行 

築地中央市場（循環） 

平日・土のみ運行 

市場休日運休 

新橋駅前 

東 15 深川車庫前 豊洲駅 

辰巳駅経由は朝のみ

運行 

東京駅八重洲口 

東 16 東京駅八重洲口 月島駅前 東京ビッグサイト 

業 10 新橋駅 銀座四丁目 とうきょうスカイ

ツリー駅 

コミュニ

ティバス 

江戸バス 南循環 中央区役所 晴海区民館 新富二丁目 

出典:「みんくるガイド」(平成 25年４月 東京都交通局) 

「中央区コミュニティバス(江戸バス)運行情報」 (平成 27年２月 20日参照 中央区ホームページ) 

http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/edobasu/unkoujouhou.html
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2) アクセス経路の状況 

公共交通機関から会場エリアまでの主なアクセス経路は、都営大江戸線勝どき駅から都道

304 号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り）を利用する経路、ゆりかもめ新豊洲駅から都道 304

号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明通り）を利用する経路等がある。いずれの経路もマウントア

ップとガードレール等の安全施設との組合せにより、車道と分離されている。また、東京都市

計画道路幹線街路環状第二号線が、今後整備される予定である。 

3) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 4) 土地利用の状況」（p.34

参照）に示したとおりである。 

会場エリア周辺には、教育施設は 10 施設（幼稚園４、小学校４、中学校１、高等学校１）、

福祉施設は 40施設（保育園・児童施設 31、高齢者福祉施設・障害者福祉施設９）、その他１施

設の合計 51施設が存在する。また、公園・緑地・児童遊園は合わせて 26箇所存在する。 

4) 規制等の状況 

交通規制等の状況は、「9.8 交通渋滞 9.8.1 現況調査 (4) 調査結果 4) 規制等の状況」

（p.139 参照）に示したとおりである。なお、現在、東京都市計画道路幹線街路環状二号線等

の工事のために、都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（晴海通り）に至る補助 314号線などの

歩道では、一部歩行者通行規制が行われている。 
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9.9.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、工事用車両の走行に伴う会場から公共交通機関までのアクセス性の変化の程度と

した。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事、大会開催時の交通規制、新規建設

による来場者の増加などで会場から公共交通機関までのアクセス性に変化が生じると思われる

時点又は期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、公共交通機関から会場等の周辺及び会場等までのアクセス経路における歩車道線

分離の状況から推定する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安

全施設により歩車動線が分離されており、工事用車両が走行してもこれらの状況は維持されるも

のと予測する。 
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9.9.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映しなかった措置 

・工事工程の平準化や施工計画の検討により、工事用車両が集中しないこと等に努める。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の利用者も含めた一般

歩行者の通行に支障を与えないよう配慮する。 

 

9.9.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、歩車動線分離の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安

全施設により歩車動線が分離されており、これらの状況は維持されるものと考える。 

以上のことから、現況の歩車動線分離を著しく低下させることはなく、評価の指標を満足する

ものと考える。 
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9.10 交通安全 

9.10.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.10-1に示すとおりである。 

表 9.10-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①公共交通機関の状況 
②交通量等の状況 
③道路及び交通安全施設等の状況 
④アクセス経路の状況 
⑤土地利用の状況 
⑥規制等の状況 
⑦公共での移動に関する法令等の基準 

選手村の整備に伴う交通安全の変化が考えら
れることから、会場エリア及びその周辺につい
て、左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、会場エリア及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 公共交通機関の状況 

「東京都鉄道路線図」（東京都）、「みんくるガイド」（平成 26 年４月 東京都交通局）等の

既存資料を用いて整理した。 

2) 交通量等の状況 

調査は、「9.7 交通渋滞 9.7.1 現況調査 (3)調査方法 1) 交通量等の状況」（p.136参照）

と同様とし、既存資料及び現地調査によった。 

3) 道路及び交通安全施設等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理及び現地踏査によった。 

4) アクセス経路の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理及び現地踏査によった。 

5) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）、「江

東区都市計画図（用途地域等指定図）」（平成 26 年４月 江東区）等の既存資料の整理によっ

た。 

6) 規制等の状況 

調査は、「道路地図」等の既存資料の整理によった。 

7) 公共での移動に関する法令等の基準 

調査は、道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）、道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）の

法令等の整理によった。 
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(4) 調査結果 

1) 公共交通機関の状況 

ア．鉄道 

会場エリア周辺の鉄道の状況は、「9.9 公共交通へのアクセシビリティ 9.9.1 現況調査

(4) 調査結果 1）公共交通機関の状況」（p.144参照）に示したとおりである。 

会場エリアの最寄りの鉄道は、ゆりかもめ及び都営大江戸線となっている。 

会場エリアの最寄り駅における平成 24年度の乗車人数は、280～15,478千人となっている。 

イ．バス路線 

会場エリア周辺のバス路線の状況は、「9.9 公共交通へのアクセシビリティ 9.9.1 現況

調査 (4) 調査結果 1) 公共交通機関の状況」（p.144参照）に示したとおりである。 

会場エリア周辺では、四谷駅や錦糸町駅等を起点とし、都道を中心に都営バス及びコミュ

ニティバス路線が整備されている。 

2) 交通量等の状況 

交通量等の状況は、「9.8 交通渋滞 9.8.1 現況調査 (4) 調査結果 1) 交通量等の状況」

（p.136 参照）に示したとおりである。現地調査による、都道 304 号日比谷豊洲埠頭東雲町線

（晴海通り又は有明通り）における平日の交通量は、14,457～36,807 台/日、大型車混入率は

19.4～31.2%、休日の交通量は、9,576～30,055 台/日、大型車混入率は 8.4～16.3%である。ま

た、その他の地点における平日の交通量は 1,138～3,930台/日、大型車混入率は 22.6～39.9%、

休日の交通量は 782～2,512 台/日、大型車混入率は 4.6～23.2%である。 

3) 道路及び交通安全施設等の状況 

道路及び交通安全施設等の状況は、「9.9 公共交通へのアクセシビリティ 9.9.1 現況調査 

(4) 調査結果  2) アクセス経路の状況 」（p.148参照）に示したとおりである。 

最寄りの鉄道駅から会場エリアまでの歩行者経路のほとんどは、マウントアップとガードレ

ール等の安全施設との組合せにより、車道と分離されている。 

4) アクセス経路の状況 

アクセス経路の歩道幅員は、道路構造令（昭和 45年政令第 320号）に基づく幅員 2m以上の

歩道として整備されている。 
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5) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 土壌 9.1.1 現況調査 (4) 調査結果 4) 土地利用の状況」（p.34

参照）に示したとおりである。 

会場エリア及びその周辺には、教育施設は 10 施設（幼稚園４、小学校４、中学校１、高等

学校１）、福祉施設は 40 施設（保育園・児童施設 31、高齢者福祉施設、障害者福祉施設９）、

その他 1施設の合計 51施設が存在する。また、公園・緑地・児童遊園は合わせて 26箇所存在

する。 

6) 規制等の状況 

規制等の状況は、「9.8 交通渋滞 9.8.1 現況調査 (4) 調査結果 4) 規制等の状況」

（p.139 参照）に示したとおりである。 

7) 公共での移動に関する法令等の基準 

公共での移動に係る法令等については、表 9.10-2に示すとおりである。 

 

表 9.10-2 交通安全に係る法律等 

法令・条例等 責務等 

道路交通法 

（昭和 35年法律 

第 105号） 

（目的） 

第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の

交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 

（通行区分） 

第十七条  車両は、歩道又は路側帯（以下この条において「歩道等」という。）と車道の区別の

ある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入

するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第

四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通

行するときは、この限りでない。 

道路構造令 

（昭和 45年政令 

第 320号） 

（この政令の趣旨） 

第一条  この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の

構造の一般的技術的基準（都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準にあつては、道

路法 （以下「法」という。）第三十条第一項第一号 、第三号及び第十二号に掲げる事項に係る

ものに限る。）並びに道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び市町村道の構造

の技術的基準（同項第一号 、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものを除く。）を定める

に当たつて参酌すべき一般的技術的基準を定めるものとする。 

第十一条  第四種の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の交通量が多い第三種

（第五級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は自転車道を設ける第三

種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２  第三種の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）には、安全

かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３  歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路に

あつては二メートル以上とするものとする。 

４  横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断

歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メート

ル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、

その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、

第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、この限りでない。 

５  歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 
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9.10交通安全 

 

9.10.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、2020年東京大会の実施に伴う、会場等の周辺及び会場等までのアクセス経路にお

ける歩車動線の分離の向上又は低下等、交通安全の変化の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、2020年東京大会の実施に伴う建設工事、大会開催時の交通規制などで交通

安全に変化が生じると思われる期間のうち、大会開催前とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、会場エリアのうち、(仮称)晴海五丁目西地区開発計画地及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、公共交通機関から会場等の周辺及び会場等までのアクセス経路における歩車道線

分離の状況から推定する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安

全施設により歩車動線が分離されており、工事用車両が走行してもこれらの状況は維持されるも

のと予測する。 
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9.10交通安全 

 

9.10.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映しなかった措置 

・工事用車両の走行に際しては、規制速度を順守し、安全走行に努める。 

・計画地周囲の歩道等を占用する工事を行う場合には、交通整理員の配置等を計画する。 

・計画地からの工事用車両の出入りに際しては交通整理員を配置し、一般歩行者の通行に支障

を与えないよう配慮する。 

 

9.10.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、歩車動線分離の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

最寄りの公共交通機関からのアクセス経路の大部分が、マウントアップ、ガードレール等の安

全施設により歩車動線が分離されており、これらの状況は維持されるものと考える。 

以上のことから、現況の歩車動線分離を著しく低下させることはなく、評価の指標を満足する

ものと考える。 
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9.10交通安全 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

10.1 修正の経過 

本環境影響評価書案の作成にあたっては、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

実施段階環境影響評価調査計画書審査意見書について」（平成26年５月29日 26環都環第104号）

に記載された環境局長の意見及び都民からの意見を勘案するとともに、事業計画の具体化に伴い、

調査計画書の内容を修正した。 

調査計画書の主な修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由は、表10.1-1に示すとおりであ

る。 

表 10.1-1 調査計画書の主な修正の経過及びその内容 

調査計画書の修正箇所 修正事項 評価書案における修正内容及び修正理由 

4. 2020 年東京大会個別計画の内容   
7. 環境影響評価の項目 
7.1 会場ごと 

環境影響要因 開催前の環境影響要因の「施設の存在」を「建
築物の出現」に修正した。（p.17参照） 
現時点では、仮設工作物の諸元が未定であるこ
とから、今後、仮設工作物の諸元が明らかにな
った段階で影響評価の実施を検討することと
した。(p.17参照) 
選手村の宿泊施設は、民間事業者が建設する恒
久住宅を大会組織委員会が大会時に借用し、大
会終了後は民間事業者に返却するため、開催後
の設備等の持続的稼働は環境影響要因の対象
から除外した。（p.17 参照） 

8. 調査等の手法 
8.2.31 選手村 

  

 (2) 生物の生育・生息基盤 調査方法 「生物・生態系」と合わせた現地調査を実施し
た。（p.45参照） 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

10.2 調査計画書審査意見書に記載された環境局長の意見 

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価調査計画書審査意

見書について」（平成26年５月29日 26環都環第104号）に記載された環境局長の意見は、表

10.2-1(1)～(6)に示すとおりである。なお、環境局長の意見は、個別の会場のみに対するもので

はなく、調査計画書で示した会場等の全体に対するものであり、原文のまま掲載している。 

表 10.2-1(1) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 1. 総括的事項 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、オリンピック競技大会が 2020年７月 24日
（金曜日）に開会式が催され、同年８月９日（日曜日）に閉会式が催される。また、パラリンピック
競技大会は、2020 年８月 25 日（火曜日）から同年９月６日（日曜日）までとなっている。オリンピ

ック・パラリンピック競技大会は 37施設を会場とし、オリンピック競技大会は 28 競技、パラリンピ
ック競技大会は２２競技が計画されている。 

1990年代以降のオリンピック・パラリンピックムーブメントにおいて、環境は、スポーツ、文化と
並ぶ３本の柱の一つとして位置づけられており、IOC は、立候補都市に対して、大会開催に向け選定
した全ての競技会場及びメディアセンターについて、環境影響評価を実施することを求めている。 

東京が 2013年１月に IOC に提出した、詳細な開催計画である「立候補ファイル」においては、東京

が 2020 年大会開催都市に選定された場合には、きめ細かい実施段階環境影響評価を行うことが明記さ
れている。 

これを受けて実施されている、2020年東京オリンピック・パラリンピック環境アセスメント（以下
「本アセス」という。）は、東京都環境影響評価条例に準じて環境アセスメント制度のチェック機能を
活用し、大会開催に伴う環境影響の回避・最小化・代償を行うとともに、大会を契機とした東京の持
続可能性の向上に資することを目的としている。 

本アセスでは、東京都内の競技会場、競技及び全体計画を対象とし、また、大会の開催前、開催中、
開催後について、それぞれの環境影響を予測・評価する。さらに、社会経済項目についても予測・評
価項目としている。 
調査計画書における調査事項の選定、予測・評価項目及び事項の選定については、施設計画、大会

運営計画それぞれについて未確定の部分が多い段階において実施されたものであり、今後、計画の熟
度が向上していく過程で、必要に応じて再検討することが求められる。 

以下に、まず、調査計画書全体に関して、考慮されたい観点についての意見を述べ、以降、中項目
毎に意見を付すこととする。 
今後、評価書案策定に当たっては、これらの意見も踏まえ内容の充実を図られたい。 
 
(1) 本事業は、近年にない大規模なイベントであり、事業計画地の周辺には、多くの住宅、教育施
設、福祉施設、医療機関等の環境上配慮すべき施設が存在している。このことから、本事業の実

施に伴う環境負荷の低減や適切な環境保全のための措置を実施するなど、周辺地域への環境負荷
の一層の低減に努めること。 

(2) 本事業は、コンパクトな会場配置をコンセプトとし、競技施設の多くが選手村から半径８キロ
メートル圏内に建設されることから、当該圏内において環境への影響が特に懸念される。このこ
とから、工事の施工計画を明らかにするとともに、使用する建設機械の種類や台数、工事用車両
の走行ルート及び環境保全のための措置等について、評価書案において記載すること。 

(3) 一部の事業計画地について、周辺に住居等が存在しないことから、予測・評価項目として選定
しないとしているが、周辺に教育施設、福祉施設、公園等の環境上配慮すべき施設が存在してい
る場合には、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 

(4) 一部の事業計画地について、延床面積１万平方メートル未満の仮設施設であることや、既存施
設内を一部改修して利用することなどから、予測・評価項目として選定しないとしているが、工
事の施工方法や工事期間等が明らかでなく、影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記

述も不足している。このため、これらの施工方法等について明らかにしたうえで、必要に応じて
予測・評価項目として選定すること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

表 10.2-1(2) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

 (1)【主要環境（大気等、水質等、土壌）】 

（大気等） 

事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられるこ

とから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置を講

じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、交通

安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。 

〔生活環境（騒音・振動）、交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全）共通〕 

 

(水質等) 

水泳競技が開催される夏季は、東京都内湾の水質が悪化することも考えられることから、競技会

場周辺の公共用水域について、頻度を上げて水質調査を行うなど、夏季における水質の状態を適切

に把握すること。 

 

（土壌） 

廃棄物の埋立地に競技会場を建設する計画があることから、当該予定地に係る土地の履歴等の調

査を実施し、必要に応じて予測･評価項目として選定すること。 

 

 (2)【主要環境（騒音・振動、日影）】 

（騒音・振動） 

① 事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられる

ことから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置

を講じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、

交通安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。 

〔主要環境（大気等）、交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全） 共通〕 

 

② 事業計画地の周辺の道路交通騒音は、現状においても環境基準を超えている地点があることか

ら、工事用車両の走行に当たっては、計画的な運行管理、規制速度の厳守、急発進・急加速を避

ける等、道路交通騒音の低減に努めること。 

 

③ 大会開催中においては、会場設備等（拡声機器、冷房施設、換気設備等）の稼動に伴う騒音、

振動が生活環境に影響を及ぼすことも予想されることから、必要に応じて予測・評価項目として

選定すること。 

 

（日影） 

オリンピックスタジアムの周辺には、日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等が存

在することから、現地調査においては、既に選定している調査地点に加えて、工事の施工計画等が

明らかになった段階で、新たな調査地点の追加について検討し、予測・評価すること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

表 10.2-1(3) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

 (3)【アメニティ・文化（景観、史跡・文化財、自然との触れ合い活動の場、歩行者空間の快適性）】 

（景観） 
① 圧迫感の変化の程度について、建築物の高さが低く圧迫感を生じない場合は、予測事項から除

外するとしている。しかし、建築物の高さが低い場合であっても、幅広の建築物や、緑地・公園
等の開けた空間において新たな建築物が建設される場合などには、圧迫感の程度が変化する可能
性もあることから、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 

 
② オリンピックスタジアムは、四周が道路等で囲まれ、会場へのアクセスルートも複数あること

が考えられることから、現地調査においては、既に選定している調査地点に加えて、工事の施工

計画等が明らかになった段階で、新たな調査地点の追加について検討し、予測・評価すること。 
 

（史跡・文化財） 
事業計画地及び周辺には多くの指定文化財等が確認されており、また、周知されていない埋蔵文

化財等が存在する可能性もあることから、既存資料調査に加えて地元教育委員会等関係機関の最新
情報を踏まえた調査を行い、これらの調査結果に基づき、必要に応じて予測・評価すること。 

 
（自然との触れ合い活動の場） 

自然との触れ合い活動の場について、会場ごとに位置等を図示するとともに、機能及び利用経路
について明らかにし、現況調査全体の結果を踏まえて事業計画や工事施工計画を策定し、予測・評
価すること。 

 

（歩行者空間の快適性） 
現況調査について、既存資料調査のみとしているが、各会場へのアクセスルートの状況等につい

て、必要に応じて現地調査を実施すること。 
 

 (4)【生態系（生物の生育・生息基盤、水循環、生物・生態系、緑）】 

（生物の生育・生息基盤） 

現況調査について、既存資料調査のみとしているが、建設工事等による改変が予想される会場に
ついては、「生物・生態系」と合わせて、現地調査を実施すること。 

 
（水循環） 

① 地下水の貴重な涵養源である武蔵野台地に立地する会場等について、雨水浸透対策により雨水
浸透量を増加させることが可能であることから、必要に応じて予測･評価項目として選定するこ

と。 
 
② 施工計画が具体化し、地下掘削や地下構築物を設置する場合、地下水の流動阻害を引き起こす

可能性があることから、必要に応じて予測･評価項目として選定すること。 
 

（生物・生態系） 

１ 総括的事項(4)において指摘したとおり、一部の事業計画地について、延床面積１万平方メー
トル未満の仮設施設であることや既存施設内を一部改修して利用することなどから、予測・評価項
目として選定しないとしているが、工事の施工方法や工事期間等が明らかでなく、生物・生態系に
影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記述も不足している。このため、これらの施工方
法等について明らかにしたうえで、いったん損なわれると回復が容易でない生物・生態系の特質に
鑑み、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

表 10.2-1(4) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

 (4)【生態系（生物の生育・生息基盤、水循環、生物・生態系、緑）】 

（緑） 

① １ 総括的事項(4)において指摘したとおり、一部の事業計画地について、延床面積１万平方メ

ートル未満の仮設施設であることから、予測・評価項目として選定しないとしているが、工事の

施工方法や工事期間等が明らかでなく、緑に影響を及ぼすおそれはないとした根拠についての記

述も不足している。このため、これらの施工方法等について明らかにしたうえで、いったん損な

われると回復が容易でない緑の特質に鑑み、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 

 

② オリンピックスタジアム計画地周辺の明治神宮外苑については、歴史的な経緯を有する場所で

あるとともに、風致地区であることに鑑み、緑の保全、保護について最大限の配慮をすること。

なお、現地調査等においては、緑の状況等を把握するほか、樹木等が有する歴史的な経緯や地域

社会とのつながりなどについても、慎重かつ丁寧な調査を行うこと。 

 

③ 緑の状況の調査方法(現地調査）については、調査時期・期間を秋の一季とするとしているが、

植物が繁茂し 2020年東京大会が開催される夏季の調査について、検討すること。 

 

 (5)【資源・廃棄物（水利用、廃棄物、エコマテリアル）】 

（水利用） 

オリンピック･パラリンピック開催後も施設は存続することから、新設だけでなく既存施設につい

ても、予測・評価項目として選定すること。 

 

（廃棄物） 

既存資料調査について、2012年ロンドンオリンピック競技大会のほか、1998年長野オリンピック

競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等の日本で開催された大規模な国際競技大会等におけ

る、廃棄物の削減に関する取組についても調査すること。 

 

（エコマテリアル） 

大会開催に伴い使用する各種物品類について、他の国際大会における環境配慮型製品の使用状況

を調査することを検討すること。 

 

 (6)【温室効果ガス（温室効果ガス、エネルギー）】 

（温室効果ガス、エネルギー 共通） 

仮設施設について、予測の対象時点を大会開催中のみとしているが、大会開催後における仮設施

設の扱いが明らかになった段階で、必要な環境保全措置を講じるとともに、大会開催後についても、

必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

表 10.2-1(5) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

(7)【土地利用（土地利用、地域分断、移転）】 

（土地利用） 

臨海部における会場整備について、将来の土地利用と矛盾しないよう配慮すること。 

 

（地域分断） 

① 会場等が未利用地に立地の場合、新たな地域分断は生じないとして予測･評価項目として選定し

ていないが、未利用地に分類した土地のなかに、公園等の公共施設が含まれているため、生活動

線の分断及び進展について、必要に応じて予測・評価項目として選定すること。 

 

② 仮設施設については、一時的なものであり恒常的な地域分断は生じないとしているが、会場設

置により一定の負荷を生じるので、開催前の施設の存在について、必要に応じて予測･評価項目と

して選定すること。 

 

（移転） 

住居･店舗等の移転が必要となる場合は、関係住民等への情報提供に努めるなど十分に配慮するこ

と。 

 

 (8)【社会活動（スポーツ活動、文化活動）】 

（スポーツ活動、文化活動 共通） 

既存資料調査について、1998 年長野オリンピック競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等

の日本で開催された大規模な国際競技大会に関する調査や、民間シンクタンク、区市町村が実施し

た各種関連調査等についても幅広く情報を収集し、その活用を検討すること。 

 

 (9)【参加・協働（ボランティア、コミュニティ、環境への意識）】 

（ボランティア、コミュニティ、環境への意識 共通） 

既存資料調査について、1998 年長野オリンピック競技大会や 2002 年サッカーワールドカップ等

の日本で開催された大規模な国際競技大会に関する調査や、民間シンクタンク、区市町村が実施し

た各種関連調査等についても幅広く情報を収集し、その活用を検討すること。 

 

 (10)【安全・衛生・安心（安全、消防・防災、衛生）】 

（安全） 

大会には、日本国内はもとより、世界各国から様々なアスリートや観客が訪れる。全ての人にと

って安全、安心、快適な大会となるよう、点字案内板やピクトグラムなどの図記号を利用した視覚

的に分かりやすい案内表示、バリアフリー、ユニバーサルデザイン等による物理的障壁の解消に努

めること。 

 

（消防・防災） 

既存施設の耐震性及び防火性に関しては、改修や天井脱落対策等の履歴を把握する等により、安

全性を確認すること。 

 

（衛生） 

大会には、世界各国からアスリートや観客が訪れることから、水道水基準について、他国の基準

値との比較調査を行い、東京の水道水の安全性を明らかにすること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

表 10.2-1(6) 調査計画書に対する環境局長の意見の内容 

項目 2. 項目別事項 

(11)【交通（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全）】 

（交通渋滞、公共交通へのアクセシビリティ、交通安全 共通） 

事業計画地の周辺には、工事の施行や大会の開催に伴い、多くの関連車両の走行が考えられるこ

とから、これらの車両が市街地で待機や違法駐車等をすることがないよう必要な環境保全措置を講

じるとともに、関係機関等とも事前に十分協議を行うなど、周辺地域における交通の円滑化、交通

安全の確保及び関連車両の走行に伴う環境負荷の低減に努めること。 

〔主要環境（大気等）、生活環境（騒音・振動）共通〕 

 

 (12)【経済（経済波及、雇用、事業採算性）】 

（経済波及） 

① 2012 年ロンドン大会及びその他のオリンピック･パラリンピック競技大会において、どのよう

な新規ビジネスとビジネス機会が生じたのかについても調査すること。 

 

② 首都高速道路の建設等による大規模な経済波及があった 1964 年の東京大会についても調査す

ること。 

 

（雇用） 

2012 年ロンドン大会の際、オリンピック関連の雇用は一時的なものが多かったという報告もある

ことから、大会開催後の雇用について他開催都市の事例も調査すること。 

 

（事業採算性） 

① 個別の会場毎に予測せず全体計画で予測するとしているが、個別の会場毎にも予測・評価を行

うこと。 

 

② 環境影響要因として、開催前の「施設の建設」及び開催中の「大会の運営」について選定して

いるが、新設及び既存（改修）の会場等については、開催後も施設が存続することから予測・評

価すること。 
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10. 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容 

10.3 調査計画書に対する都民の意見の概要 

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価調査計画書」は、

都内全会場を対象としている。平成26年３月28日に公表し、同年３月28日から４月16日までの20

日間にわたり意見募集を行った。都民から提出された意見書の件数は82件であり、その大半がオ

リンピックスタジアムと葛西臨海公園に対しての意見であった。環境の保全の見地からの意見の

概要は、以下に示すとおりである。 

 

個別会場について 

【オリンピックスタジアム】 

・周辺の生態系、文化、生活に与える影響を十分に調査すべきである。 

・観客8万人収容時の、周辺への騒音・振動による影響を十分に調査すべきである。 

・公共交通機関への影響を十分に調査すべきである。 

・景観について、神宮外苑の歴史的経緯も踏まえ調査を行うべきである。 

【葛西臨海公園】 

・葛西臨海公園の自然環境への影響を十分に調査すべきである。 

・施設で大量の水を使用するため、公共用水への影響を十分調査すべきである。 

競技について 

 意見はなかった。 

全体計画について 

 意見はなかった。 

その他 

・意見募集については広く広報すべきである。 

・意見の募集期間を十分に確保すべきである。 
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11.  実施段階環境アセスメント手続きの実施者 

〔実施者〕 

名 称：東京都 

代表者：東京都知事  舛添 要一 

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

12. その他 

12.1 2020年東京大会に係る実施段階環境アセスメント及びフォローアップの全対象事業についての

実施段階環境アセスメント及びフォローアップの実施予定又は経過 

選手村の実施段階環境アセスメントの経過は、表 12.1-1に示すとおりである。 

表 12.1-1 選手村の実施段階環境アセスメントの経過 

実施段階環境アセスメントの経過 

環境影響評価調査計画書が公表された日 平成 26年３月 28日 

 意見を募集した日 平成 26年３月 28日～平成 26年４月 16日 

都民の意見 82件 

調査計画書審査意見書が送付された日 平成 26年５月 29日 

 

12.2 調査等を実施した者の氏名及び住所並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあっては、

その委託を受けた者の氏名及び住所 

〔作成者〕 

名 称：東京都 

代表者：東京都知事  舛添 要一 

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

〔受託者〕 

名 称：日本工営株式会社 

代表者：代表取締役社長  有元 龍一 

所在地：東京都千代田区麹町五丁目 4番 
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本書に掲載した地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東

京都地形図（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２６都市基交第６２５号）して作成したものであ

る。無断複製を禁ずる。 

本書に掲載した地図は、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したもので

ある。ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 
（承認番号）２６都市基街測第２５９号、平成２７年３月１８日 

本書に掲載した地図は、国土地理院発行の２万５千分の 1 地形図を使用したものである。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
平成 27 年３月発行 

 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

実施段階環境影響評価書案 

（選手村） 

 

編集・発行 東京都オリンピック・パラリンピック準備局 

大会準備部施設輸送計画課 

                    東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

電話 03(5320)7737 

 
内容についてのお問い合わせは上記へお願いします。 

 

登録番号（26）22 
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